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東
京
警
視
庁
の
情
報
公
開
セ
ン
タ
ー
に
ビ

デ
オ
カ
メ
ラ
が
取
り
付
け
ら
れ
、
開
示

請
求
者
を
ビ
デ
オ
撮
影
し
て
い
た
。

こ
ん
な
事
実
が
、
今
年
（
二
〇
〇
三
年
）
一
月

二
十
四
日
の
衆
議
院
予
算
委
員
会
で
、
河
村
た
か

し
委
員
の
質
問
で
明
ら
か
に
な
っ
た
。
警
視
庁

は
、
「
不
測
の
事
態
に
備
え
設
置
し
た
」
と
説

明
。警

視
庁
の
情
報
公
開
セ
ン
タ
ー
は
、
東
京
都
情

報
公
開
条
例
に
し
た
が
っ
て
二
〇
〇
一
年
十
月
に

警
視
庁
内
に
オ
ー
プ
ン
し
た
。
監
視
カ
メ
ラ
は
、

セ
ン
タ
ー
の
天
井
に
四

基
設
置
さ
れ
て
お
り
、

開
示
請
求
窓
口
の
奥
に

通
じ
る
事
務
室
の
モ
ニ

タ
ー
画
面
に
は
、
四
基

の
映
像
が
画
面
四
分
の

一
ず
つ
映
し
出
さ
れ
る

仕
組
み
。

同
庁
で
は
、
特
例
は

別
と
し
て
、
情
報
公
開

事
務
に
関
す
る
マ
ニ
ュ

ア
ル
に
し
た
が
い
、
毎
日
三
時
間
テ
ー
プ
を
三
本

使
い
、
モ
ニ
タ
ー
画
面
を
録
画
し
、
翌
日
、
同
じ

テ
ー
プ
に
上
書
き
し
て
い
る
と
い
う
。
ま
た
、
テ

ー
プ
は
、
一
ヶ
月
使
用
し
た
あ
と
は
、
切
断
機
を

使
っ
て
破
棄
し
て
い
る
と
い
う
。
た
だ
、
河
村
議

員
は
、
「
現
場
を
視
察
し
た
と
き
に
は
、
使
用
済

み
の
テ
ー
プ
が
破
棄
さ
れ
て
な
い
印
象
を
受
け

た
」
と
話
し
て
い
る
。

一
月
二
十
四
日
の
谷
垣
国
家
公
安
委
員
長
の
答

弁
に
よ
る
と
、
全
国
の
警
察
を
見
て
も
、
情
報
公

開
窓
口
に
監
視
カ
メ
ラ
を
設
置
し
て
い
る
の
は
警

視
庁
だ
け
と
い
う
。

河
村
委
員
は
、
「
開
示
請
求
に
来
た
人
は
開
示

請
求
書
に
氏
名
を
書
く
の
で
、
ビ
デ
オ
撮
影
は
不

要
。
請
求
者
を
チ
ェ
ッ
ク
す
る
と
受
け
取
ら
れ
、

請
求
を
た
め
ら
う
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
か
」

と
問
題
の
大
き
さ
を
指
摘
し
た
。
そ
し
て
、
さ
ら

に
詳
し
い
報
告
す
る
よ
う
に
求
め
た
の
に
対
し
、

谷
垣
委
員
長
は
難
色
を
示
し
た
。

し
か
し
、
二
月
十
九
日
の
衆
議
院
予
算
委
員
会

で
、
同
委
員
長
は
、
問
題
の
カ
メ
ラ
を
同
庁
が
四

月
以
降
は
取
り
外
す
こ
と
に
な
る
旨
を
明
ら
か
に

し
た
。

昨
年
（
二
〇
〇
二
年
）
五
月
に
は
、
防
衛
庁

が
、
国
の
情
報
公
開
法
に
基
づ
く
請
求
者
一
四
二

人
全
員
の
身
元
や
思
想
・
信
条
を
独
自
に
調
査
し

て
リ
ス
ト
を
作
成
し
て
い
た
不
祥
事
が
発
覚
し

た
。
し
か
も
、
そ
の
リ
ス
ト
は
庁
内
で
回
し
読
み

さ
れ
て
い
た
と
い
う
か
ら
空
い
た
口
が
ふ
さ
が
ら

な
い
。

今
国
会
で
有
事
関
連
三
法
が
成
立
し
た
。

一
応
、
有
事
で
も
、
基
本
的
人
権
に
配
慮
す
る
と

さ
れ
た
。
有
事
に
お
い
て
こ
そ
、
逆
に
国
民
の
知

る
権
利
は
ま
す
ま
す
重
要
に
な
る
。
だ
が
、
警
察

や
防
衛
庁
な
ど
は
、
平
時
で
す
ら
国
民
に
基
本
的

な
権
利
を
保
障
す
る
こ
と
を
う
と
ま
し
く
思
っ
て

い
る
よ
う
だ
。
こ
う
し
た
状
態
で
、
問
答
無
用
の

海
外
派
兵
、
さ
ら
に
は
有
事
法
制
が
発
動
さ
れ
た

場
合
に
、
人
権
が
護
ら
れ
る
と
は
に
わ
か
に
は
信

じ
が
た
い
。

国
民
の
知
る
権
利
を
封
殺
で
き
る
有
事
法
制
の

成
立
、
背
番
号
コ
ー
ド
と
国
民
登
録
証
カ
ー
ド
を

核
と
し
た
住
基
ネ
ッ
ト
の
本
格
稼
動
、
監
視
カ
メ

ラ
列
島
化
、
大
増
税
・
庶
民
の
金
融
プ
ラ
イ
バ
シ

ー
管
理
の
た
め
の
納
番
制
の
検
討
等
々
。

〝
経
済
ま
る
で
ダ
メ
〟
の
小
泉
政
権
は
、
〝
デ
ー

タ
収
容
所
列
島
化
策
〟
で
乗
り
切
ろ
う
と
し
て
い

る
よ
う
だ
。
私
た
ち
国
民
は
、
も
う
こ
の
国
の
指

導
者
を
変
え
る
時
期
に
き
て
い
る
の
で
は
な
い

か
。二

〇
〇
三
年
七
月
十
五
日

P
I
J
代
表

石
村
耕
治
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◆
主
な
記
事
◆

・
脱
住
基
ネ
ッ
ト
の
輪
を
広
げ
よ
う
！

・
国
民
監
視
法
制
？
　
個
人
情
報
保
護
５
法
成
立

・
個
人
情
報
保
護
四
法
案
（
河
村
た
か
し
私
案
）

・
急
が
れ
る
、
監
視
カ
メ
ラ
を
市
民
が
監
視
す
る
法
制

http://www.pij-web.net/

な
し
崩
し
に
広
が
る

デ
ー
タ
監
視
社
会
化
を

ス
ト
ッ
プ
さ
せ
よ
う

河
村
た
か
し
議
員
、

警
視
庁
の
情
報
公
開
窓
口
の
監
視
カ
メ
ラ
を
撤
去
さ
せ
る
！

(1)



札
幌
市
長
選
で
当
選
し
た
上
田
文

雄
新
市
長
は
、
六
月
十
日
に
、

住
民
基
本
台
帳
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

（
住
基
ネ
ッ
ト
）
の
運
用
に
つ
い
て
、
ネ

ッ
ト
に
参
加
を
希
望
し
な
い
市
民
の
本
人

確
認
デ
ー
タ
（
六
基
本
情
報
～
住
民
票
コ

ー
ド
・
氏
名
・
住
所
・
生
年
月
日
・
性

別
・
変
更
履
歴
）
を
住
基
ネ
ッ
ト
に
提
供

し
な
い
「
住
民
選
択
制
」
を
導
入
す
る
旨

を
明
ら
か
に
し
た
。
こ
の
住
民
選
択
制

は
、
横
浜
市
が
初
め
て
導
入
し
た
こ
と
か

ら
〝
横
浜
方
式
〟
と
も
呼
ば
れ
る
。
六
月

四
日
に
、
杉
並
区
の
山
田
宏
区
長
も
、

「
住
民
選
択
制
」
の
導
入
を
明
ら
か
に
し

て
い
る
。

一
方
、
長
野
県
の
本
人
確
認
情
報
保
護

審
議
会
は
田
中
康
夫
知
事
に
、
国
と
市
町

村
の
間
の
住
基
ネ
ッ
ト
を
県
が
中
継
し
な

い
よ
う
に
求
め
る
報
告
書
を
提
出
し
た
。

東
京
都
の
石
原
新
太
郎
知
事
は
、
住
基

ネ
ッ
ト
に
参
加
し
て
い
な
い
杉
並
区
、
中

野
区
、
国
立
市
に
対
し
住
基
ネ
ッ
ト
へ
の

参
加
を
勧
告
し
た
。
同
じ
く
、
福
島
県

は
、
住
基
ネ
ッ
ト
に
参
加
し
て
い
な
い
同

県
矢
祭
町
に
対
し
住
基
ネ
ッ
ト
へ
の
参
加

を
勧
告
し
た
。

今
年
（
二
〇
〇
三
年
）
八
月
の
本
格
稼

動
を
前
に
し
て
、
脱
住
基
ネ
ッ
ト
、
選
択

制
採
用
の
輪
は
急
速
に
広
が
り
を
見
せ
て

い
る
。
総
務
省
は
、
「
首
長
に
よ
る
住
基

ネ
ッ
ト
不
参
加
は
不
可
能
、
違
法
」
と
、

脱
住
基
ネ
ッ
ト
の
動
き
の
広
が
り
の
押
さ

え
込
み
に
必
死
で
あ
る
。

脱
住
基
ネ
ッ
ト
の
動
き
に
つ
い
て
、
石

村
耕
治
P
I
J
代
表
に
、
辻
村
祥
造
P
I

J
副
代
表
が
聞
い
た
（
Ｃ
Ｎ
Ｎ
ニ
ュ
ー
ズ

編
集
部
）
。

■
札
幌
市
新
市
長
は
、

「
住
民
選
択
制
」
の
導
入
を
ア
ナ
ウ
ン
ス

（
辻
村
）
脱
住
基
ネ
ッ
ト
、
つ
ま
り
住
基

ネ
ッ
ト
か
ら
の
離
脱
、
任
意
参
加
の
動
き

が
広
が
っ
て
き
て
い
ま
す
。
今
回
、
札
幌

市
が
「
住
民
選
択
制
」
の
導
入
に
踏
み
切

る
こ
と
を
ア
ナ
ウ
ン
ス
し
ま
し
た
が
、
背

景
と
か
を
お
話
く
だ
さ
い
。

（
石
村
）
辻
村
副
代
表
は
、
「
住
基
ネ
ッ

ト
に
〝
不
参
加
〟
を
！
横
浜
市
民
の
会
」

の
共
同
代
表
も
努
め
て
お
ら
れ
ま
す
か

ら
、
全
国
の
状
況
も
か
な
り
ご
存
知
な
の

で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

（
辻
村
）
い
わ
ゆ
る
〝
横
浜
方
式
〟
は
、

自
治
体
と
し
て
形
式
的
に
は
参
加
、
し
か

し
、
市
民
各
人
が
参
加
す
る
か
ど
う
か
は

本
人
の
意
思
に
任
せ
よ
う
と
い
う
や
り
方

で
す
。
〝
住
基
ネ
ッ
ト
に
不
参
加
は
違

法
！
〟
と
大
声
を
出
す
大
臣
が
い
る
も
の

で
す
か
ら
…
…

（
石
村
）
市
長
選
の
際
の
選
挙
公
約
で
し

た
か
ら
、
札
幌
市
の
上
田
新
市
長
は
、
こ

の
横
浜
方
式
の
導
入
を
ア
ナ
ウ
ン
ス
し
た

わ
け
で
す
。
上
田
市
長
自
体
、
弁
護
士
出

身
で
、
日
本
弁
護
士
連
合
会
（
日
弁
連
）

の
人
権
擁
護
委
員
会
副
委
員
長
を
務
め
て

い
ま
し
た
。

（
辻
村
）
あ
る
意
味
で
は
、
上
田
市
長
の

判
断
は
、
札
幌
市
民
の
意
向
に
沿
っ
た
も

の
な
の
で
す
ね
。

（
石
村
）
仰
せ
の
と
お
り
で
す
。
今
年
二

月
二
十
九
日
に
、
札
幌
市
で
、
住
基
ネ
ッ

ト
差
し
止
め
訴
訟
を
支
援
す
る
会
・
北
海

道
（
代
表
世
話
人
・
鈴
木
重
孝
）
が
、
大

掛
か
り
な
「
反
住
基
ネ
ッ
ト
」
集
会
を
持

ち
ま
し
た
。
こ
の
集
会
で
講
演
を
し
た
の

で
す
が
、
参
加
者
に
脱
住
基
ネ
ッ
ト
の
候

補
者
を
支
援
し
て
い
こ
う
と
の
強
い
決
意

が
あ
り
ま
し
た
。

（
辻
村
）
札
幌
市
は
、
と
く
に
住
基
カ
ー
ド

を
民
間
企
業
と
共
同
で
利
用
す
る
〝
官
民
両

用
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
〟
の
パ
イ
ロ
ッ
ト
プ
ラ
ン
を

実
施
し
よ
う
と
し
て
い
ま
し
た
か
ら
ね
。

（
石
村
）
そ
う
で
す
。
総
務
省
と
か
Ｎ
Ｔ
Ｔ

デ
ー
タ
、
ビ
ッ
ク
カ
メ
ラ
な
ど
と
組
ん
で
、

カ
ー
ド
を
使
え
ば
ポ
イ
ン
ト
が
貯
ま
る
！
と
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脱
住
基
ネ
ッ
ト
の
輪
を
広
げ
よ
う
！

《
話
し
手
》

P
I
J
代
表
・
白
鴎
大
学
教
授

石
村
耕
治

《
聞
き
手
》

P
I
J
副
代
表
・
税
理
士

辻
村
祥
造

《
石
村
P
I
J
代
表
に
聞
く

―
脱
住
基
ネ
ッ
ト
の
課
題
》

脱
住
基
ネ
ッ
ト
の
輪
を
広
げ
よ
う
！

住
基
ネ
ッ
ト
、
杉
並
区
や
札
幌
市
も
「
住
民
選
択
制
」
採
用
へ
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(3)

脱
住
基
ネ
ッ
ト
の
輪
を
広
げ
よ
う
！

い
っ
た
、
住
基
カ
ー
ド
普
及
プ
ラ
ン
で
す
。

（
辻
村
）
総
務
省
の
「
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
シ
ス

テ
ム
実
験
事
業
」
、
産
業
経
済
省
と
地
方

自
治
情
報
セ
ン
タ
ー
（
住
基
ネ
ッ
ト
の
全

国
セ
ン
タ
ー
）
が
計
画
し
て
い
る
「
Ｉ
Ｔ

整
備
都
市
研
究
事
業
」
な
ど
は
、
端
的
に

言
え
ば
、
〝
国
民
登
録
証
携
帯
制
度
〟
導

入
に
向
け
た
事
業
で
す
か
ら
ね
。

（
石
村
）
初
め
は
、
こ
う
し
た
プ
ラ
ン
に

参
加
し
た
企
業
に
対
し
不
買
運
動
で
対
抗

し
よ
う
と
い
う
案
も
あ
り
ま
し
た
。
し
か

し
、
上
田
新
市
長
の
登
場
で
、
こ
の
パ
イ

ロ
ッ
ト
プ
ラ
ン
は
ス
ト
ッ
プ
で
き
る
の
で

は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

（
辻
村
）
や
は
り
、
市
民
が
人
権
意
識
の

高
い
人
物
を
首
長
に
選
ぶ
こ
と
に
よ
り
、

私
た
ち
市
民
が
自
分
の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
や

自
由
を
護
れ
る
可
能
性
を
示
し
た
良
い
例

の
一
つ
と
い
え
ま
す
ね
。

（
石
村
）
昨
年
八
月
十
五
日
に
、
札
幌

で
、
「
住
基
ネ
ッ
ト
で
あ
な
た
の
個
人
情

報
は
丸
見
え
」
と
い
う
テ
ー
マ
の
朝
の
テ

レ
ビ
・
ワ
イ
ド
シ
ョ
ー
番
組
に
出
演
し
ま

し
た
。
そ
の
番
組
で
の
北
海
道
の
視
聴
者

か
ら
の
電
話
ア
ン
ケ
ー
ト
で
は
実
に
七
割

以
上
の
市
民
が
住
基
に
反
対
！
の
意
思
表

示
を
し
た
の
を
覚
え
て
い
ま
す
。

■
杉
並
区
も
「
市
民
選
択
制
」

へ
の
移
行
を
ア
ナ
ウ
ン
ス

（
辻
村
）
六
月
四
日
に
、
杉
並
区
の
山
田

区
長
は
、
住
基
ネ
ッ
ト
か
ら
離
脱
し
て
い

た
方
針
を
変
え
て
、
区
民
が
自
分
の
意
思

で
不
参
加
を
選
択
で
き
る
「
住
民
選
択

制
」
の
採
用
を
ア
ナ
ウ
ン
ス
し
ま
し
た
。

こ
の
動
き
を
ど
う
見
ま
す
か
。

（
石
村
）
石
原
都
知
事
が
東
京
都
の
不
参

加
自
治
体
に
対
し
て
、
地
方
自
治
法
に
基

づ
く
参
加
（
是
正
）
を
勧
告
し
た
こ
と
が

背
景
に
あ
る
と
思
い
ま
す
。

（
辻
村
）
い
わ
ゆ
る
〝
横
浜
方
式
〟
で
、

参
加
を
言
明
し
た
わ
け
で
す
よ
ね
。

（
石
村
）
仰
せ
の
と
お
り
で
す
。
ま
あ
、
石

原
慎
太
郎
と
い
う
人
物
を
ど
う
評
価
す
る
か

に
よ
る
の
で
す
が
。
あ
え
て
言
え
ば
、
歌
舞

伎
町
で
の
大
掛
か
り
な
監
視
カ
メ
ラ
の
設

置
、
都
営
銀
行
の
創
設
・
そ
の
銀
行
発
行
の

Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
の
官
民
共
通
利
用
等
々
。

（
辻
村
）
ど
れ
を
み
て
も
、
自
由
や
人
権

よ
り
も
、
管
理
、
監
視
、
治
安
と
い
っ
た

用
語
が
大
好
き
な
タ
イ
プ
で
す
ね
。

（
石
村
）
こ
う
し
た
タ
イ
プ
に
は
、
自
分

自
身
は
管
理
さ
れ
た
り
、
監
視
さ
れ
る
こ

と
が
大
嫌
い
な
人
物
も
少
な
く
な
い
の
で

す
け
ど
（
笑
）
。

（
辻
村
）
北
朝
鮮
の
ト
ッ
プ
な
ど
は
そ
の

典
型
か
も
知
れ
ま
せ
ん
ね
。

（
石
村
）
と
も
か
く
、
石
原
知
事
は
、
住

基
ネ
ッ
ト
な
ど
は
大
好
き
な
の
で
は
な
い

か
と
思
い
ま
す
。
ま
あ
、
こ
う
し
た
人
物

に
人
権
と
か
言
っ
て
も
、
難
し
い
よ
う
な

気
も
し
ま
す
。
〝
盛
者
必
衰
〟
を
忘
れ
る

な
、
と
い
っ
た
と
こ
ろ
で
し
ょ
う
か
。

（
辻
村
）
福
島
県
は
、
同
県
の
矢
祭
町
に

対
し
東
京
都
と
同
じ
よ
う
な
参
加
勧
告
を

し
た
わ
け
で
す
ね
。
し
か
し
、
根
本
良
一

町
長
は
そ
れ
を
跳
ね
除
け
、
接
続
拒
否
を

続
け
て
い
ま
す
が
。

（
石
村
）
杉
並
区
の
山
田
区
長
が
〝
肝
が

据
わ
っ
て
い
な
い
タ
イ
プ
〟
と
み
る
の
は

早
計
だ
と
思
い
ま
す
。
多
分
、
福
島
県
や

東
京
都
の
参
加
勧
告
の
背
後
に
は
、
総
務

省
の
意
向
が
見
え
隠
れ
し
て
い
る
の
は
間

違
い
な
い
で
し
ょ
う
。

（
辻
村
）
総
務
省
は
、
「
住
基
ネ
ッ
ト
に

不
参
加
は
違
法
」
と
決
め
付
け
て
い
ま
す

か
ら
。
や
は
り
、
国
か
ら
の
プ
レ
ッ
シ
ャ

ー
に
加
え
、
都
か
ら
の
プ
レ
ッ
シ
ャ
ー
に

は
な
か
な
か
抗
し
が
た
い
も
の
が
あ
る
の

で
し
ょ
う
ね
。

（
石
村
）
ま
さ
に
、
そ
う
い
う
こ
と
だ
と

思
い
ま
す
。

■
長
野
県
の
審
議
会
は
、

住
基
ネ
ッ
ト
離
脱
を
提
言

（
辻
村
）
五
月
二
十
八
日
に
、
長
野
県
の
本

人
確
認
情
報
保
護
審
議
会
（
会
長
・
不
破

泰
・
信
州
大
学
教
授
）
が
、
田
中
康
夫
知
事

に
対
し
、
「
七
個
人
情
報
保
護
の
た
め
に
長

野
県
は
当
面
住
基
ネ
ッ
ト
か
ら
離
脱
す
べ

き
」
と
す
る
中
間
提
言
を
行
い
ま
し
た
。

（
石
村
）
県
単
位
で
の
離
脱
は
、
市
町
村

が
県
を
中
継
し
て
住
基
ネ
ッ
ト
を
接
続
し

て
い
る
こ
と
か
ら
、
県
内
全
市
町
村
が
離

脱
す
る
こ
と
に
な
る
わ
け
で
す
。

（
辻
村
）
福
田
官
房
長
官
は
、
五
月
二
十

八
日
の
記
者
会
見
で
、
長
野
県
が
審
議
会

提
言
に
従
わ
な
い
よ
う
に
求
め
ま
し
た

ね
。
そ
れ
か
ら
、
総
務
省
も
離
脱
は
違
法

と
け
ん
制
を
し
ま
し
た
ね
。

（
石
村
）
や
は
り
、
都
道
府
県
単
位
で
の

離
脱
は
、
住
基
ネ
ッ
ト
の
崩
壊
に
つ
な
が

り
ま
す
か
ら
、
必
死
な
わ
け
で
す
。

（
辻
村
）
こ
う
し
た
事
態
に
野
党
の
民
主

党
な
ど
は
、
国
民
運
動
を
大
々
的
に
や
ら

な
い
の
で
し
ょ
う
か
。

（
石
村
）
「
ま
る
で
他
人
事
」
が
あ
の
党

全
体
の
雰
囲
気
で
す
ね
。
大
方
の
民
主
党

の
国
会
議
員
の
先
生
方
は
、
単
な
る
サ
ラ

リ
ー
マ
ン
議
員
、
「
何
を
い
ま
さ
ら
」
と

い
っ
た
感
じ
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
「
国
民

が
主
役
」
な
ど
、
単
な
る
プ
ロ
パ
ガ
ン

ダ
、
と
い
っ
た
感
じ
に
も
と
れ
ま
す
。

（
辻
村
）
で
、
当
の
田
中
知
事
は
ど
う
考

え
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
。

（
石
村
）
六
月
五
日
に
田
中
知
事
と
片
山

総
務
大
臣
が
都
内
で
懇
談
し
、
審
議
会
委

員
と
総
務
相
側
の
委
員
と
で
公
開
討
論
会

を
開
催
す
る
こ
と
で
合
意
し
た
と
伝
え
ら

れ
て
い
ま
す
。

（
辻
村
）
長
野
県
が
実
施
し
た
ア
ン
ケ
ー

ト
調
査
で
は
、
回
答
し
た
市
町
村
（
回
答

率
91
・
3

％
）
の
七
割
が
「
離
脱
に
反

対
」
、
三
割
が
「
情
報
も
れ
に
不
安
」
と
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脱
住
基
ネ
ッ
ト
の
輪
を
広
げ
よ
う
！

答
え
た
と
の
こ
と
で
す
が
。

（
石
村
）
県
の
審
議
会
と
市
町
村
と
の
間
に

温
度
差
が
あ
る
の
は
当
り
前
で
す
。
市
町
村

は
、
こ
れ
ま
で
、
自
治
省
（
現
総
務
省
）
に

さ
か
ら
っ
た
こ
と
な
ど
な
い
の
で
す
か
ら
。

（
辻
村
）
田
中
知
事
な
ら
離
脱
も
決
断
で

き
る
！
と
読
む
べ
き
な
の
で
し
ょ
う
か
。

（
石
村
）
す
で
に
触
れ
た
よ
う
に
、
市
区
町

村
レ
ベ
ル
で
は
、
今
年
二
月
二
十
日
に
、
埼

玉
県
志
木
市
の
「
住
基
ネ
ッ
ト
シ
ス
テ
ム
検

討
調
査
会
」
（
会
長
・
西
山
賢
一
・
埼
玉
大

教
授
）
が
「
住
民
選
択
制
」
の
導
入
を
提
言

し
て
い
ま
す
。
杉
並
区
の
ケ
ー
ス
に
つ
い
て

は
、
す
で
に
紹
介
し
た
と
こ
ろ
で
す
。
長
野

県
の
場
合
、
市
町
村
と
全
国
セ
ン
タ
ー
を
つ

な
ぐ
中
間
自
治
体
で
あ
る
こ
と
、
こ
こ
が
離

脱
、
参
加
の
辞
退
を
決
め
れ
ば
影
響
が
大
き

い
わ
け
で
す
。

住
基
ネ
ッ
ト
問
題
の
〝
闇
〟
に
つ
い
て

も
っ
と
国
民
的
な
理
解
を
深
め
る
意
味
で

も
、
是
非
と
も
田
中
知
事
に
英
断
を
期
待

す
る
と
こ
ろ
で
す
。

■
神
奈
川
県
で
の

新
た
な
動
き
、
横
浜
市
で
の
現
状

（
辻
村
）
神
奈
川
県
に
動
き
が
あ
り
ま

す
。
今
回
の
知
事
選
で
当
選
し
た
松
沢
成

文
新
知
事
が
住
基
ネ
ッ
ト
の
問
題
点
を
調

べ
る
こ
と
を
ね
ら
い
に
私
的
研
究
会
を
設

置
す
る
意
向
の
よ
う
で
す
。

（
石
村
）
住
基
ネ
ッ
ト
の
再
検
討
が
、
松

沢
新
知
事
の
選
挙
公
約
の
よ
う
な
も
の
で

し
た
か
ら
ね
。
研
究
会
の
委
員
は
、
住
基

ネ
ッ
ト
に
批
判
的
な
学
者
や
弁
護
士
な
ど

が
参
加
す
る
よ
う
で
す
。

（
辻
村
）
今
後
の
動
き
か
ら
目
が
離
せ
な

い
で
す
ね
。

（
石
村
）
そ
れ
か
ら
、
横
浜
市
の
動
き
は

い
か
が
で
し
ょ
か
。

（
辻
村
）
「
住
民
選
択
制
」
を
採
用
し
た

横
浜
市
で
は
、
不
参
加
を
選
択
し
た
市
民

は
約
八
五
万
人
で
し
た
。
一
方
、
去
る
六

月
九
日
に
、
「
不
参
加
」
を
選
択
し
な
か

っ
た
市
民
約
二
六
二
万
人
に
対
し
住
基
ネ

ッ
ト
サ
ー
ビ
ス
が
始
ま
り
ま
し
た
。

（
石
村
）
横
浜
市
は
、
い
っ
た
ん
県
の
住
基

ネ
ッ
ト
に
市
民
全
員
分
の
本
人
確
認
デ
ー
タ

を
送
信
し
ま
し
た
ね
。
そ
の
後
、
「
住
民
選

択
制
」
を
導
入
し
た
こ
と
か
ら
、
中
田
市
長

は
、
神
奈
川
県
知
事
宛
に
横
浜
市
民
の
本
人

確
認
デ
ー
タ
の
消
去
を
求
め
ま
し
た
ね
。
そ

の
後
、
ど
う
な
っ
た
の
で
す
か
。

（
辻
村
）
私
た
ち
住
基
ネ
ッ
ト
に
「
不
参

加
」
を
！
横
浜
市
民
の
会
（
「
横
浜
市
民
の

会
」
）
は
、
二
〇
〇
三
年
四
月
二
十
三
日

に
、
そ
の
後
の
経
過
を
文
書
で
市
長
に
尋
ね

て
お
り
ま
す
。
中
田
市
長
か
ら
五
月
二
十
八

日
に
横
浜
市
民
の
会
へ
回
答
（
市
広
聴
第
一

〇
三
〇
〇
五
号
）
が
あ
り
ま
し
た
。

（
石
村
）
ど
う
回
答
し
て
き
て
い
る
の
で

す
か
。

（
辻
村
）
昨
年
（
二
〇
〇
二
年
）
八
月
二
日

以
降
、
県
知
事
に
対
し
デ
ー
タ
の
消
去
を
文

書
や
協
議
の
場
で
求
め
て
は
い
る
が
、
い
ま

だ
に
消
去
さ
れ
て
い
な
い
と
の
答
で
し
た
。

（
石
村
）
い
わ
ゆ
る
〝
横
浜
方
式
〟
は
、

住
基
ネ
ッ
ト
の
安
全
性
が
総
合
的
に
確
認

さ
れ
る
ま
で
の
間
は
、
神
奈
川
県
へ
の
市

民
の
本
人
確
認
デ
ー
タ
の
通
知
を
強
制
し

な
い
と
い
う
も
の
で
し
た
ね
。

（
辻
村
）
そ
の
と
お
り
で
す
。
こ
の
点
に
つ

い
て
も
、
回
答
で
は
、
「
安
全
性
が
総
合
的

に
確
認
で
き
た
場
合
に
は
、
非
通
知
の
申
し

出
を
し
た
市
民
に
つ
い
て
も
、
県
に
本
人
確

認
デ
ー
タ
を
通
知
す
る
」
と
し
て
い
ま
す
。

（
石
村
）
た
だ
、
中
田
市
長
は
、
個
人
情
報

保
護
関
連
五
法
の
成
立
後
も
、
住
基
ネ
ッ
ト

を
取
り
巻
く
環
境
が
大
き
く
変
わ
っ
た
と
は

い
え
な
い
、
と
の
発
言
を
し
て
い
ま
す
。

（
辻
村
）
な
か
な
か
難
し
い
状
況
に
あ
る
こ

と
は
確
か
で
す
。
や
は
り
、
脱
住
基
ネ
ッ
ト

の
運
動
の
広
が
り
が
な
い
と
孤
立
無
援
に
な

り
ま
す
か
ら
ね
。
若
い
市
長
だ
け
に
、
ひ
弱

に
な
ら
な
い
と
い
い
の
で
す
が
。

■
ひ
弱
な
地
方
自
治
の

現
実
を
国
分
寺
市
に
見
る

（
石
村
）
住
基
ネ
ッ
ト
へ
の
参
加
を
見
合

わ
せ
て
い
た
東
京
都
国
分
寺
市
の
星
野
信

夫
市
長
は
、
五
月
二
十
八
日
に
、
個
人
情

報
保
護
法
が
で
き
、
国
へ
の
要
望
も
ほ
ぼ

満
た
さ
れ
た
と
し
て
、
住
基
ネ
ッ
ト
へ
の

参
加
を
ア
ナ
ウ
ン
ス
し
ま
し
た
。

（
辻
村
）
政
府
や
都
知
事
か
ら
の
圧
力
が
増

す
な
か
、
住
民
の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
を
大
事
に

し
、
国
民
総
背
番
号
制
を
悪
と
信
じ
な
が
ら

も
抵
抗
し
き
れ
ず
苦
悩
す
る
首
長
の
姿
が
見

え
て
く
る
よ
う
な
気
も
し
ま
す
ね
。

（
石
村
）
市
区
町
村
は
県
や
都
の
是
正
勧

告
を
尊
重
す
る
よ
う
に
求
め
ら
ま
す
が
、

ま
あ
、
罰
則
は
な
い
の
で
、
無
視
し
て
い

て
も
い
い
の
で
す
が
。

（
辻
村
）
こ
う
し
た
現
実
を
見
ま
す
と
、

こ
の
国
に
真
の
地
方
自
治
が
あ
る
の
か
、

本
当
に
考
え
さ
せ
ら
れ
ま
す
ね
。

（
石
村
）
国
民
に
背
番
号
を
付
け
、
今
度

は
、
国
民
登
録
証
で
あ
る
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
を

持
た
せ
る
。
そ
の
尖
兵
を
末
端
の
自
治
体

に
や
ら
せ
る
わ
け
で
す
か
ら
。
本
当
に
最

低
の
国
と
い
え
ま
す
。

■
背
番
号
コ
ー
ド
、

漏
れ
漏
れ
の
事
実
が
発
覚
！

（
辻
村
）
銀
行
口
座
を
開
く
際
に
金
融
機

関
が
本
人
確
認
の
資
料
と
し
て
、
住
基
ネ

ッ
ト
の
「
通
知
書
」
を
利
用
し
て
い
た
問

題
が
、
二
〇
〇
三
年
四
月
十
五
日
の
衆
議

院
・
個
人
情
報
保
護
特
別
委
員
会
で
取
り

上
げ
ら
れ
ま
し
た
ね
。

（
石
村
）
こ
の
問
題
が
初
め
て
取
り
上
げ

ら
れ
た
二
月
の
衆
議
院
・
予
算
委
員
会

で
、
片
山
総
務
相
は
、
実
際
に
使
わ
れ
た

と
い
う
報
告
は
な
い
、
と
否
定
し
て
い
ま

し
た
。
と
こ
ろ
が
、
そ
の
後
の
金
融
庁
の
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脱
住
基
ネ
ッ
ト
の
輪
を
広
げ
よ
う
！

調
査
で
、
そ
う
し
た
事
実
の
あ
る
こ
と
が

発
覚
し
ま
し
た
。

（
辻
村
）
各
人
あ
る
い
は
各
世
帯
に
通
知

さ
れ
た
住
基
ネ
ッ
ト
の
11
桁
の
住
民
票
コ

ー
ド
が
書
か
れ
た
通
知
書
が
、
口
座
開
設

な
ど
の
際
に
本
人
確
認
に
使
わ
れ
て
い
た

の
で
し
ょ
う
か
。

（
石
村
）
二
〇
〇
三
年
一
月
六
日
か
ら
、
本

人
確
認
法
が
施
行
さ
れ
た
の
で
す
が
、
総
務

省
が
利
用
中
止
を
求
め
る
ま
で
七
九
機
関
、

二
三
六
件
で
、
住
民
票
コ
ー
ド
の
記
さ
れ
た

通
知
書
が
使
わ
れ
て
い
た
と
の
こ
と
で
す
。

（
辻
村
）
こ
の
ケ
ー
ス
で
は
、
全
銀
協

が
、
二
〇
〇
二
年
九
月
に
、
住
民
票
コ
ー

ド
の
通
知
書
を
本
人
確
認
資
料
と
し
て
利

用
で
き
る
旨
を
示
し
た
文
書
を
配
布
し
て

い
た
事
情
が
あ
る
よ
う
で
す
ね
。

（
石
村
）
そ
う
し
た
事
実
が
あ
っ
た
よ
う

で
す
。
全
銀
協
は
、
四
月
十
五
日
に
、
問

題
と
な
っ
た
七
九
の
金
融
機
関
に
対
し
、

通
知
書
で
本
人
確
認
を
し
た
客
に
対
し

て
、
住
民
票
コ
ー
ド
な
ど
の
情
報
の
記
録

を
削
除
し
た
旨
を
連
絡
す
る
よ
う
に
指
示

し
た
よ
う
で
す
。

（
辻
村
）
い
く
ら
デ
ー
タ
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
を

高
度
に
し
て
も
、
何
と
言
う
こ
と
は
な
い
、

人
為
的
な
ミ
ス
や
コ
ー
ド
の
任
意
提
示
を
求

め
れ
ば
、
い
と
も
簡
単
に
漏
れ
て
し
ま
う
こ

と
を
立
証
し
た
ケ
ー
ス
で
す
ね
。

（
石
村
）
仰
せ
の
と
お
り
で
す
。
で
す
か

ら
、
い
っ
た
ん
住
民
票
コ
ー
ド
の
よ
う
な

マ
ス
タ
ー
キ
ー
を
つ
く
れ
ば
、
い
く
ら
デ

ー
タ
の
安
全
措
置
を
講
じ
て
も
、
漏
え

い
、
不
正
利
用
、
乱
用
は
防
げ
な
い
わ
け

で
す
。
巨
大
な
ゴ
ミ
捨
て
場
に
た
か
る
ハ

エ
の
大
群
に
、
ハ
エ
た
た
き
で
応
戦
す
る

よ
う
な
も
の
で
し
ょ
う
。

（
辻
村
）
や
は
り
、
住
民
票
コ
ー
ド
の
よ

う
な
マ
ス
タ
ー
キ
ー
は
絶
対
に
つ
く
ら
な

い
こ
と
が
、
最
高
の
デ
ー
タ
保
護
策
な
わ

け
で
す
ね
。

（
石
村
）
総
務
省
は
、
漏
え
い
対
策
コ
ス

ト
、
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
保
護
対
策
コ
ス
ト
な

ど
〝
外
部
コ
ス
ト
は
ほ
お
か
む
り
〟
で
、

住
基
ネ
ッ
ト
で
〝
行
政
効
率
が
あ
が
り
コ

ス
ト
削
減
に
つ
な
が
る
〟
と
い
っ
た
コ
ス

ト
試
算
を
や
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。
こ
れ

で
は
〝
外
部
不
経
済
〟
で
、
ま
っ
た
く
意

味
が
な
い
わ
け
で
す
。

■
住
基
カ
ー
ド
の
狙
い
は

「
内
国
人
登
録
証
カ
ー
ド
」
の
導
入

（
辻
村
）
来
る
八
月
か
ら
住
基
ネ
ッ
ト
の

第
二
弾
、
「
住
基
カ
ー
ド
」
の
交
付
が
は

じ
ま
り
ま
す
。
住
基
カ
ー
ド
は
、
Ｉ
Ｃ

（
集
積
回
路
）
仕
様
の
カ
ー
ド
で
、
新
聞

一
面
分
（
約
八
千
文
字
）
の
情
報
が
詰
め

ら
れ
る
カ
ー
ド
で
す
。
身
分
証
明
書
に
も

な
る
と
の
触
れ
込
み
で
す
。
希
望
者
に
だ

け
発
行
す
る
と
い
っ
て
は
い
ま
す
が
、
そ

の
う
ち
、
住
基
カ
ー
ド
を
持
た
な
い
の
は

〝
非
国
民
〟
と
か
言
わ
れ
る
こ
と
は
な
い

の
か
、
心
配
に
な
り
ま
す
。

（
石
村
）
住
基
ネ
ッ
ト
に
つ
い
て
、
と
か

く
、
11
桁
の
背
番
号
コ
ー
ド
（
住
民
票
コ

ー
ド
）
が
注
目
さ
れ
が
ち
で
す
。
し
か

し
、
住
基
ネ
ッ
ト
は
、
「
コ
ー
ド
と
カ
ー

ド
で
全
国
民
の
人
格
権
を
管
理
す
る
仕
組

み
」
で
す
。
ど
ち
ら
が
欠
け
て
も
、
う
ま

く
機
能
し
な
い
わ
け
で
す
。

（
辻
村
）
も
う
少
し
噛
み
砕
い
て
お
話
く

だ
さ
い
。

（
石
村
）
つ
ま
り
、
本
人
確
認
は
、
一
人
ひ

と
り
に
付
け
ら
れ
た
背
番
号
コ
ー
ド
と
身
分

証
明
カ
ー
ド
（
内
国
人
登
録
証
カ
ー
ド
）
を

つ
か
っ
て
や
る
仕
組
み
で
す
。
で
す
か
ら
、

住
基
カ
ー
ド
を
持
た
な
い
市
民
の
本
人
確
認

は
、
手
動
で
や
ら
ざ
る
を
得
な
い
仕
組
み
に

な
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。
つ
ま
り
、
コ
ン
ピ

ュ
ー
タ
が
カ
ー
ド
内
容
を
読
ん
で
、
本
人
で

あ
る
こ
と
を
確
認
し
て
求
め
ら
れ
た
行
政
サ

ー
ビ
ス
な
ど
の
提
供
に
つ
な
げ
る
シ
ス
テ
ム

に
な
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。

（
辻
村
）
し
か
し
、
カ
ー
ド
の
取
得
は
各

人
の
任
意
で
す
よ
ね
。

（
石
村
）
総
務
省
の
役
人
は
、
全
員
に
カ

ー
ド
取
得
を
義
務
付
け
た
い
と
こ
ろ
で
し

ょ
う
。
そ
う
す
る
と
、
カ
ー
ド
を
持
っ
て

な
い
ヒ
ト
は
、
国
民
で
は
な
い
、
外
国
人

か
テ
ロ
リ
ス
ト
等
々
、
と
い
っ
た
差
別
化

が
で
き
ま
す
か
ら
。

（
辻
村
）
つ
ま
り
、
全
員
に
身
分
証
明
（
Ｉ

Ｄ
）
カ
ー
ド
を
持
た
せ
、
国
内
を
移
動
す
る

と
き
に
も
常
時
携
行
を
強
制
す
る
「
国
内
版

パ
ス
ポ
ー
ト
（
内
国
人
登
録
証
カ
ー
ド
）
」

の
導
入
を
考
え
て
い
る
わ
け
で
す
か
。

（
石
村
）
そ
う
エ
ス
カ
レ
ー
ト
し
て
行
く
は

ず
で
す
。
現
実
に
は
、
テ
ロ
リ
ス
ト
な
ど
も

偽
造
カ
ー
ド
で
入
国
し
て
く
る
の
で
し
ょ
う

か
ら
、
か
え
っ
て
危
険
な
の
で
す
が
。

（
辻
村
）
と
い
う
こ
と
は
、
住
基
カ
ー
ド

は
、
有
事
目
的
で
の
利
用
が
最
大
の
目
標

か
も
し
れ
ま
せ
ん
ね
。

■
使
え
ば
ポ
イ
ン
ト
が
も
ら
え
る
、

楽
し
い
住
基
カ
ー
ド
の
ワ
ナ

（
石
村
）
今
の
と
こ
ろ
、
住
基
カ
ー
ド
は
希

望
者
だ
け
に
発
行
す
る
と
し
て
い
ま
す
。
し

か
し
、
よ
く
考
え
て
く
だ
さ
い
。
八
千
文
字

も
入
る
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
で
す
。
自
治
体
が
条
例

で
決
め
れ
ば
、
い
か
な
る
個
人
情
報
も
入
力

で
き
る
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。
行
政
サ
ー

ビ
ス
や
医
療
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
る
度
に
、
そ

の
情
報
が
カ
ー
ド
に
蓄
積
さ
れ
て
い
く
と
し

た
ら
、
そ
ん
な
カ
ー
ド
を
常
時
持
ち
歩
き
た

く
な
る
で
し
ょ
う
か
。

（
辻
村
）
し
か
し
、
全
員
が
住
基
カ
ー
ド

を
取
得
し
な
い
と
、
自
治
体
は
、
行
政
サ

ー
ビ
ス
の
提
供
に
つ
い
て
、
カ
ー
ド
使
用

対
応
と
カ
ー
ド
不
使
用
対
応
の
二
つ
を
用

意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
り
ま
す
ね
。

（
石
村
）
そ
の
と
お
り
で
す
。
で
す
か

ら
、
総
務
省
は
、
配
下
の
財
地
方
自
治

情
報
セ
ン
タ
ー
（
住
基
ネ
ッ
ト
の
全
国
セ
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ン
タ
ー
を
運
営
し
て
い
る
御
用
達
機
関
）

を
通
じ
て
、
札
幌
市
な
ど
で
、
ビ
ッ
ク
カ

メ
ラ
や
Ｎ
Ｔ
Ｔ
デ
ー
タ
な
ど
二
百
程
度
の

民
間
企
業
と
組
ん
で
官
民
共
通
Ｉ
Ｃ
カ
ー

ド
の
パ
イ
ロ
ッ
ト
プ
ラ
ン
を
始
め
よ
う
と

し
て
い
る
わ
け
で
す
。

こ
の
プ
ラ
ン
で
は
、
住
基
カ
ー
ド
に
ク

レ
ジ
ッ
ト
機
能
を
も
た
せ
、
し
か
も
カ
ー

ド
を
使
う
と
ポ
イ
ン
ト
が
も
ら
え
る
特
典

も
あ
る
と
い
う
も
の
で
す
。
「
使
え
ば
ポ

イ
ン
ト
が
も
ら
え
る
、
楽
し
い
住
基
カ
ー

ド
」
と
い
う
わ
け
で
す
。

（
辻
村
）
恐
ろ
し
い
住
基
カ
ー
ド
を
、
楽
し

く
普
及
さ
せ
る
の
が
狙
い
で
す
ね
（
笑
）
。

（
石
村
）
ま
あ
、
そ
う
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
。

（
辻
村
）
こ
の
パ
イ
ロ
ッ
ト
プ
ラ
ン
は
、

う
ま
く
い
く
の
で
し
ょ
う
か
。

（
石
村
）
ま
っ
た
く
未
知
数
で
す
。
か
つ

て
、
旧
自
治
省
（
現
総
務
省
自
治
行
政
課
）

な
ど
の
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
計
画
に
参
加
し
た
自
治

体
の
な
か
に
は
、
温
泉
利
用
券
付
き
で
カ
ー

ド
を
持
つ
よ
う
に
奨
励
し
た
と
こ
ろ
も
あ
り

ま
し
た
。
し
か
し
、
か
つ
て
自
治
体
ベ
ー
ス

で
実
験
し
た
各
地
の
地
域
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
計
画

は
こ
と
ご
と
く
失
敗
し
ま
し
た
。

（
辻
村
）
島
根
県
の
出
雲
市
で
は
、
当
時
同

市
の
市
長
で
あ
っ
た
岩
国
哲
人
衆
議
院
議
員

（
民
主
党
）
が
、
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
計
画
を
実
施

し
ま
し
た
ね
。
莫
大
な
公
金
を
投
入
し
た
あ

げ
く
、
利
用
効
率
の
悪
さ
に
加
え
、
カ
ネ
く

い
虫
で
、
こ
と
ご
と
く
失
敗
し
ま
し
た
ね
。

（
石
村
）
よ
く
知
ら
れ
た
最
悪
の
ケ
ー
ス
で

す
。
後
任
の
市
長
は
、
カ
ー
ド
行
政
を
収
れ

ん
さ
せ
る
道
を
選
び
ま
し
た
。
岩
国
さ
ん
に

は
ム
ダ
に
使
っ
た
公
金
を
出
雲
市
に
返
還
す

る
政
治
責
任
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。

（
辻
村
）
こ
の
点
、
札
幌
市
の
ケ
ー
ス
は

ど
う
な
の
で
し
ょ
う
か
。

（
石
村
）
す
で
に
触
れ
た
よ
う
に
、
こ
の

た
び
当
選
し
た
上
田
文
雄
・
新
札
幌
市
長

は
、
六
月
十
日
に
、
住
基
ネ
ッ
ト
の
運
用

に
つ
い
て
、
「
住
民
選
択
制
」
を
導
入
す

る
旨
を
明
ら
か
に
し
て
い
ま
す
。
当
然
、

官
民
共
通
カ
ー
ド
プ
ラ
ン
も
や
め
る
方
向

に
政
策
転
換
す
る
も
の
と
思
い
ま
す
。

■
電
子
政
府
構
想
で

経
費
節
減
で
き
る
、
の
カ
ラ
ク
リ

（
辻
村
）
実
は
、
税
理
士
界
も
、
コ
ー
ド

と
カ
ー
ド
を
使
っ
た
電
子
監
視
政
府
構

想
、
い
や
電
子
政
府
（

）
構
想
に

巻
き
込
ま
れ
て
い
ま
す
。

（
石
村
）
電
子
納
税
申
告
の
導
入
問
題
で

す
ね
。

（
辻
村
）
そ
う
で
す
。
税
理
士
の
認
証

（
本
人
確
認
）
と
か
、
納
税
者
の
認
証

に
、
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
を
使
う
と
い
う
電
子
申

告
制
度
の
導
入
で
す
。

（
石
村
）
国
税
庁
は
、
当
初
、
①
専
用
線
を

使
っ
た
電
子
申
告
と
、
②
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト

（
電
脳
）
申
告
と
の
双
方
を
考
え
て
い
ま
し

た
ね
。
と
こ
ろ
が
、
政
府
が
、
住
基
ネ
ッ
ト

を
媒
介
と
し
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
使
っ
た

電
子
政
府
（

）
構
想
を
立
ち
上
げ
る

や
い
な
や
、
②
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
申
告
の
方

を
導
入
す
る
決
定
を
し
ま
し
た
ね
。

（
辻
村
）
た
だ
、
①
専
用
線
を
使
っ
た
電
子

申
告
は
、
非
常
に
簡
素
で
す
。
と
く
に
、
代

理
人
申
告
の
エ
ー
ジ
ェ
ン
ト
で
あ
る
税
理
士

に
と
っ
て
は
、
や
さ
し
い
申
告
方
式
で
す
。

（
石
村
）
こ
れ
に
対
し
、
②
イ
ン
タ
ー
ネ

ッ
ト
申
告
の
方
は
、
税
理
士
に
頼
ま
ず
に

納
税
者
が
自
分
で
確
定
申
告
を
す
る
（
本

人
申
告
の
）
場
合
に
は
、
便
利
な
面
も
あ

る
と
思
い
ま
す
。
し
か
し
、
税
理
士
が
納

税
者
本
人
に
代
わ
り
確
定
申
告
を
す
る

（
代
理
人
申
告
の
）
場
合
に
は
、
と
て
も

使
い
づ
ら
い
で
す
ね
。

（
辻
村
）
そ
の
と
お
り
で
す
。
②
イ
ン
タ

ー
ネ
ッ
ト
申
告
で
は
、
納
税
者
の
代
理
人

で
あ
る
税
理
士
の
認
証
に
加
え
、
納
税
者

本
人
の
認
証
に
つ
い
て
も
、
イ
ン
タ
ー
ネ

ッ
ト
を
使
っ
て
や
る
こ
と
な
り
ま
す
。
し

か
し
、
こ
れ
は
、
大
変
複
雑
な
作
業
で

す
。
で
す
か
ら
、
こ
の
ま
ま
で
は
紙
、
つ

ま
り
文
書
申
告
の
方
が
格
段
に
楽
と
い
う

こ
と
に
な
り
か
ね
な
い
わ
け
で
す
。

（
石
村
）
よ
く
分
か
り
ま
す
。
総
務
省
と
か

は
、
い
く
つ
か
の
本
人
申
告
や
本
人
申
請
の

ケ
ー
ス
を
あ
げ
て
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
申

請
・
申
告
は
自
宅
か
ら
も
可
能
な
ど
と
、
ア

ホ
ら
し
い
こ
と
を
言
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。

代
理
人
申
告
で
、
税
務
申
告
の
よ
う
に
、
そ

し
て
、
と
り
わ
け
多
様
な
添
付
書
類
の
提
出

が
必
要
な
ケ
ー
ス
で
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト

申
告
は
な
じ
み
ま
せ
ん
。

ケ
ー
ス
に
よ
っ
て
は
、
①
専
用
線
を
使

っ
た
電
子
申
告
ど
こ
ろ
か
、
文
書
申
告
の

方
が
格
段
に
容
易
で
す
。
こ
う
し
た
ケ
ー

ス
に
②
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
申
告
を
使
う
こ

と
は
、
テ
マ
ヒ
マ
だ
け
で
な
く
、
カ
ネ
ま

で
ふ
ん
だ
ん
に
か
か
る
だ
け
で
す
。

（
辻
村
）
し
か
し
、
税
理
士
に
と
っ
て

は
、
ク
ラ
イ
ア
ン
ト
の
う
ち
の
一
人
で
も

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
申
告
を
望
ん
で
く
れ

ば
、
設
備
投
資
は
し
な
い
と
い
け
な
く
な

る
わ
け
で
す
ね
。

（
石
村
）
そ
こ
が
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
使

っ
た
電
子
政
府
構
想
に
群
が
る
ハ
イ
エ
ナ
の

よ
う
な
Ｉ
Ｔ
企
業
の
〝
利
権
〟
に
つ
な
が
る

わ
け
で
す
。
税
理
士
会
も
、
政
官
業
の
仕
組

ん
だ
護
送
船
団
路
線
に
乗
せ
ら
れ
て
、
負
け

る
戦
争
に
加
担
し
て
い
る
わ
け
で
す
ね
。
各

単
位
税
理
士
会
は
、
〝
敗
戦
処
理
〟
再
生
プ

ラ
ン
の
準
備
に
か
か
っ
た
方
が
い
い
の
か
も

し
れ
ま
せ
ん
。
も
っ
と
も
、
失
敗
し
て
も
誰

も
責
任
を
と
ら
な
い
伝
統
の
国
で
す
か
ら
、

心
配
が
な
い
か
も
知
れ
ま
せ
ん
が
（
笑
）
。

（
辻
村
）
と
も
か
く
、
中
央
官
庁
の
無

謀
・
無
策
さ
、
一
方
、
そ
れ
に
盲
従
す
る

自
治
体
や
専
門
職
業
界
の
無
力
振
り
を
感

じ
る
構
図
の
な
か
に
、
〝
効
率
的
な
電
子

政
府
〟
と
は
程
遠
い
現
実
を
ま
ざ
ま
ざ
と

見
せ
付
け
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。
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一
方
的
に
国
民
サ
イ
ド
に
、
〝
テ
マ
ヒ

マ
、
そ
し
て
カ
ネ
の
負
担
が
し
わ
寄
せ
さ

れ
る
だ
け
の
構
想
〟
な
わ
け
で
す
。

（
石
村
）
分
か
っ
て
き
ま
し
た
か
。
と
も
か

く
、
こ
の
構
想
で
は
、
中
央
の
役
人
と
御
用

学
者
、
そ
し
て
Ｉ
Ｔ
利
権
に
群
が
る
業
界

が
、
そ
れ
こ
そ
三
位
一
体
と
な
っ
て
、
国
民

の
人
格
権
を
食
い
物
に
し
よ
う
と
し
て
い
る

だ
け
で
な
く
、
一
方
的
に
国
民
に
負
担
を
強

い
て
い
る
わ
け
で
す
。
〝
国
民
の
負
担
で
行

政
経
費
の
節
減
〟
の
カ
ラ
ク
リ
に
、
も
っ
と

批
判
的
に
な
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

税
理
士
会
が
唱
え
る
〝
国
民
・
納
税
者

の
目
線
で
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
〟
と
い

っ
た
趣
旨
の
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
は
立
派
で

す
。
と
こ
ろ
が
、
電
子
申
告
制
度
一
つ
と

っ
て
み
て
も
〝
役
所
・
課
税
庁
の
目
線
〟

で
動
い
て
お
り
、
そ
の
言
動
と
行
動
と
の

乖
離
が
大
き
す
ぎ
ま
す
。
本
当
に
、
税
理

士
会
の
幹
部
は
、
税
理
士
や
納
税
者
の
目

線
で
仕
事
を
し
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
？

（
辻
村
）
分
か
り
ま
す
。
ま
た
、
平
均
年

齢
で
六
十
歳
代
が
四
〇
％
を
超
え
る
税
理

士
界
の
現
状
を
真
剣
に
考
え
る
必
要
も
あ

り
ま
す
ね
。

■
超
高
齢
社
会
で
は
、

電
子
政
府
が
寝
た
き
り
？

（
石
村
）
こ
の
点
は
、
政
府
の
コ
ー
ド
と

カ
ー
ド
を
使
っ
た
他
の
電
子
申
請
手
続
も

同
じ
で
す
。
超
高
齢
社
会
は
間
近
に
迫
っ

て
い
ま
す
。
中
央
の
役
人
は
、
老
い
も
若

き
も
、
コ
ー
ド
リ
ー
ダ
ー
を
買
っ
て
来

て
、
自
宅
の
パ
ソ
コ
ン
に
接
続
し
、
住
基

カ
ー
ド
を
差
し
込
ん
で
、
電
子
申
請
を
す

れ
ば
い
い
、
の
感
覚
で
す
。

（
辻
村
）
高
齢
者
に
介
護
保
険
な
ど
の
電

子
申
請
は
多
難
で
し
ょ
う
。
〝
ユ
ー
ザ
ー

ズ
・
フ
レ
ン
ド
リ
ー
〟
の
思
考
が
ゼ
ロ
の

状
態
で
す
ね
。

（
石
村
）
こ
の
場
合
、
本
人
申
請
が
で
き

な
い
と
な
る
と
、
お
金
を
払
っ
て
行
政
書

士
な
ど
電
子
送
達
が
で
き
る
代
理
人
に
頼

め
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
か
。

（
辻
村
）
し
か
し
、
こ
れ
で
は
、
市
民
の
負

担
が
増
す
だ
け
で
す
ね
。
ま
た
、
住
基
コ
ー

ド
な
ど
の
本
人
確
認
情
報
が
民
間
に
垂
れ
流

し
に
な
る
こ
と
が
危
惧
さ
れ
ま
す
ね
。

（
石
村
）
と
な
る
と
、
役
所
に
出
向
い
て
、

職
員
に
や
っ
て
も
ら
う
こ
と
に
な
る
で
し
ょ

う
。
で
す
か
ら
、
超
高
齢
社
会
で
は
、
役

人
・
御
用
学
者
・
Ｉ
Ｔ
利
権
業
界
が
三
位
一

体
で
空
騒
ぎ
し
て
作
り
上
げ
た
電
子
政
府

が
、
〝
寝
た
き
り
に
な
る
〟
の
は
目
に
見
え

て
い
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

（
辻
村
）
そ
れ
で
も
い
い
わ
け
で
し
ょ

う
。
官
製
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
の
普
及
は
、
一
種

の
公
共
事
業
で
、
Ｉ
Ｔ
業
界
に
は
大
き
な

利
権
で
し
ょ
う
か
ら
。
と
も
か
く
、
Ｉ
Ｃ

カ
ー
ド
を
使
っ
た
本
人
に
よ
る
電
子
申
請

は
、
必
要
以
上
に
テ
マ
ヒ
マ
そ
れ
に
カ
ネ

が
か
か
り
ま
す
か
ら
、
容
易
に
使
え
な
い

代
物
で
す
。
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
の
よ
う
に
、

頓
挫
す
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

（
石
村
）
で
す
か
ら
、
す
で
に
触
れ
た
よ
う

に
、
官
製
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
で
あ
る
住
基
カ
ー
ド

は
、
国
民
登
録
証
カ
ー
ド
と
し
て
使
わ
せ
る

と
か
、
別
な
用
途
が
主
眼
だ
と
思
い
ま
す
。

■
住
基
ネ
ッ
ト
の

ア
キ
レ
ス
腱
は
「
住
基
カ
ー
ド
」

（
辻
村
）
Ｉ
Ｃ
仕
様
の
住
基
カ
ー
ド
は
、

「
国
内
版
パ
ス
ポ
ー
ト
」
な
い
し
は
「
内

国
人
登
録
証
カ
ー
ド
」
と
し
て
常
時
持
ち

歩
き
が
強
制
さ
れ
る
方
向
に
進
む
恐
れ
が

あ
る
だ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
ね
。

約
八
千
文
字
入
力
で
き
ま
す
か
ら
、
本
人

の
医
療
情
報
な
ど
セ
ン
シ
テ
ィ
ブ
情
報
が
広

く
公
有
化
さ
れ
る
こ
と
に
も
つ
な
が
り
ま
す

ね
。
図
書
館
サ
ー
ビ
ス
な
ど
に
使
わ
れ
る

と
、
借
り
出
し
た
本
な
ど
の
登
録
情
報
と
本

人
情
報
の
照
合
が
き
わ
め
て
容
易
に
な
り
ま

す
ね
。
デ
ー
タ
の
使
わ
れ
方
や
照
合
の
や
り

方
に
よ
っ
て
は
、
思
想
・
信
条
の
自
由
を
損

な
う
恐
れ
が
出
て
き
ま
す
。

（
石
村
）
官
製
の
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
は
、
欧
米
で

も
、
そ
の
導
入
に
つ
い
て
は
、
極
め
て
慎
重

で
す
。
そ
れ
を
、
わ
が
国
で
は
、
電
子
政
府

（

）
構
想
と
か
「
行
政
サ
ー
ビ
ス
・

カ
ー
ド
」
と
か
、
響
き
の
悪
く
な
い
ネ
ー
ミ

ン
グ
を
使
っ
て
導
入
を
決
め
て
し
ま
っ
た
わ

け
で
す
。
こ
の
た
め
、
官
製
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
の

持
つ
〝
負
の
側
面
〟
に
つ
い
て
は
、
封
印
さ

れ
た
嫌
い
が
あ
り
ま
す
。

で
す
か
ら
、
そ
の
う
ち
〝
負
の
側
面
〟

を
目
の
当
た
り
に
す
る
こ
と
に
な
る
か
も

し
れ
ま
せ
ん
。
警
察
官
が
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
読

取
機
を
ぶ
ら
下
げ
て
街
頭
を
闊
歩
し
た

り
、
カ
ー
ド
に
詰
っ
た
個
人
情
報
で
若
者

の
自
動
徴
兵
検
査
を
実
施
す
る
事
態
に
遭

遇
す
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

（
辻
村
）
ま
さ
に
、
コ
ー
ド
と
カ
ー
ド
を

使
っ
た
〝
デ
ー
タ
収
容
所
列
島
〟
の
誕
生

で
す
ね
。

（
石
村
）
今
、
〝
脱
住
基
ネ
ッ
ト
の
視
点
〟

に
た
っ
て
、
コ
ー
ド
や
カ
ー
ド
を
ツ
ー
ル

（
道
具
）
と
し
た
住
基
ネ
ッ
ト
の
〝
暗
い
部

分
〟
を
、
暗
視
カ
メ
ラ
で
探
る
作
業
が
求
め

ら
れ
て
い
ま
す
。

（
辻
村
）
中
央
の
役
人
は
狡
猾
で
す
か
ら

ね
。
Ｉ
Ｔ
業
界
な
ど
と
組
ん
で
国
民
に
巧
妙

な
ワ
ナ
を
仕
掛
け
て
来
る
可
能
性
が
あ
り
ま

す
ね
。
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
が
普
及
し
な
い
と
、
Ｉ

Ｔ
利
権
に
群
が
る
ハ
イ
エ
ナ
企
業
や
役
人
が

練
っ
た
〝
電
子
監
視
政
府
構
想
〟
は
破
綻
す

る
わ
け
で
す
か
ら
。

（
石
村
）
で
す
か
ら
、
ま
さ
に
、
Ｉ
Ｃ
カ

ー
ド
は
住
基
ネ
ッ
ト
の
〝
ア
キ
レ
ス
腱
〟

な
わ
け
で
す
。

（
辻
村
）
石
村
代
表
、
本
日
は
、
今
後
の

展
開
を
含
め
、
貴
重
な
意
見
、
見
通
し
を

市
民
の
目
線
で
お
話
く
だ
さ
り
、
あ
り
が

と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。



CNNニューズ No.34
© 2003 PIJ 2003.07.30

(8)

P
I
J
第

８

回

定

期

総

会

報

告

第
８
回
定
期
総
会
報
告

プ
ラ
イ
バ
シ
ー
・
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ

ナ
ル
・
ジ
ャ
パ
ン
（
P
I
J
）

P
I
J
の
第
８
回
定
期
総
会
が
、
さ
る
二
〇

〇
三
年
五
月
二
十
四
日
（
土
）
、

東
京
・
池

袋
の
豊
島
勤
労
福
祉
会
館
に
お
い
て
開
催
さ

れ
た
。

第
一
部
　
定
期
総
会

一
、
開
会
宣
言
　
司
会
者

一
、
代
表
あ
い
さ
つ

一
、
議
長
選
任

一
、
議
　
　
事

第
一
号
議
案
　
二
〇
〇
二
年
度

活
動
報
告
承
認
の
件

第
二
号
議
案
　
二
〇
〇
二
年
度

収
支
報
告
書
並
び
に
財
産

目
録
承
認
の
件

第
三
号
議
案
　
二
〇
〇
三
年
度

活
動
計
画
承
認
の
件

第
四
号
議
案
　
二
〇
〇
三
年
度

収
支
予
算
案
承
認
の
件

一
、
報
　
　
告

役
員
に
関
す
る
報
告

（
今
回
は
改
選
な
し
）

一
、
閉
会
宣
言
　
司
会
者

第
二
部

報
告
と
座
談
会

住
基
ネ
ッ
ト
本
格
稼
働
を
前
に
し
た
、

反
対
活
動
等
の
状
況

個
人
情
報
保
護
法
案
の
問
題
点
、

そ
の
他

年 月 日 活 動 報 告 内 容 場 所 ･ 主 催 ･ 発 行 人 等 参 加 担 当

02.04.09 日本経済新聞「税制改正」取材 日本経済新聞 石村代表

02.04.20 ＣＮＮニューズ　２９号　発行 PIJ編集部

02.04.23 PIJ事務局会議・ＣＮＮニューズの発送 PIJ事務局 PIJ役員

02.04.27 日弁連・北欧の背番号制視察者へのレクチャー 日本弁護士連合会 石村代表

02.05.11 法学セミナー編集部「背番号制」インタビュー 法学セミナー 石村代表

02.05.18 PIJ第７回定期総会 サンシャィンシティ

02.05.29 背番号問題意見交換 国会議員会館
石 村 代 表
河村相談役

02.06.05 税制改革国際シンポジウム 東京・イイノホール 石村代表

02.06.07 税制改革国際シンポジウム 大阪・国際交流ｾﾝﾀｰ 石村代表

02.06.13 ＮＰＯ税制レクチャー 東京財団 石村代表

02.06.21 住基ネット運動打ち合わせ 国会議員会館
石 村 代 表
河村相談役

02.06.26 PIJ運営委員会 PIJ事務局 PIJ役員

02.07.10 PIJ事務局会議・ＣＮＮニューズの発送 PIJ事務局 PIJ役員

02.07.05 講演「電子申告と税理士業務」 東京税理士会 石村代表

02.07.14 朝日新聞オピニオン「住基ネット批判」掲載 朝日新聞 石村代表

02.07.20 ＣＮＮニューズ　３０号　発行 PIJ編集部

02.07.27 ＢＳジャパン・ネクスト経済研「住基ネット批判」出演 ＢＳジャパン 石村代表

02.07.28 毎日新聞２１世紀の視点「住基ネット批判」掲載 毎日新聞 石村代表

02.07.29 フジテレビ（特ダネ）「住基ネット批判」出演 フジテレビ 石村代表

02.07.30 週刊ポスト・恩田記者「住基ネット」取材 週刊ポスト 石村代表

02.07.30 サンケイ新聞・黒澤記者「住基ネット」取材 サンケイ新聞 石村代表

02.08.02 日本テレビ・ズームイン・スーパー　「住基ネット」出演 日本テレビ 石村代表

02.08.03 講演「番号化社会の光と影」 岐阜・金融セミナー 石村代表

02.08.15 北海道テレビ「寒気のする背番号社会」 札幌・北海道テレビ 石村代表
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年 月 日 活 動 報 告 内 容 場 所 ･ 主 催 ･ 発 行 人 等 参 加 担 当

02.09.10 PIJ運営委員会 PIJ事務局 PIJ役員

02.09.11 全員確定申告インフラ整備法制打ち合わせ 国会議員会館
石 村 代 表
河村相談役

02.09.13 講演「電子申告と専門職制度」 大阪 石村代表

02.09.20 ＣＮＮニューズ　３１号　発行 PIJ編集部

02.09.20 PIJ事務局会議・ＣＮＮニューズの発送 PIJ事務局 PIJ役員

02.10.02 講演「電子申告と税理士業務」 千葉税理士会 石村代表

02.10.03 講演「非営利法人制度整備の動向」 新宗連 石村代表

02.10.04 講演「公益法人税制改革の動向」 公益法人協会 石村代表

02.10.17 シンポ「公益法人制度改革」意見陳述（公法協主催） 東京・銀行倶楽部 石村代表

02.10.18 議員法制局・全員確定申告インフラ整備三法の協議 国会議員会館
石 村 代 表
河村相談役

02.10.24 講演「電子申告とインフラ整備」 名古屋税理士会 石村代表

02.10.29 議員法制局・全員確定申告インフラ整備三法の協議 国会議員会館
石 村 代 表
河村相談役

02.11.25 シンポ「公益法人制度改革」パネラー参加 東京・経団連会館 石村代表

02.11.26 シンポ「宗教と税制」講演 明治記念館 石村代表

02.11.30 基調講演「住基ネット批判」 日本法政学会主催 石村代表

02.12.12 講演「電子申告とインフラ整備」 名古屋税理士会岐阜北支部 石村代表

02.12.18 PIJ事務局会議・ＣＮＮニューズの発送 PIJ事務局 PIJ役員

02.12.20 ＣＮＮニューズ　３２号　発行 PIJ編集部

02.12.23 講演「住基ネット批判」 住基ﾈｯﾄに反対する会 石村代表

02.12.23 雑誌ポパイ「住基ネット批判」１２．２３号意見表明 ポパイ 石村代表

03.01.09 講演「住基ネット批判」 住基ネットを止めさせる 流山市民の会主催 石村代表

03.01.13 講演「公益法人制度改革と税制」　　　　　　　　　　　 宗教法人問題連絡会 石村代表

03.02.24 議員法制局・全員確定申告インフラ整備三法の協議 国会議員会館 石 村 代 表
河村相談役

03.02.28 北海道住基ネット反対集会参加・講演 札幌・市民集会 石村代表

03.02.29 シンポ「公益法人制度改革とＮＰＯ法人」参加 東京・主婦会館 石村代表

03.03.10 議員法制局・個人情報保護議員立法の協議 国会議員会館
石 村 代 表
河村相談役

03.03.19 議員法制局・個人情報保護議員立法の協議 国会議員会館
石 村 代 表
河村相談役

03.03.23 シンポ「浜松住基法反対フォーラム」参加・講演 浜松 石村代表
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「
国
民
監
視｣

的
な
色
彩
の
濃
い
個
人
情
報
保
護
関
連
５
法
が
成
立

◆
《
石
村
耕
治
P
I
J
代
表
に
聞
く
》
◆
　

「
国
民
監
視
」
的
な
色
彩
の
濃
い

個
人
情
報
保
護
関
連
五
法
が
成
立

〝
官
〟
に
よ
る
規
制
を
全
面
に
打
ち
出
し
た
個
人
情
報
〝
反
故
〟
法
制

《
話
し
手
》

P
I
J
代
表
・
白
鴎
大
学
教
授

石
村
耕
治

《
聞
き
手
》

衆
議
院
議
員
河
村
た
か
し
政
策
担
当
秘
書

北
角
嘉
幸

個
人
情
報
保
護
関
連
五
法
は
、
去
る

（
二
〇
〇
三
年
）
五
月
二
十
三
日

に
、
成
立
し
た
。
行
政
機
関
を
監

視
す
る
仕
組
み
が
甘
い
一
方
、
メ
デ
ィ
ア
規

制
の
色
彩
が
強
い
な
ど
、
各
界
か
ら
強
い
批

判
が
続
出
す
る
な
か
で
の
船
出
と
な
っ
た
。

日
弁
連
は
、
法
律
が
成
立
し
た
二
十
三
日

に
、
い
ち
早
く
声
明
を
発
表
、
「
言
論
の
自

由
や
自
由
な
経
済
活
動
を
妨
げ
る
恐
れ
が
あ

る
」
な
ど
と
し
、
三
年
後
の
全
面
的
な
見
直

し
を
求
め
た
。
住
民
基
本
台
帳
ネ
ッ
ﾄ
ワ
ー

ク
（
住
基
ネ
ッ
ト
）
に
接
続
し
て
い
な
い
六

市
区
町
は
、
依
然
と
し
て
個
人
情
報
保
護
体

制
は
不
十
分
と
し
、
ネ
ッ
ﾄ
に
つ
な
が
な
い

あ
る
い
は
慎
重
に
対
応
す
る
姿
勢
を
示
し
て

い
る
。

今
回
成
立
し
た
個
人
情
報
保
護
五
法
の
問

題
点
に
つ
い
て
、
石
村
耕
治
（
P
I
J
代

表
・
白
鴎
大
学
教
授
）
に
、
北
角
嘉
幸
（
衆

議
院
議
員
河
村
た
か
し
政
策
担
当
秘
書
）
が

聞
い
た
。

■
個
人
情
報
保
護
五
法
と
は
何
か

（
北
角
）
各
界
か
ら
批
判
の
強
か
っ
た
個

人
情
報
保
護
五
法
は
、
五
月
二
十
三
日
に

成
立
し
ま
し
た
。
今
回
成
立
し
た
個
人
情

報
保
護
関
連
五
法
を
図
で
示
す
と
次
頁
の

〔
図
表
１
〕
の
よ
う
に
な
り
ま
す
ね
。

個
人
情
報
保
護
法
と
名
が
付
く
法
律
が

い
く
つ
も
あ
り
ま
す
。
少
々
や
や
こ
し
い

気
が
し
ま
す
の
で
、
石
村
先
生
、
整
理
し

て
説
明
し
て
く
だ
さ
い
。

（
石
村
）
ま
ず
、
北
角
嘉
幸
（
き
た
ず
み

よ
し
ゆ
き
）
さ
ん
を
紹
介
し
ま
す
。
北
角

さ
ん
は
、
現
在
、
河
村
た
か
し
衆
議
院
議

員
の
も
と
で
政
策
担
当
秘
書
を
さ
れ
て
い

ま
す
。
も
と
も
と
、
早
稲
田
大
学
の
法
学

部
出
身
と
の
こ
と
で
す
の
で
、
法
律
に
は

詳
し
い
方
で
す
。
そ
れ
で
は
、
私
か
ら
説

明
し
て
欲
し
い
と
の
こ
と
で
す
の
で
、
始

め
ま
す
。

（
北
角
）
最
初
に
、
若
干
、
事
の
経
緯
に

も
触
れ
て
く
だ
さ
い
。

（
石
村
）
了
解
し
ま
し
た
。
わ
が
国
に
は
、

一
九
八
八
年
に
つ
く
ら
れ
た
「
行
政
機
関
の

保
有
す
る
電
子
計
算
機
処
理
に
係
る
個
人
情

報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
」
が
あ
り
ま
し

た
。
こ
の
法
律
は
、
そ
の
名
か
ら
も
分
か
る

よ
う
に
、
国
の
行
政
機
関
、
つ
ま
り
公
的
部

門
に
だ
け
提
供
が
あ
る
法
律
で
し
た
。
し
か

も
、
電
算
機
処
理
、
つ
ま
り
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ

（
電
磁
）
処
理
さ
れ
た
個
人
情
報
だ
け
を
保

護
す
る
法
律
で
し
た
。

言
い
換
え
る
と
、
私
企
業
や
私
立
の
学

校
・
病
院
な
ど
民
間
機
関
が
取
扱
う
個
人

情
報
、
さ
ら
に
は
、
行
政
機
関
が
取
扱
う

個
人
情
報
で
も
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
処
理
さ
れ

て
い
な
い
手
書
き
（
マ
ニ
ュ
ア
ル
）
の
個

人
情
報
を
保
護
す
る
法
律
は
な
か
っ
た
わ

け
で
す
。

（
北
角
）
今
回
、
個
人
情
報
関
連
五
法
が

成
立
し
た
こ
と
で
、
公
的
部
門
・
民
間
部

門
双
方
が
取
扱
う
個
人
情
報
、
さ
ら
に
は

コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
処
理
・
手
書
き
処
理
さ
れ

た
個
人
情
報
が
、
ト
ー
タ
ル
に
保
護
さ
れ

る
こ
と
に
な
っ
た
わ
け
で
す
ね
。

（
石
村
）
ト
ー
タ
ル
に
保
護
さ
れ
る
こ
と

に
な
っ
た
と
い
う
よ
り
も
、
そ
う
し
た
保

護
が
で
き
る
構
図
が
で
き
あ
が
っ
た
と
言

っ
た
方
が
正
し
い
で
し
ょ
う
。

（
北
角
）
と
い
い
い
ま
す
と
？

（
石
村
）
第
一
の
「
個
人
情
報
保
護
法
」

は
、
〝
基
本
法
〟
あ
る
い
は
〝
個
人
情
報

保
護
法
制
を
束
ね
る
母
法
〟
と
言
わ
れ
る

こ
と
か
ら
も
分
か
る
よ
う
に
、
民
間
機
関

は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
行
政
機
関
な
ど
に

も
適
用
に
な
る
建
前
に
な
っ
て
い
ま
す
。

こ
れ
は
、
基
本
法
一
条
〔
目
的
〕
を
読
め

ば
分
か
り
ま
す
。

個
人
情
報
保
護
法

基
本
法

一
条

目
的

こ
の
法
律
は
、
高
度
情
報
通
信
社
会
の



進
展
に
伴
い
個
人
情
報
の
利
用
が
著
し
く

拡
大
し
て
い
る
こ
と
に
か
ん
が
み
、
個
人

情
報
の
適
正
な
取
扱
い
に
関
し
、
基
本
理

念
及
び
政
府
に
よ
る
基
本
方
針
の
作
成
そ

の
他
の
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
施
策

の
基
本
と
な
る
事
項
を
定
め
、
国
及
び
地

方
公
共
団
体
の
責
務
等
を
明
ら
か
に
す
る

と
と
も
に
、
個
人
情
報
を
取
り
扱
う
事
業

者
の
遵
守
す
べ
き
義
務
等
を
定
め
る
こ
と

に
よ
り
、
個
人
情
報
の
有
用
性
に
配
慮
し

つ
つ
、
個
人
の
権
利
利
益
を
保
護
す
る
こ

と
を
目
的
と
す
る
。

（
北
角
）
と
い
う
こ
と
は
、
国
民
の
個
人

情
報
を
し
っ
か
り
保
護
す
る
に
は
、
さ
ら

に
分
野
別
に
個
別
の
法
律
や
ガ
イ
ド
ラ
イ

ン
な
ど
を
つ
く
っ
て
い
か
な
い
と
い
け
な

い
わ
け
で
す
ね
。

（
石
村
）
そ
の
と
お
り
で
す
。
基
本
法
だ

け
だ
と
、
〝
絵
に
描
い
た
も
ち
〟
と
化
す

恐
れ
が
強
い
わ
け
で
す
。
で
す
か
ら
、
電

子
商
取
引
、
個
人
信
用
、
医
療
、
教
育
な

ど
、
重
要
な
部
門
に
つ
い
て
は
、
個
別
法

が
必
要
に
な
り
ま
す
。

（
北
角
）
後
ほ
ど
、
詳
し
く
紹
介
さ
せ
て

も
ら
い
ま
す

が
、
実
は
、

私
ど
も
河
村

た
か
し
事
務

所
で
は
、
衆

議
院
法
制

局
、
そ
れ
か

ら
石
村
先
生

か
ら
も
支
援

を
い
た
だ

き
、
す
で
に

い
く
つ
か
の

個
別
法
を
河

村
私
案
と
し

て
用
意
し
て

お
り
ま
す
。

（
石
村
）
そ

れ
ら
に
つ
い

て
は
、
本
号

で
紹
介
・
掲
載
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

■
今
回
の
基
本
法
で
は
、

ど
こ
が
変
わ
っ
た
の
か
？

（
北
角
）
当
初
の
基
本
法
（
母
法
）
案

（
第
一
五
一
回
国
会
閣
法
九
〇
号
）
で

は
、
個
人
情
報
取
扱
に
関
す
る
「
五
原

則
」
（
三
条
～
八
条
）
が
盛
ら
れ
た
た

め
、
報
道
の
自
由
と
の
関
連
で
大
騒
動
に

な
り
ま
し
た
ね
。
新
基
本
法
で
は
こ
れ
ら

の
原
則
が
削
除
さ
れ
、
「
基
本
理
念
」

（
三
条
）
だ
け
に
な
り
ま
し
た
ね
。

（
石
村
）
仰
せ
の
と
お
り
で
す
。
新
旧
の
対

照
表
を
あ
げ
る
と
、
次
頁
の
〔
図
表
２
〕
基

本
法
～
新
旧
対
照
条
文
の
と
お
り
で
す
。

（
北
角
）
一
見
、
素
人
に
は
、
上
に
挙
げ

た
旧
基
本
法
案
に
あ
っ
た
「
五
基
本
原

則
」
は
、
国
民
の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
を
護
る

に
は
あ
り
が
た
い
よ
う
に
思
え
ま
す
。

マ
イ
ホ
ー
ム
の
新
築
後
、
知
ら
な
い
企
業

か
ら
家
具
や
カ
ー
テ
ン
な
ど
内
装
品
セ
ー
ル

の
ダ
イ
レ
ク
ト
メ
ー
ル
（
Ｄ
Ｍ
）
が
い
く
つ

も
届
い
た
り
し
ま
す
。
こ
の
場
合
、
Ｄ
Ｍ
を

も
ら
っ
た
者
は
、
発
信
元
の
企
業
は
ど
こ
か

ら
情
報
を
得
た
の
か
心
配
に
な
り
ま
す
。

「
五
基
本
原
則
」
が
あ
っ
た
方
が
い
い
の
で

は
と
思
い
が
ち
で
す
が
。

（
石
村
）
し
か
し
、
「
五
基
本
原
則
」
が

一
律
に
適
用
に
あ
る
と
す
れ
ば
、
報
道
の

自
由
、
国
民
の
知
る
権
利
な
ど
に
マ
イ
ナ

ス
に
作
用
す
る
ケ
ー
ス
も
出
て
き
ま
す

ね
。
で
す
か
ら
、
北
角
さ
ん
が
挙
げ
た
Ｄ

Ｍ
の
ケ
ー
ス
に
関
し
て
い
え
ば
、
個
人
信

用
情
報
を
保
護
す
る
個
別
法
を
つ
く
り
、

そ
の
中
に
、
こ
う
し
た
基
本
原
則
を
規
定

し
業
者
（
個
人
信
用
情
報
取
扱
事
業
者
）

に
義
務
を
課
せ
ば
い
い
わ
け
で
す
。

（
北
角
）
確
か
に
、
旧
基
本
法
案
に
あ
っ
た

よ
う
な
「
五
基
本
原
則
」
を
、
一
律
に
護
ら

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
な
る
と
、
マ
ス
コ
ミ

の
側
で
の
汚
職
や
ス
キ
ャ
ン
ダ
ル
の
報
道
は

も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
国
会
で
の
不
正
の
追
及

な
ど
も
難
し
く
な
り
ま
す
ね
。

（
石
村
）
仰
せ
の
と
お
り
で
す
。
例
え

ば
、
旧
五
条
「
適
正
な
取
得
」
原
則
や
旧

八
条
「
透
明
性
の
確
保
」
原
則
を
護
ら
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
ま
す
。
ニ
ュ
ー
ス

ソ
ー
ス
を
明
か
さ
な
い
取
材
や
ス
ク
ー
プ

の
放
映
な
ど
は
難
し
く
な
り
ま
す
か
ら

ね
。
あ
る
意
味
で
は
、
旧
基
本
法
案
が
発

表
さ
れ
て
か
ら
の
メ
デ
ィ
ア
の
徹
底
し
た

抵
抗
は
功
を
奏
し
た
の
で
は
な
い
か
と
思

い
ま
す
。

（
北
角
）
「
五
基
本
原
則
」
が
通
っ
て
い

た
ら
、
国
会
に
お
け
る
不
詳
事
件
の
解
明

や
そ
の
報
道
な
ど
に
は
、
〝
日
本
メ
デ
ィ

ア
の
死
滅
〟
に
匹
敵
す
る
く
ら
い
の
大
き

な
影
響
が
あ
っ
た
と
思
い
ま
す
。

（
石
村
）
も
ち
ろ
ん
、
「
五
基
本
原
則
」

は
削
除
さ
れ
、
報
道
目
的
で
の
個
人
情
報

の
取
扱
い
は
基
本
法
の
適
用
除
外
に
な
り

ま
し
た
。
た
だ
、
日
本
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
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②
行政機関の

保有する個人情
報の保護に関す

る法律案

③
独立行政法人

等の保有する個
人情報の保護に
関する法律案

④
情報公開・

個人情報保護
審議会設置

法案
⑤

行政機関等の保有する個人情報の
保護に関する法律等の施行に伴う関係

法律の整備等に関する法律

地方公共団体（条例）

①
個人情報の保護
に関する法律

（個人情報保護法～基本法～）
基本理念・国と地方の責務・基

本方針の策定等



会
議
な
ど
は
、
基
本
法
50
条
2
項
で
「
報

道
の
定
義
」
が
新
設
さ
れ
た
こ
と
を
問
題

に
し
て
い
ま
す
ね
（
図
表
３
参
照
）
。

（
北
角
）
真
に
〝
報
道
〟
に
あ
た
る
の
か

否
か
を
め
ぐ
り
、
政
府
の
言
論
へ
の
介
入

の
口
実
を
与
え
る
こ
と
に
な
っ
た
と
見
て

も
い
い
と
思
い
ま
す
。

（
石
村
）
法
律
の
運
用
次
第
で
、
介
入
で

き
ま
す
。
で
す
か
ら
、
報
道
の
自
由
が
阻

害
さ
れ
な
い
よ
う
に
、
国
民
と
一
体
な
っ

て
常
に
政
府
の
動
き
を
監
視
す
る
姿
勢
が

求
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

（
北
角
）
一
方
、
マ
ス
コ
ミ
が
国
民
の
プ

ラ
イ
バ
シ
ー
保
護
の
面
で
自
覚
を
持
つ
こ

と
も
大
切
で
す
ね
。

（
石
村
）
仰
せ
の
と
お
り
で
す
。
報
道
の

自
由
に
は
大
き
な
社
会
的
責
任
が
伴
う
の

は
当
然
で
す
。
マ
ス
コ
ミ
は
、
〝
民
民
規

制
〟
の
形
で
、
倫
理
基
準
の
策
定
や
苦
情

処
理
の
仕
組
み
な
ど
自
主
規
制
の
仕
組
み

を
整
備
し
て
い
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。

（
北
角
）
基
本
法
50
条
3
項
で
、
こ
う
し

た
仕
組
み
を
つ
く
る
よ
う
に
努
力
義
務
が

課
さ
れ
ま
し
た
ね
（
図
表
３
参
照
）
。

（
石
村
）
仰
せ
の
と

お
り
で
す
。

■
基
本
法
は

ど
の
よ
う
に
適
用

さ
れ
る
の
か

（
北
角
）
こ
れ
ま

で
、
当
初
の
基
本
法

案
と
今
回
成
立
し
た

基
本
法
（
個
人
情
報

保
護
法
）
と
の
相
違

点
な
ど
を
含
め
、
お

話
い
た
だ
き
ま
し

た
。
一
応
、
、
今
回

成
立
し
た
基
本
法
が

ど
の
よ
う
に
適
用
さ

れ
る
の
か
や
さ
し
く

理
解
し
て
も
ら
う
た

め
に
、
そ
の
骨
子
を

あ
げ
て
み
る
と
、
次

頁
の
〔
図
表
３
〕
成

立
し
た
基
本
法
の
骨

子
の
と
お
り
で
す
。

■
政
府
案
と
野
党
案
を
比
べ
る

（
北
角
）
次
に
、
個
人
情
報
保
護
関
連
五

法
案
お
よ
び
野
党
四
党
が
共
同
で
提
出
し

た
対
案
（
野
党
案
）
に
つ
い
て
、
四
月
九

日
に
、
衆
議
院
本
会
議
で
質
疑
が
あ
り
ま

し
た
。
法
案
を
め
ぐ
る
主
な
相
違
点
を
あ

げ
る
と
、
14
頁
の
〔
図
表
４
〕
政
府
案
・

野
党
案
の
主
な
相
違
点
の
と
お
り
で
す
。

■
国
会
直
属
の
第
三
者
委
員
会
で
な
い

限
り
、
〝
民
民
規
制
〟
の
方
が
健
全

（
北
角
）
主
な
相
違
点
の
う
ち
、
野
党
案

で
は
「
個
人
情
報
保
護
委
員
会
」
を
設
け

る
点
が
特
徴
で
す
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、

石
村
先
生
は
、
ど
う
お
考
え
で
す
か
。

（
石
村
）
こ
う
し
た
第
三
者
機
関
の
設
置

は
、
た
ぶ
ん
に
日
弁
連
が
出
し
た
「
個
人
情

報
保
護
法
案
上
程
に
関
す
る
意
見
」
（
二
〇

〇
三
年
三
月
七
日
）
の
影
響
が
あ
る
と
思
い

ま
す
。
た
だ
、
私
は
、
こ
う
し
た
独
立
行
政

委
員
会
の
よ
う
な
組
織
は
余
り
設
け
な
い
方

が
い
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

（
北
角
）
ど
う
い
っ
た
理
由
か
ら
で
し
ょ

う
か
。

（
石
村
）
行
政
に
よ
る
個
人
情
報
の
乱
用

な
ど
を
監
視
す
る
に
は
、
独
立
し
た
第
三

者
機
関
が
有
用
だ
と
い
う
考
え
は
わ
か
り

（
14
頁
に
続
く
）
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新条文

（基本理念）

第３条　個人情報は、個人の人格尊重

の理念の下に慎重に取り扱われるべき

ものであることにかんがみ、その適正

な取扱いがはかられねばならない。

旧条文

第２章 基本原則
第３条　個人情報が個人個人の人格尊重

の理念の下に慎重に取り扱われるべきも
のであることにかんがみ、個人情報を取
り扱う者は、次条から第８条までに規定

する基本原則にのっとり、個人情報の適
正な取扱いに努めなければならない。

（利用目的による制限）
第４条　個人情報は、その利用目的が明

確にされるとともに、当該目的の達成に
必要な範囲ないで取り扱われなければな
らない。

（適正な取得）
第５条　個人情報は、適法かつ適正な方
法で取得されなければならない。

（正確性の確保）
第６条　個人情報は、その利用の目的の
達成に必要な範囲内で正確かつ最新の内
容に保たれなければならない。

（安全性の確保）

第７条　個人情報の取扱いに当たって
は、漏えい、滅失又はき損の防止その
他の安全管理のための必要かつ適切な

措置が講じられるように配慮されなけ
ればならない。

（透明性の確保）

第８条　個人情報の取扱いに当たって
は、本人が適切に関与し得るように配

慮されなければならない。

〔図表２〕基本法～新旧対照条文　　（下線部は変更部分）
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「
国
民
監
視｣

的
な
色
彩
の
濃
い
個
人
情
報
保
護
関
連
５
法
が
成
立

（Ａ）目的

個人情報取扱事業者の義務を定め、個人情報の

有用性に配慮しつつ、個人の権利利益を保護す

ること（1条）

（Ｂ）基本理念

個人情報を取扱うすべての者に適用ある基本

理念～個人情報は、個人の人格尊重の理念の下、

適正な取扱いが図られること（3条）

（Ｃ）国等の責務・施策

政府が基本方針を作成して総合的かつ一体的

に施策を推進すること（4条以下）

（Ｄ）個人事業取扱事業者の義務等

個人事業取扱事業者（個人情報データベース

等を事業に使っている者。ただし、国の機関や

自治体、独立行政法人等、5000人未満の個人情

報を事業に使っている者は除く）が負う義務は

次のとおり

①個人情報の取扱いにあたり、利用目的を特定

すること（15条1項）。

②変更が要る場合、当初特定された利用範囲と

相当の関連性を有しない変更はできないこと　

（15条2項）。

③本人の同意なしに、当初の範囲を超えて取扱

ってはならないこと（16条）

④偽りその他不正な手段により個人情報を取得

してはならないこと（17条）。

⑤利用目的を本人に通知すること。また、当初

の利用目的を変更した場合には、その旨を通

知すること（18条）。

⑥個人データの内容を正確かつ最新に保つこと

（19条）

⑦必要かつ適切な「安全管理措置」（20条）、

「従業者の監督」（21条）、「委託先の監督」

（22条）を行うこと。

⑧本人の同意なしに、第三者へのデータ提供を

してはならないこと（23条）。

⑨事業者名、利用目的等を公表し、本人の求め

に応じそれを通知すること（24条）。

⑩本人から正当な求めがあれば、本人に開示し

（25条）、訂正に応じ（26条）、利用停止（27

条）に応じること。また、本人の請求と異な

る措置をとる場合には、その理由を説明する

こと（28条）。

⑪苦情処理体制の整備に努め、適切かつ迅速な

苦情の処理に応じること（31条）。

⑫業界として個人情報の適正な取扱いや苦情処

理等のための団体を設け、主務大臣の認定を

受けること（認定個人情報保護団体の設置）

もできること（37条以下）。

（Ｅ）政府規制

①主務大臣は、個人情報取扱事業者に対して、

(a)報告を求める、又は(b)助言をする、(c)

是正・中止を勧告し、それに従わないときに

は(d)是正・中止命令が行える（32条以下）

②ただし、主務大臣は、報告の請求・助言・勧

告・命令にあたり、表現の自由・学問の自

由・信教の自由・政治活動の自由を妨げては

ならない（35条1項）。また、主務大臣は、報

道目的･著述目的・学術研究目的・宗教活

動・政治活動で個人情報を取扱う個人情報取

扱事業者への情報提供者に対しては、報告の

請求・助言・勧告・命令の権限を行使しない

（35条2項）。

③主務大臣は、認定個人情報保護団体に対して、

(a)報告を求める、又は(b)改善・必要な措置

を命令、(c)認定の取消しができる（46条以下）。

（Ｆ）適用除外・報道の定義

①個人情報取扱事業者にあたる場合であって

も、「報道目的（個人を含む）」、「著述目的」、

「学術研究目的」、「宗教活動目的」、「政治活

動目的」で個人情報を取扱うときには、個人

情報取扱事業者の義務規定は適用しない（50

条1項）。

②「報道」とは、不特定かつ多数の者に対して

客観的事実を事実として知らせること（これ

に基づいて意見又は見解を述べることを含

む）（50条2項）。

③「報道目的（個人を含む）」、「著述目的」、

「学術研究目的」、「宗教活動目的」、「政治活

動目的」で個人情報を取扱う個人情報取扱事

業者は、「個人データの安全管理」、「苦情処

理」、「適正な取扱」に必要な措置を講じ、そ

の措置の内容の公表に努めること（50条3項）。

〔図表３〕成立した基本法の骨子
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「
国
民
監
視｣

的
な
色
彩
の
濃
い
個
人
情
報
保
護
関
連
５
法
が
成
立

ま
す
。
主
務
大
臣
に
よ
る
監
視
で
は
〝
同

じ
穴
の
む
じ
な
〟
で
、
実
効
性
に
疑
問
が

残
る
と
考
え
る
の
は
常
識
で
す
。
し
か

し
、
特
定
の
省
庁
か
ら
独
立
し
た
行
政
委

員
会
の
よ
う
な
組
織
で
は
、
逆
に
国
会
の

統
制
が
及
び
に
く
く
な
る
こ
と
が
危
惧
さ

れ
ま
す
。
こ
の
点
、
カ
ナ
ダ
や
オ
ー
ス
ト

ラ
リ
ア
で
は
、
連
邦
議
会
の
直
属
の
独
立

し
た
第
三
者
機
関
と
し
て
プ
ラ
イ
バ
シ
ー

コ
ミ
ッ
シ
ョ
ナ
ー
の
組
織
が
設
け
ら
れ
て

い
ま
す
。

（
北
角
）
行
政
府
に
属
す
る
機
関
を
設
け
る

の
で
は
な
く
、
議
会
に
苦
情
処
理
機
関
（
議

会
オ
ン
ブ
ズ
パ
ー
ス
ン
）
を
設
け
る
の
な
ら

意
味
が
あ
る
、
と
い
う
わ
け
で
す
か
。

（
石
村
）
そ
う
で
す
。
わ
が
国
で
は
、
立

法
機
能
は
、
ほ
と
ん
ど
役
所
（
行
政
）
が

代
替
し
て
い
る
の
が
現
状
で
す
。
政
府
立

法
が
多
す
ぎ
、
国
会
議
員
は
役
所
御
用
達

の
ロ
ビ
イ
ス
ト
の
よ
う
な
現
実
が
あ
る
わ

け
で
す
。
こ
れ
に
加
え
、
行
政
府
内
に
苦

情
処
理
機
関
を
あ
ち
こ
ち
に
設
け
、
司
法

機
能
ま
で
を
も
役
所
（
行
政
）
が
代
替
す

る
「
国
の
か
た
ち
」
は
、
あ
ま
り
健
全
で

は
な
い
と
思
い
ま
す
。

（
北
角
）
人
権
擁
護
委
員
会
と
か
も
同
じ

こ
と
に
な
り
ま
す
ね
。

（
石
村
）
そ
の
と
お
り
で
す
。
行
政
権
の
肥

大
化
、
三
権
分
立
の
危
機
、
と
い
っ
た
認
識

が
必
要
で
す
。
何
の
た
め
に
、
議
院
法
制
局

や
国
会
図
書
館
が
あ
り
、
一
方
で
法
曹
の
数

を
増
や
し
て
い
る
の
か
、
原
点
に
返
っ
て
考

え
て
見
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

（
北
角
）
国
民
は
〝
役
所
社
会
主
義
〟
の

中
で
、
飼
い
馴
ら
さ
れ
て
き
ま
し
た
。
で

す
か
ら
、
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
問
題
に
つ
い
て

も
、
〝
官
民
規
制
〟
が
良
い
、
裁
判
所
よ

り
も
行
政
の
息
の
か
か
っ
た
第
三
者
機
関

で
面
倒
み
て
欲
し
い
と
思
う
の
で
は
な
い

で
し
ょ
う
か
。

（
石
村
）
だ
か
ら
、
経
済
は
〝
官
製
経
済

（
護
送
船
団
方
式
）
〟
で
、
議
員
や
首
長

に
は
〝
元
役
人
〟
が
無
難
、
と
い
う
民
意

が
で
き
上
が
り
、
こ
の
国
を
ダ
メ
し
て
い

る
の
で
し
ょ
う
。

（
北
角
）
〝
役
所
依
存
大
好
き
〟
の
国
民

意
識
は
す
ぐ
に
は
変
わ
り
そ
う
も
な
い
で

す
か
ら
。

（
石
村
）
国
民
だ
け
で
な
く
、
自
民
党
は
も

ち
ろ
ん
の
こ
と
、
「
市
民
が
主
役
」
と
か
い

っ
て
い
る
民
主
党
な
ど
も
、
同
類
で
は
な
い

で
す
か
（
笑
い
）
。
〝
小
さ
な
政
府
〟
な

ど
、
絵
に
描
い
た
も
ち
み
た
い
に
思
っ
て
い

る
連
中
ば
か
り
で
は
な
い
で
す
か
。

（
北
角
）
少
な
く
と
も
河
村
た
か
し
議
員

（
P
I
J
相
談
役
）
は
違
う
と
思
い
ま
す

が
（
笑
い
）
。

（
石
村
）
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
保
護
問
題
に
つ

い
て
も
、
国
会
直
属
の
独
立
し
た
苦
情
処

理
機
関
（
議
会
オ
ン
ブ
ズ
パ
ー
ス
ン
）
の

実
現
の
メ
ド
が
立
た
な
い
限
り
、
で
き
る

だ
け
〝
民
民
規
制
〟
に
委
ね
る
。
そ
し

て
、
権
利
侵
害
に
つ
い
て
は
、
裁
判
所
で

解
決
を
は
か
る
方
向
で
行
く
べ
き
で
す
。

（
北
角
）
と
な
る
と
、
野
党
案
の
第
三
者

委
員
会
の
設
置
プ
ラ
ン
は
い
た
だ
け
ま
せ

ん
ね
。

（
石
村
）
総
理
府
の
外
局
で
は
な
く
、
国

会
直
属
型
の
第
三
者
機
関
の
実
現
を
目
指

す
べ
き
で
す
。

（
北
角
）
実
現
可
能
な
の
で
し
ょ
う
か
。

（
石
村
）
役
所
の
出
し
た
解
説
書
な
ど
で

は
、
議
院
内
閣
制
を
と
る
わ
が
国
で
は
、

相違点　 政 府 案　　 野 党 案

主務大臣に、個人情報取扱事
業者への報告の請求・助言・
勧告・命令の権限を付与

主務大臣に代え、内閣府の外局
に「個人情報保護委員会」を設
け、報告の請求・助言・勧告・
命令、苦情処理の権限を付与

自己情報
コントロ
ール権

本人の求めに応じて、開示・訂
正・利用停止を行う

個人情報の取得・利用・第三者
への提供などに本人が関与する
権利を、基本法の目的と明記

特定情報の
取扱い

特定（センシティブ）情報を含
め、すべての個人情報につい
て、慎重な取扱いをすることを
基本理念と明記

「思想・信条」、「医療」・「福
祉の給付」、「犯歴」、「人種・
民族・社会的身分・門地･出生地・
本籍地」の情報は、本人の同意な
しには、取扱いを原則的に禁止

義務の適
用除外

報道・著述・学術研究・宗教活
動・政治活動について、目的・
所属団体・職業で、義務の適用
除外例を明記

報道・著述・学術研究・宗教活
動・政治活動について、目的の
みで義務の適用を除外する旨を
明記

行政機関の
職員への
罰則

職権を乱用して職務以外の用に
使う目的で個人の秘密にあたる
情報を収集した場合などを処罰
の対象

職権乱用にあたる場合には、職
務以外の用に使う目的かどうか
を問わず、処罰の対象
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「
国
民
監
視｣

的
な
色
彩
の
濃
い
個
人
情
報
保
護
関
連
５
法
が
成
立

所
轄
の
大
臣
が
責
任
を
取
る
仕
組
み
に
な

っ
て
い
る
か
ら
ム
リ
で
は
な
い
か
、
と
し

て
い
ま
す
。
し
か
し
、
議
会
型
の
苦
情
処

理
機
関
（
議
会
オ
ン
ブ
ズ
パ
ー
ス
ン
）
制

度
を
導
入
し
て
い
る
、
イ
ギ
リ
ス
、
カ
ナ

ダ
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
な
ど
は
い
ず
れ
も

議
院
内
閣
制
と
な
っ
て
い
ま
す
。

（
北
角
）
と
い
う
こ
と
は
、
わ
が
国
で
も

議
会
型
の
苦
情
処
理
機
関
（
議
会
オ
ン
ブ

ズ
パ
ー
ス
ン
）
の
設
置
は
可
能
と
い
う
こ

と
で
す
ね
。

（
石
村
）
私
は
、
わ
が
国
で
も
設
置
は
可

能
と
考
え
て
い
ま
す
。
た
だ
、
議
会
型
の

苦
情
処
理
機
関
で
も
、
例
え
ば
汚
れ
た
政

治
家
が
マ
ス
コ
ミ
の
取
材
か
ら
逃
れ
る
た

め
に
苦
情
申
立
を
乱
用
す
る
可
能
性
は
否

定
で
き
ま
せ
ん
。

（
北
角
）
行
政
府
の
役
人
が
か
か
わ
る
ケ
ー

ス
に
は
強
い
と
し
て
も
、
委
員
の
任
命
権
を

握
っ
て
い
る
議
員
が
か
か
わ
る
ケ
ー
ス
で
は

弱
点
が
出
て
く
る
か
も
知
れ
ま
せ
ん
ね
。

（
石
村
）
法
律
が
で
き
、
当
面
改
正
が
な

い
と
い
う
現
実
を
直
視
す
る
こ
と
も
大
事

で
す
。
現
時
点
で
は
、
と
も
か
く
、
会
社

や
私
立
学
校
な
ど
民
間
機
関
に
か
か
わ
る

個
人
情
報
の
保
護
に
つ
い
て
は
、
〝
民
民

規
制
〟
の
観
点
か
ら
、
国
会
は
し
っ
か
り

し
た
基
本
法
や
個
別
法
を
つ
く
る
。

一
方
、
個
々
の
企
業
や
業
界
は
、
ガ
イ

ド
ラ
イ
ン
の
作
成
や
苦
情
処
理
シ
ス
テ
ム

を
整
備
す
る
。
さ
ら
に
国
民
は
、
つ
ね
に

司
法
の
活
用
も
考
え
に
入
れ
て
、
自
分
の

プ
ラ
イ
バ
シ
ー
は
、
自
ら
が
護
る
気
概
を

持
つ
こ
と
が
必
要
と
い
う
こ
と
で
す
。

■
情
報
公
開
・
個
人
情
報
保
護
審
査
会

と
は
何
か

（
北
角
）
今
回
成
立
し
た
個
人
情
報
保
護

関
連
五
法
の
中
の
一
つ
に
、
「
情
報
公

開
・
個
人
情
報
保
護
審
査
会
設
置
法
」
が

あ
り
ま
す
。
こ
の
審
査
会
は
、
ど
う
い
っ

た
役
割
を
演
じ
る
の
で
す
か
。

（
石
村
）
行
政
機
関
や
独
立
行
政
法
人
関

連
の
審
査
会
で
す
。
で
す
か
ら
、
民
間
の

個
人
情
報
に
関
連
す
る
問
題
に
は
タ
ッ
チ

し
ま
せ
ん
。

（
北
角
）
も
う
少
し
、
や
さ
し
く
説
明
し

て
く
だ
さ
い
。

（
石
村
）
役
所
や
独
立
行
政
法
人
に
対
し
、

情
報
公
開
法
や
行
政
機
関
個
人
情
報
保
護
法

に
し
た
が
っ
て
、
市
民
か
ら
の
情
報
公
開
請

求
、
個
人
情
報
の
本
人
か
ら
の
開
示
請
求
が

あ
っ
た
と
し
ま
す
。
こ
の
請
求
に
対
し
役
所

や
法
人
の
決
定
が
あ
っ
た
も
の
の
、
申
請
者

が
そ
の
決
定
に
不
満
で
、
不
服
申
立
を
し
た

と
し
ま
す
。
こ
の
場
合
、
役
所
や
法
人
は
、

原
則
と
し
て
審
査
会
に
諮
問
す
る
よ
う
に
求

め
ら
れ
ま
す
。

こ
の
情
報
公
開
・
個
人
情
報
保
護
審
査

会
は
、
こ
れ
ま
で
あ
っ
た
情
報
公
開
審
査

会
と
新
た
に
つ
く
ら
れ
た
個
人
情
報
保
護

審
査
会
と
を
ド
ッ
キ
ン
グ
さ
せ
た
組
織
で

す
。
国
民
か
ら
の
直
接
の
苦
情
を
受
け
付

け
、
処
理
す
る
機
関
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

（
北
角
）
と
こ
ろ
で
、
「
諮
問
」
と
は
ど

う
い
う
意
味
で
す
か
。

（
石
村
）
意
見
を
求
め
る
こ
と
で
す
。
審

査
会
は
、
問
題
の
行
政
機
関
の
長
か
ら
の

諮
問
に
基
づ
い
て
、
そ
の
不
服
申
立
案
件

を
調
査
審
議
す
る
機
関
で
す
。

（
北
角
）
こ
の
審
査
会
は
、
内
閣
府
に
置

か
れ
る
わ
け
で
す
が
、
ど
う
な
の
で
し
ょ

う
か
。

（
石
村
）
内
閣
府
は
行
政
機
関
の
一
つ
で

す
か
ら
、
先
ほ
ど
指
摘
し
た
の
と
同
じ
よ

う
な
問
題
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。

（
北
角
）
十
五
人
の
委
員
は
、
両
議
院
の

同
意
を
得
て
、
内
閣
総
理
大
臣
が
任
命
す

る
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
が
。

（
石
村
）
原
子
力
安
全
委
員
会
や
国
会
等

移
転
審
議
会
な
ど
も
内
閣
府
の
本
府
に
置

か
れ
て
い
る
組
織
で
す
が
、
ど
う
評
価
す

べ
き
な
の
で
し
ょ
う
か
。
情
報
公
開
・
個

人
情
報
保
護
審
査
会
に
つ
い
て
も
、
あ
る

程
度
、
答
が
イ
メ
ー
ジ
で
き
る
の
で
は
な

い
で
し
ょ
う
か
。

■
行
政
機
関
個
人
情
報
保
護
法
と
は
何
か

（
北
角
）
今
回
成
立
し
た
関
連
五
法
の
一

つ
に
、
「
行
政
機
関
個
人
情
報
保
護
法
」

が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
、
一
九
八
八
年
に

つ
く
ら
れ
た
「
行
政
機
関
の
保
有
す
る
電

子
計
算
機
処
理
に
係
る
個
人
情
報
の
保
護

に
関
す
る
法
律
」
（
旧
法
）
に
大
幅
な
改

正
を
加
え
た
も
の
で
す
ね
。

（
石
村
）
基
本
的
に
は
、
そ
う
理
解
し
て
い

い
と
思
い
ま
す
。
会
計
検
査
院
を
含
む
国
の

す
べ
て
の
行
政
機
関
に
お
け
る
個
人
情
報
の

適
正
な
取
扱
い
を
定
め
た
法
律
で
す
。

（
北
角
）
大
き
く
改
正
さ
れ
た
点
は
ど
う

い
っ
た
と
こ
ろ
で
す
か
。

（
石
村
）
旧
法
で
は
、
電
子
的
記
録
だ
け

が
保
護
の
対
象
で
し
た
。
今
回
は
、
行
政

機
関
が
、
文
書
で
記
録
・
保
有
し
て
い
る

個
人
情
報
も
保
護
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま

し
た
。
そ
れ
か
ら
、
情
報
主
体
で
あ
る
本

人
関
与
に
つ
い
て
も
改
正
さ
れ
ま
し
た
。

こ
れ
ま
で
の
①
開
示
請
求
や
②
訂
正
請
求

に
加
え
、
③
利
用
停
止
請
求
権
（
法
36

条
）
が
制
度
化
さ
れ
ま
し
た
。

（
北
角
）
不
服
申
立
制
度
も
変
わ
り
ま
し

た
ね
。

（
石
村
）
そ
う
で
す
。
先
ほ
ど
述
べ
た
よ
う

に
、
役
所
（
行
政
機
関
）
に
対
し
、
本
人
か

ら
開
示
、
訂
正
も
し
く
は
利
用
停
止
の
請
求

が
あ
り
、
そ
の
役
所
（
機
関
）
が
そ
れ
を
拒

否
す
る
決
定
を
し
た
と
し
ま
す
。
こ
の
場

合
、
本
人
か
ら
不
服
申
立
が
あ
っ
た
と
き
に

は
、
そ
の
役
所
（
行
政
機
関
）
の
長
は
、
そ

の
ケ
ー
ス
に
つ
い
て
、
原
則
と
し
て
情
報
公

開
・
個
人
情
報
保
護
審
査
会
に
諮
問
す
る

（
意
見
を
求
め
る
）
義
務
が
課
さ
れ
ま
し
た
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「
国
民
監
視｣

的
な
色
彩
の
濃
い
個
人
情
報
保
護
関
連
５
法
が
成
立

（
法
42
条
以
下
）
。

（
北
角
）
そ
れ
か
ら
、
罰
則
も
盛
ら
れ
ま

し
た
ね
。

（
石
村
）
当
初
の
法
案
に
は
罰
則
は
あ
り
ま

せ
ん
で
し
た
。
公
務
員
は
悪
い
こ
と
し
な
い

か
ら
と
か
、
わ
け
の
分
か
ら
な
い
理
由
が
ま

こ
と
し
や
か
に
言
わ
れ
て
い
ま
し
た
。

（
北
角
）
と
こ
ろ
が
、
防
衛
庁
が
、
各
地

の
市
町
村
で
自
衛
官
募
集
の
適
例
者
情
報

を
収
集
し
て
い
た
こ
と
が
明
る
み
に
出
ま

し
た
ね
。

（
石
村
）
行
政
機
関
個
人
情
報
保
護
法
に

罰
則
（
法
第
六
章
、
53
条
以
下
）
が
盛
ら

れ
た
の
は
、
ま
さ
に
、
こ
の
事
件
が
直
接

の
契
機
と
い
え
ま
す
。
こ
の
事
件
で
は
、

市
町
村
に
よ
っ
て
は
、
健
康
状
態
な
ど
も

提
供
し
て
い
た
事
実
も
発
覚
し
ま
し
た
。

こ
の
こ
と
は
、
そ
れ
ま
で
住
民
基
本
台
帳

に
記
さ
れ
た
個
人
情
報
（
氏
名
・
住
所
・

生
年
月
日
・
性
別
）
が
、
健
康
保
険
料
請

求
事
務
な
ど
の
情
報
と
照
合
さ
れ
て
い
た

わ
け
で
す
。

（
北
角
）
こ
う
し
た
個
人
情
報
の
他
の
行

政
機
関
へ
の
提
供
は
、
目
的
外
利
用
に
当

た
る
の
で
は
な
い
で
す
か
。

（
石
村
）
そ
う
思
い
ま
す
。
行
政
機
関
が

持
っ
て
い
る
個
人
情
報
が
本
人
の
知
ら
な

い
う
ち
に
他
の
行
政
機
関
に
提
供
さ
れ
、

利
用
目
的
も
変
わ
っ
た
定
型
的
な
ケ
ー
ス

と
い
え
ま
す
。

（
北
角
）
こ
う
し
た
ケ
ー
ス
で
、
民
間
の

場
合
に
は
、
本
人
へ
の
通
知
義
務
が
あ
り

ま
す
ね
（
基
本
法
28
条
3
項
）
。

（
石
村
）
こ
れ
に
対
し
て
、
行
政
機
関
の

場
合
に
は
、
提
供
先
が
法
令
の
範
囲
内
で

そ
の
個
人
情
報
を
利
用
す
る
に
つ
い
て

「
相
当
の
理
由
」
が
あ
る
と
き
に
は
、
本

人
の
同
意
な
ど
は
要
ら
な
い
こ
と
に
な
っ

て
い
ま
す
（
行
政
機
関
個
人
情
報
保
護

法
8
条
2
項
）
。

（
北
角
）
民
間
向
け
と
役
所
向
け
の
個
人

情
報
保
護
法
の
間
の
〝
官
民
格
差
〟
の
是

正
は
急
務
と
い
え
ま
す
。

（
石
村
）
こ
う
し
た
ケ
ー
ス
が
起
こ
ら
な

い
よ
う
に
監
視
し
、
救
済
に
あ
た
る
に

は
、
先
ほ
ど
触
れ
た
議
会
型
の
苦
情
処
理

機
関
（
議
会
オ
ン
ブ
ズ
パ
ー
ス
ン
）
の
設

置
が
有
効
で
す
ね
。

■
個
人
情
報
保
護
関
連
5
法

の
成
立
で
も
住
基
ネ
ッ
ﾄ
は
認
知
さ
れ
な
い

（
北
角
）
前
に
も
ふ
れ
ま
し
た
が
、
防
衛
庁

が
、
各
地
の
市
町
村
で
自
衛
官
募
集
の
適
例

者
情
報
を
収
集
し
て
い
た
ケ
ー
ス
で
は
、
防

衛
庁
が
自
治
体
か
ら
住
民
基
本
台
帳
法
の
趣

旨
を
超
え
た
個
人
情
報
の
提
供
を
求
め
て
い

た
こ
と
が
問
題
に
な
り
ま
し
た
。

（
石
村
）
自
衛
隊
法
は
、
都
道
府
県
知
事

や
市
町
村
長
は
「
自
衛
官
募
集
の
事
務
の

一
部
を
行
う
」
と
定
め
て
い
ま
す
（
79
条

1
項
）
。
ま
た
、
同
法
の
政
令
（
施
行

令
）
は
、
内
閣
総
理
大
臣
が
市
町
村
長
ら

に
「
必
要
な
資
料
の
提
供
を
求
め
る
こ
と

が
で
き
る
」
と
定
め
て
い
ま
す
。

（
北
角
）
こ
の
場
合
、
「
必
要
な
資
料
」

と
は
、
住
民
票
コ
ー
ド
を
含
む
六
基
本
情

報
（
コ
ー
ド
・
氏
名
・
住
所
・
生
年
月

日･

性
別
・
変
更
履
歴
）
に
は
限
定
さ
れ

な
い
で
し
ょ
う
ね
。

（
石
村
）
今
後
、
Ｉ
Ｃ
仕
様
で
、
八
千
文

字
詰
め
ら
れ
る
住
基
カ
ー
ド
が
使
わ
れ
だ

し
た
ら
、
そ
の
中
に
入
力
さ
れ
た
健
康
情

報
な
ど
も
提
供
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で

な
い
で
し
ょ
う
か
。

（
北
角
）
こ
の
問
題
を
取
り
上
げ
た
国
会

審
議
の
中
で
、
石
破
防
衛
庁
長
官
は
、
こ

う
し
た
個
人
情
報
の
提
供
を
求
め
る
こ
と

も
法
令
上
は
可
能
と
示
唆
し
て
い
ま
す
。

（
石
村
）
政
府
は
八
月
か
ら
、
住
基
カ
ー

ド
（
官
製
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
）
の
配
布
を
含

め
、
住
基
ネ
ッ
ト
を
本
格
稼
動
さ
せ
る
計

画
で
す
。
し
か
し
、
若
い
人
た
ち
は
、
有

事
の
際
の
徴
兵
検
査
の
自
動
化
に
つ
な
が

る
住
基
カ
ー
ド
の
取
得
は
避
け
る
べ
き
で

し
ょ
う
。

（
北
角
）
個
人
情
報
保
護
法
制
が
整
備
さ
れ

た
は
ず
な
の
に
由
々
し
い
問
題
で
す
ね
。

（
石
村
）
こ
う
し
た
法
制
整
備
の
き
っ
か

け
が
住
基
ネ
ッ
ト
の
導
入
だ
っ
た
わ
け
で

す
。
と
こ
ろ
が
、
住
基
ネ
ッ
ト
の
導
入
に

よ
り
、
入
れ
墨
の
よ
う
な
11
ケ
タ
の
背
番

号
コ
ー
ド
を
無
理
や
り
付
け
ら
れ
、
国
中

の
役
人
が
ど
こ
に
い
て
も
覗
き
見
で
き
る

よ
う
に
と
国
民
全
員
の
六
基
本
情
報
が
ネ

ッ
ト
ワ
ー
ク
化
さ
れ
ま
し
た
。

今
度
は
国
民
の
移
動
の
自
由
を
縛
る
官
製

Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
の
導
入
が
始
ま
り
ま
す
。
何
と

い
う
こ
と
は
な
い
、
国
民
の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー

が
公
有
化
さ
れ
、
コ
ー
ド
と
カ
ー
ド
を
使
っ

た
デ
ー
タ
監
視
国
家
体
制
が
で
き
た
だ
け
で

す
。
今
回
の
個
人
情
報
保
護
法
制
の
整
備
に

も
か
か
わ
ら
ず
、
国
民
の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
環

境
は
悪
化
す
る
一
方
で
す
。

（
北
角
）
行
政
機
関
個
人
情
報
保
護
法
の

中
で
は
、
役
所
（
行
政
）
に
対
す
る
例
外

（
法
の
適
用
除
外
）
が
多
す
ぎ
ま
す
。
表

面
的
に
は
規
制
を
か
け
て
は
い
る
も
の

の
、
法
令
で
定
め
れ
ば
あ
ら
ゆ
る
面
で
法

律
は
適
用
除
外
に
な
る
構
図
で
す
ね
。

（
石
村
）
本
当
に
、
ま
っ
た
く
の
ザ
ル
法
で

す
。
ま
た
、
第
一
、
住
基
ネ
ッ
ト
は
、
地
方

自
治
体
共
管
の
仕
組
み
で
す
。
国
の
仕
組
み

で
は
な
い
の
で
、
国
の
役
所
を
タ
ー
ゲ
ッ
ト

と
し
た
行
政
機
関
個
人
情
報
保
護
法
は
、
基

本
的
に
は
適
用
に
な
り
ま
せ
ん
。

（
北
角
）
個
人
情
報
保
護
関
連
五
法
が
成

立
し
て
も
、
住
基
ネ
ッ
ト
を
取
り
巻
く
法

環
境
が
大
き
く
変
わ
っ
た
わ
け
で
は
な
い

で
す
ね
。

（
石
村
）
そ
の
と
お
り
で
す
。
で
す
か

ら
、
本
気
で
個
人
情
報
を
保
護
す
る
と
い

う
な
ら
、
国
民
の
目
に
見
え
る
効
果
の
あ

る
法
制
が
必
要
で
す
。
例
え
ば
、
市
区
町
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個
人
情
報
保
護
４
法
案
〔
河
村
た
か
し
私
案
〕

村
は
来
る
八
月
か
ら
希
望
す
る
住
民
に
住

基
カ
ー
ド
（
官
製
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
）
を
発
行

す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。

し
か
し
、
カ
ー
ド
に
は
、
た
と
え
健
康

医
療
情
報
な
ど
セ
ン
シ
テ
ィ
ブ
情
報
が
入

力
さ
れ
た
と
し
て
も
、
自
衛
官
募
集
に
、

あ
る
い
は
有
事
で
あ
っ
て
も
、
本
来
の
目

的
以
外
に
は
厳
禁
、
つ
ま
り
徴
兵
・
徴
用

な
ど
目
的
に
は
絶
対
に
提
供
で
き
な
い
、

と
い
っ
た
法
制
が
求
め
ら
れ
て
い
る
の
で

は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

（
北
角
）
石
村
先
生
、
本
日
は
、
新
法
の

解
説
お
よ
び
分
析
を
し
て
く
だ
さ
り
、
あ

り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
立
法
政
策
に

携
わ
っ
て
い
る
者
に
と
っ
て
も
、
非
常
に

参
考
に
な
り
ま
し
た
。

《個別・個人情報保護４法案〔河村たかし私案〕の紹介》
衆議院議員　河 村 た か し
衆議院議員第１議員会館　５３７号室

TEL03-3508-7902 FAX03-3508-3537
E-mail:g01403@shugiin.go.jp

個人情報保護関連5法は、2003年5月23日に成立しました。これらのうち、個人情報の保護に関する

法律(個人情報保護法)は、わが国の個人情報保護体制を束ねる役割を果たす“基本法”です。したが

いまして、国民の個人情報をしっかりと保護するためには、さらに分野別に個別の法律を制定する必

要があります。

今回、河村たかしは、次の４つの分野について、個別の個人情報保護法要綱案を第一次私案として

用意しました。

① 個人信用情報取扱事業者が保有する個人信用情報の保護に関する法律案要綱(河村たかし第一

次私案)

② 医療等個人情報の保護に関する法律案要綱(河村たかし第一次私案)

③ 電子商取引個人情報の保護に関する法律案要綱(河村たかし第一次私案)

④ 個人教育情報の保護に関する法律案要綱(河村たかし第一次私案)

これら私案の一番の特徴は、役所(行政)の肥大化につながる苦情処理等を行うことをねらいとした公

的な第三者機関は一切設けなかったことです。苦情処理等は、事業者自身でその体制を整備するように

求めました。つまり、｢官民規制｣を排除し、｢民民規制｣を徹底することとしたことです。また、法律違

反があった場合には、被害者自らが訴訟(司法)による救済を求める仕組みとしたことです。

こうした法案のつくり方については、役所依存に慣れ親しんできたこれまでの風土からすれば、多

少、違和感をもたれる方もおられるかもしれません。しかし、無駄な増税をやめ、小さな政府を実現

していくためには、私たち国民は“役所(行政)から自立”することが大事です。

私の法律案要綱(第一次私案)は、さまざまな観点から検討すべき点も多々あると思います。河村た

かし自身、今後、最終案の作成に向けて細部にわたり検討を加えていきます。皆様からも建設的なご

意見を頂戴したいと思います。

なお、第一次私案の作成にあたり、衆議院法制局の皆様、石村耕治・白鴎大学教授にご尽力いただ

きましたことに対し、心からお礼を申しあげます。 (2003年6月20日)

政府が提案・成立した、「国民監視が主たる目
的」と受け取らざるを得ない「個人情報保護関連
５法」に対し、河村たかし衆議院議員（PIJ相談
役）が、〝民民規制〟を全面的に採用した、個人
情報保護個別法案（河村たかし私案）を発表し

た。これらの法案は、国民の個人情報を扱う４つ
の分野ごとに、個人情報の保護を徹底するために
提案されたもの。以下に、順次、河村たかし議員
による法案の紹介文及び、４法案を掲載する。

（CNNニューズ編集部）
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こ
の
法
律
に
お
い
て
「
個
人
信
用
デ
ー

タ
」
と
は
、
個
人
信
用
情
報
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
等

（
個
人
信
用
情
報
を
含
む
情
報
の
集
合
物
で
あ

っ
て
、
特
定
の
個
人
信
用
情
報
を
電
子
計
算
機

を
用
い
て
検
索
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
体

系
的
に
構
成
し
た
も
の
及
び
特
定
の
個
人
信
用

情
報
を
容
易
に
検
索
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う

に
体
系
的
に
構
成
し
た
も
の
と
し
て
政
令
で
定

め
る
も
の
を
い
う
。
）
を
構
成
す
る
個
人
信
用

情
報
を
い
う
も
の
と
す
る
こ
と
。

４

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
保
有
個
人
信
用
デ
ー

タ
」
と
は
、
個
人
信
用
情
報
取
扱
事
業
者
が
、
開

示
、
内
容
の
訂
正
、
追
加
又
は
削
除
、
利
用
の
停

止
、
消
去
及
び
第
三
者
へ
の
提
供
の
停
止
を
行
う

こ
と
の
で
き
る
権
限
を
有
す
る
個
人
信
用
デ
ー
タ

を
い
う
も
の
と
す
る
こ
と
。

５

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
本
人
」
と
は
、
個

人
信
用
情
報
に
よ
っ
て
識
別
さ
れ
る
特
定
の
個

人
を
い
う
も
の
と
す
る
こ
と
。

第
二
　
個
人
信
用
情
報

取
扱
事
業
者
の
義
務

一
　
利
用
目
的
に
よ
る
制
限

個
人
信
用
情
報
取
扱
事
業
者
は
、
法
令
に
基

づ
く
場
合
そ
の
他
一
定
の
場
合
を
除
き
、
あ
ら

か
じ
め
本
人
の
同
意
を
得
な
い
で
、
そ
の
利
用

目
的
の
達
成
に
必
要
な
範
囲
を
超
え
て
、
個
人

信
用
情
報
を
取
り
扱
っ
て
は
な
ら
な
い
も
の
と

す
る
こ
と
。

二
　
適
正
な
取
得

個
人
信
用
情
報
取
扱
事
業
者
は
、
偽
り
そ
の

他
不
正
の
手
段
に
よ
り
個
人
信
用
情
報
を
取
得

し
て
は
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

三
　
取
得
に
際
し
て
の

利
用
目
的
の
明
示

個
人
信
用
情
報
取
扱
事
業
者
は
、
個
人
信
用

情
報
を
取
り
扱
う
旨
を
公
表
す
る
と
と
も
に
、

本
人
と
の
間
で
契
約
を
締
結
す
る
こ
と
に
伴
っ

て
当
該
本
人
の
個
人
信
用
情
報
を
取
得
す
る
等

の
場
合
に
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
本
人
に
対
し
そ

の
利
用
目
的
を
明
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も

の
と
す
る
こ
と
。

四
　
デ
ー
タ
内
容
の
正
確
性
の
確
保

個
人
信
用
情
報
取
扱
事
業
者
は
、
利
用
目
的
の

達
成
に
必
要
な
範
囲
内
に
お
い
て
、
個
人
信
用
デ

ー
タ
を
正
確
か
つ
最
新
の
内
容
に
保
つ
よ
う
努
め

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

五
　
安
全
管
理
措
置
等

個
人
信
用
情
報
取
扱
事
業
者
は
、
そ
の
取
り
扱

う
個
人
信
用
デ
ー
タ
の
漏
え
い
、
滅
失
又
は
き
損

の
防
止
そ
の
他
の
個
人
信
用
デ
ー
タ
の
安
全
管
理

の
た
め
に
必
要
か
つ
適
切
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
も
の
と
し
、
そ
の
従
業
者
及
び
委
託

先
に
対
す
る
必
要
か
つ
適
切
な
監
督
を
行
わ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

六
　
第
三
者
提
供
の
制
限

１

個
人
信
用
情
報
取
扱
事
業
者
は
、
法
令
に

基
づ
く
場
合
そ
の
他
一
定
の
場
合
を
除
き
、
あ

ら
か
じ
め
本
人
の
同
意
を
得
な
い
で
、
個
人
信

用
デ
ー
タ
を
第
三
者
に
提
供
し
て
は
な
ら
な
い

も
の
と
す
る
こ
と
。

２

個
人
信
用
デ
ー
タ
を
特
定
の
者
と
の
間
で

共
同
し
て
利
用
す
る
場
合
で
あ
っ
て
、
そ
の
旨

並
び
に
共
同
し
て
利
用
さ
れ
る
個
人
信
用
デ
ー

タ
の
項
目
、
共
同
し
て
利
用
す
る
者
の
範
囲
、

利
用
す
る
者
の
利
用
目
的
及
び
当
該
個
人
信
用

情
報
デ
ー
タ
の
管
理
に
つ
い
て
責
任
を
有
す
る

者
の
氏
名
又
は
名
称
に
つ
い
て
、
あ
ら
か
じ

め
、
本
人
に
通
知
し
、
又
は
本
人
が
容
易
に
知

り
得
る
状
態
に
置
い
て
い
る
と
き
そ
の
他
一
定

の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
個
人
信
用
デ
ー
タ
の

提
供
を
受
け
る
者
は
、
第
三
者
に
該
当
し
な
い

も
の
と
す
る
こ
と
。

七
　
保
有
個
人
信
用
デ
ー
タ

に
関
す
る
事
項
の
公
表
等

個
人
信
用
情
報
取
扱
事
業
者
は
、
保
有
個
人

信
用
デ
ー
タ
に
関
し
、
当
該
個
人
信
用
情
報
取

扱
事
業
者
の
名
称
又
は
氏
名
そ
の
他
の
事
項
に

つ
い
て
、
本
人
の
知
り
得
る
状
態
（
本
人
の
求

め
に
応
じ
て
遅
滞
な
く
回
答
す
る
場
合
を
含

む
。
）
に
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す

る
こ
と
。

八
　
開

示

１

個
人
信
用
情
報
取
扱
事
業
者
は
、
本
人
か

ら
、
当
該
本
人
が
識
別
さ
れ
る
保
有
個
人
信
用

デ
ー
タ
の
開
示
を
求
め
ら
れ
た
と
き
は
、
一
定

の
場
合
を
除
き
、
本
人
に
対
し
、
政
令
で
定
め

る
方
法
に
よ
り
、
遅
滞
な
く
、
当
該
保
有
個
人

信
用
デ
ー
タ
を
開
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も

の
と
す
る
こ
と
。

２

個
人
信
用
情
報
取
扱
事
業
者
は
、
１
に
基

づ
き
求
め
ら
れ
た
保
有
個
人
信
用
デ
ー
タ
の
全

部
又
は
一
部
に
つ
い
て
開
示
し
な
い
旨
の
決
定

を
し
た
と
き
は
、
本
人
に
対
し
、
書
面
又
は
電

磁
的
方
法
に
よ
り
、
遅
滞
な
く
、
そ
の
旨
を
通

知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

た
だ
し
、
本
人
の
同
意
が
あ
る
と
き
は
、
こ
れ

以
外
の
方
法
に
よ
り
通
知
す
る
こ
と
が
で
き
る

も
の
と
す
る
こ
と
。

九
　
訂
正
等
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個
人
信
用
情
報
保
護
法
案
〔
河
村
た
か
し
私
案
〕

個
人
信
用
情
報
取
扱
事
業
者
が

保
有
す
る
個
人
信
用
情
報
の
保

護
に
関
す
る
法
律
案
要
綱

（
河
村
た
か
し
第
一
次
私
案
）

第
一
　
総
則

一
　
目
的

こ
の
法
律
は
、
個
人
信
用
情
報
の
適
正
な
取

扱
い
に
関
し
、
個
人
信
用
情
報
を
取
り
扱
う
個

人
信
用
情
報
取
扱
事
業
者
の
遵
守
す
べ
き
義
務

等
を
定
め
、
個
人
信
用
情
報
の
有
用
性
に
配
慮

し
つ
つ
、
個
人
信
用
情
報
の
取
得
、
利
用
、
第

三
者
に
対
す
る
提
供
等
に
関
し
本
人
が
関
与
す

る
こ
と
そ
の
他
の
個
人
の
権
利
利
益
を
保
護
す

る
こ
と
を
目
的
と
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

二
　
定
義

１

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
個
人
信
用
情
報
」

と
は
、
個
人
の
借
入
金
の
返
済
能
力
又
は
代
金

等
の
支
払
能
力
に
関
す
る
情
報
で
あ
っ
て
、
当

該
情
報
に
含
ま
れ
る
氏
名
、
生
年
月
日
等
に
よ

り
当
該
個
人
を
識
別
で
き
る
も
の
を
い
う
も
の

と
す
る
こ
と
。

２

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
個
人
信
用
情
報
取

扱
事
業
者
」
と
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
（
国
の

機
関
、
地
方
公
共
団
体
又
は
独
立
行
政
法
人
等

を
除
く
。
）
を
い
う
も
の
と
す
る
こ
と
。

�
個
人
に
対
し
て
金
銭
の
貸
付
け
そ
の
他
の
信

用
の
供
与
を
業
と
し
て
行
う
者
（
以
下
「
与
信

業
者
」
と
い
う
。
）

�
専
ら
個
人
の
借
入
金
の
返
済
能
力
等
に
関
す

る
与
信
業
者
の
調
査
に
資
す
る
た
め
、
個
人
信

用
情
報
の
収
集
、
登
録
及
び
与
信
業
者
へ
の
提

供
を
行
う
者
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個
人
信
用
情
報
保
護
法
案
〔
河
村
た
か
し
私
案
〕

１

個
人
信
用
情
報
取
扱
事
業
者
は
、
本
人
か

ら
、
当
該
本
人
が
識
別
さ
れ
る
保
有
個
人
信
用

デ
ー
タ
の
内
容
が
事
実
で
な
い
と
い
う
理
由
に

よ
っ
て
当
該
保
有
個
人
信
用
デ
ー
タ
の
内
容
の

訂
正
等
を
求
め
ら
れ
た
場
合
に
は
、
遅
滞
な
く

必
要
な
調
査
を
行
い
、
そ
の
結
果
に
基
づ
き
、

当
該
保
有
個
人
容
の
訂
正
等
を
行
わ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

２

個
人
信
用
情
報
取
扱
事
業
者
は
、
１
に
基

づ
き
求
め
ら
れ
た
保
有
個
人
信
用
デ
ー
タ
の
内

容
の
全
部
若
し
く
は
一
部
に
つ
い
て
訂
正
等
を

行
っ
た
と
き
、
又
は
訂
正
等
を
行
わ
な
い
旨
の

決
定
を
し
た
と
き
は
、
本
人
に
対
し
、
書
面
又

は
電
磁
的
方
法
に
よ
り
、
遅
滞
な
く
、
そ
の
旨

（
訂
正
等
を
行
っ
た
と
き
は
、
そ
の
内
容
を
含

む
。
）
を
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と

す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
本
人
の
同
意
が
あ
る
と

き
は
、
こ
れ
以
外
の
方
法
に
よ
り
通
知
す
る
こ

と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

十
　
利
用
停
止
等

１

個
人
信
用
情
報
取
扱
事
業
者
は
、
本
人
か

ら
、
一
又
は
二
に
違
反
し
て
い
る
と
い
う
理
由

に
よ
っ
て
、
当
該
本
人
が
識
別
さ
れ
る
保
有
個

人
信
用
デ
ー
タ
の
利
用
停
止
等
を
求
め
ら
れ
た

場
合
で
あ
っ
て
、
そ
の
求
め
に
理
由
が
あ
る
こ

と
が
判
明
し
た
と
き
は
、
一
定
の
場
合
を
除

き
、
遅
滞
な
く
、
当
該
保
有
個
人
信
用
デ
ー
タ

の
利
用
停
止
等
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も

の
と
す
る
こ
と
。

２

個
人
信
用
情
報
取
扱
事
業
者
は
、
本
人
か

ら
、
六
１
に
違
反
し
て
い
る
と
い
う
理
由
に
よ

っ
て
、
当
該
本
人
が
識
別
さ
れ
る
保
有
個
人
信

用
デ
ー
タ
の
第
三
者
へ
の
提
供
の
停
止
を
求
め

ら
れ
た
場
合
で
あ
っ
て
、
そ
の
求
め
に
理
由
が

あ
る
こ
と
が
判
明
し
た
と
き
は
、
一
定
の
場
合

を
除
き
、
遅
滞
な
く
、
当
該
保
有
個
人
信
用
デ

ー
タ
の
第
三
者
へ
の
提
供
を
停
止
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

３
　
個
人
信
用
情
報
取
扱
事
業
者
は
、
１
に
基

づ
き
求
め
ら
れ
た
保
有
個
人
信
用
デ
ー
タ
の
全

部
若
し
く
は
一
部
に
つ
い
て
利
用
停
止
等
を
行

っ
た
と
き
若
し
く
は
利
用
停
止
等
を
行
わ
な
い

旨
の
決
定
を
し
た
と
き
、
又
は
２
に
基
づ
き
求

め
ら
れ
た
保
有
個
人
信
用
デ
ー
タ
の
全
部
若
し

く
は
一
部
に
つ
い
て
第
三
者
へ
の
提
供
を
停
止

し
た
と
き
若
し
く
は
第
三
者
へ
の
提
供
を
停
止

し
な
い
旨
の
決
定
を
し
た
と
き
は
、
本
人
に
対

し
、
書
面
又
は
電
磁
的
方
法
に
よ
り
、
遅
滞
な

く
、
そ
の
旨
を
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も

の
と
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
本
人
の
同
意
が
あ

る
と
き
は
、
こ
れ
以
外
の
方
法
に
よ
り
通
知
す

る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

十
一
　
理
由
の
説
明

個
人
信
用
情
報
取
扱
事
業
者
は
、
八
２
、
九

２
又
は
十
３
に
よ
り
、
本
人
か
ら
求
め
ら
れ
た

措
置
の
全
部
又
は
一
部
に
つ
い
て
、
そ
の
措
置

を
と
ら
な
い
旨
を
通
知
す
る
場
合
又
は
そ
の
措

置
と
異
な
る
措
置
を
と
る
旨
を
通
知
す
る
場
合

は
、
理
由
を
示
す
こ
と
が
困
難
な
事
情
が
あ
る

と
き
を
除
き
、
本
人
に
対
し
、
書
面
又
は
電
磁

的
方
法
に
よ
り
、
そ
の
理
由
を
説
明
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
本

人
の
同
意
が
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
以
外
の
方
法

に
よ
り
説
明
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る

こ
と
。

十
二
　
手
数
料

個
人
信
用
情
報
取
扱
事
業
者
は
、
保
有
個
人

信
用
デ
ー
タ
の
開
示
の
実
施
に
関
し
、
手
数
料

を
徴
収
す
る
場
合
は
、
実
費
の
範
囲
内
に
お
い

て
、
そ
の
手
数
料
の
額
を
定
め
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

十
三
　
個
人
信
用
情
報
取
扱

事
業
者
に
よ
る
苦
情
の
処
理

個
人
信
用
情
報
取
扱
事
業
者
は
、
個
人
信
用

情
報
の
取
扱
い
に
関
す
る
苦
情
の
適
切
か
つ
迅

速
な
処
理
に
努
め
、
そ
の
目
的
を
達
成
す
る
た

め
に
必
要
な
体
制
の
整
備
に
努
め
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

第
三
　
附
則

一

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行

す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

二

そ
の
他
所
要
の
規
定
の
整
備
を
行
う

も
の
と
す
る
こ
と
。

医
療
等
個
人
情
報
の
保
護

に
関
す
る
法
律
案
要
綱

（
河
村
た
か
し
第
一
次
私
案
）

第
一
　
総
則

一
　
目
的

こ
の
法
律
は
、
医
療
等
個
人
情
報
が
一
般
に

公
表
さ
れ
る
こ
と
を
欲
し
な
い
と
さ
れ
る
も
の

で
あ
り
、
か
つ
、
そ
の
漏
え
い
の
場
合
に
個
人

の
権
利
利
益
を
侵
害
す
る
危
険
性
が
大
き
い
こ

と
に
か
ん
が
み
、
医
療
等
個
人
情
報
の
適
正
な

取
扱
い
に
関
し
、
医
療
等
個
人
情
報
を
取
り
扱

う
事
業
者
の
遵
守
す
べ
き
義
務
等
を
定
め
る
こ

と
に
よ
り
、
医
療
等
個
人
情
報
の
有
用
性
に
配

慮
し
つ
つ
、
医
療
等
個
人
情
報
の
取
得
、
利

用
、
第
三
者
に
対
す
る
提
供
等
に
関
し
本
人
が

関
与
す
る
こ
と
そ
の
他
の
個
人
の
権
利
利
益
を

保
護
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
こ
と
。

二
　
定
義

１

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
医
療
等
個
人
情
報
」

と
は
、
生
存
す
る
個
人
の
医
療
、
介
護
又
は
福
祉

に
係
る
給
付
に
関
す
る
情
報
で
あ
っ
て
、
当
該
情

報
に
含
ま
れ
る
氏
名
、
生
年
月
日
そ
の
他
の
記
述

等
に
よ
り
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
こ
と
が
で
き

る
も
の
を
い
う
も
の
と
す
る
こ
と
。

２

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
医
療
等
個
人
情
報

デ
ー
タ
ベ
ー
ス
等
」
と
は
、
医
療
等
個
人
情
報

を
含
む
情
報
の
集
合
物
で
あ
っ
て
、
特
定
の
医

療
等
個
人
情
報
を
電
子
計
算
機
を
用
い
て
検
索

す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
体
系
的
に
構
成
し

た
も
の
、
及
び
特
定
の
医
療
等
個
人
情
報
を
容

易
に
検
索
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
体
系
的

に
構
成
し
た
も
の
と
し
て
政
令
で
定
め
る
も
の



を
い
う
も
の
と
す
る
こ
と
。

３

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
医
療
等
個
人
情
報

取
扱
事
業
者
」
と
は
、
医
療
等
個
人
情
報
デ
ー

タ
ベ
ー
ス
等
を
事
業
の
用
に
供
し
て
い
る
者
を

い
う
も
の
と
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
国
の
機

関
、
地
方
公
共
団
体
、
独
立
行
政
法
人
等
並
び

に
そ
の
取
り
扱
う
医
療
等
個
人
情
報
の
量
及
び

利
用
方
法
か
ら
み
て
個
人
の
権
利
利
益
を
害
す

る
お
そ
れ
が
少
な
い
も
の
と
し
て
政
令
で
定
め

る
者
を
除
く
も
の
と
す
る
こ
と
。

４

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
医
療
等
個
人
デ
ー

タ
」
と
は
、
医
療
等
個
人
情
報
デ
ー
タ
ベ
ー
ス

等
を
構
成
す
る
医
療
等
個
人
情
報
を
い
う
も
の

と
す
る
こ
と
。

５

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
保
有
医
療
等
個
人

デ
ー
タ
」
と
は
、
医
療
等
個
人
情
報
取
扱
事
業

者
が
、
開
示
、
内
容
の
訂
正
、
追
加
又
は
削

除
、
利
用
の
停
止
、
消
去
及
び
第
三
者
へ
の
提

供
の
停
止
を
行
う
こ
と
の
で
き
る
権
限
を
有
す

る
医
療
等
個
人
デ
ー
タ
で
あ
っ
て
、
そ
の
存
否

が
明
ら
か
に
な
る
こ
と
に
よ
り
公
益
そ
の
他
の

利
益
が
害
さ
れ
る
も
の
と
し
て
政
令
で
定
め
る

も
の
又
は
一
年
以
内
の
政
令
で
定
め
る
期
間
以

内
に
消
去
す
る
こ
と
と
な
る
も
の
以
外
の
も
の

を
い
う
も
の
と
す
る
こ
と
。

６

こ
の
法
律
に
お
い
て
医
療
等
個
人
情
報
に

つ
い
て
「
本
人
」
と
は
、
医
療
等
個
人
情
報
に

よ
っ
て
識
別
さ
れ
る
特
定
の
個
人
を
い
う
も
の

と
す
る
こ
と
。

第
二
　
医
療
等
個
人
情
報

取
扱
事
業
者
の
義
務

一
　
本
人
の
同
意

１

医
療
等
個
人
情
報
取
扱
事
業
者
は
、
あ
ら

か
じ
め
本
人
の
同
意
を
得
な
い
で
、
医
療
等
個

人
情
報
（
公
知
で
あ
る
も
の
を
除
く
。
）
を
取

り
扱
っ
て
は
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

２
　
１
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
に
つ
い
て

は
、
適
用
し
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

�
法
令
に
基
づ
く
場
合

�
人
の
生
命
又
は
身
体
の
保
護
の
た
め
に

必
要
が
あ
る
場
合
で
あ
っ
て
、
本
人
の
同

意
を
得
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
と
き
。

�
法
令
上
の
義
務
の
履
行
の
た
め
に
必

要
な
場
合
そ
の
他
こ
れ
に
準
ず
る
正
当
　

な
理
由
が
あ
る
場
合

二
　
利
用
目
的
の
特
定

医
療
等
個
人
情
報
取
扱
事
業
者
は
、
医
療
等
個

人
情
報
を
取
り
扱
う
に
当
た
っ
て
は
、
そ
の
利
用

目
的
を
で
き
る
限
り
特
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

も
の
と
し
、
利
用
目
的
を
変
更
す
る
場
合
に
は
、

変
更
前
の
利
用
目
的
と
相
当
の
関
連
性
を
有
す
る

と
合
理
的
に
認
め
ら
れ
る
範
囲
を
超
え
て
行
っ
て

は
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

三
　
利
用
目
的
に
よ
る
制
限

医
療
等
個
人
情
報
取
扱
事
業
者
は
、
法
令
に

基
づ
く
場
合
そ
の
他
一
定
の
場
合
を
除
き
、
あ

ら
か
じ
め
本
人
の
同
意
を
得
な
い
で
、
利
用
目

的
の
達
成
に
必
要
な
範
囲
を
超
え
て
、
医
療
等

個
人
情
報
を
取
り
扱
っ
て
は
な
ら
な
い
も
の
と

す
る
こ
と
。

四
　
適
正
な
取
得

医
療
等
個
人
情
報
取
扱
事
業
者
は
、
偽
り
そ

の
他
不
正
の
手
段
に
よ
り
医
療
等
個
人
情
報
を

取
得
し
て
は
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

五
　
取
得
に
際
し
て
の

利
用
目
的
の
通
知
等

医
療
等
個
人
情
報
取
扱
事
業
者
は
、
医
療
等

個
人
情
報
を
取
得
し
た
場
合
及
び
利
用
目
的
を

変
更
し
た
場
合
は
、
一
定
の
場
合
を
除
き
、
速

や
か
に
、
そ
の
利
用
目
的
を
、
本
人
に
通
知
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。
た
だ

し
、
本
人
に
通
知
す
る
こ
と
に
よ
り
多
額
の
費

用
を
要
す
る
こ
と
と
な
る
場
合
そ
の
他
本
人
へ

の
通
知
が
困
難
な
場
合
は
、
利
用
目
的
の
公
表

を
も
っ
て
足
り
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

六
　
デ
ー
タ
内
容
の
正
確
性
の
確
保

医
療
等
個
人
情
報
取
扱
事
業
者
は
、
利
用
目
的

の
達
成
に
必
要
な
範
囲
内
に
お
い
て
、
医
療
等
個

人
デ
ー
タ
を
正
確
か
つ
最
新
の
内
容
に
保
つ
よ
う

努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

七
　
安
全
管
理
措
置
等

医
療
等
個
人
情
報
取
扱
事
業
者
は
、
そ
の
取

り
扱
う
医
療
等
個
人
デ
ー
タ
の
漏
え
い
、
滅
失

又
は
き
損
の
防
止
そ
の
他
の
医
療
等
個
人
デ
ー

タ
の
安
全
管
理
の
た
め
に
必
要
か
つ
適
切
な
措

置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
し
、
そ

の
従
業
者
及
び
委
託
先
に
対
す
る
必
要
か
つ
適

切
な
監
督
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と

す
る
こ
と
。

八
　
第
三
者
提
供
の
制
限

１

医
療
等
個
人
情
報
取
扱
事
業
者
は
、
法
令

に
基
づ
く
場
合
そ
の
他
一
定
の
場
合
を
除
き
、

あ
ら
か
じ
め
本
人
の
同
意
を
得
な
い
で
、
医
療

等
個
人
デ
ー
タ
を
第
三
者
に
提
供
し
て
は
な
ら

な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

２

医
療
等
個
人
情
報
取
扱
事
業
者
は
、
本
人

の
求
め
に
応
じ
て
当
該
本
人
が
識
別
さ
れ
る
医

療
等
個
人
デ
ー
タ
の
第
三
者
へ
の
提
供
を
停
止

す
る
こ
と
と
し
て
い
る
場
合
で
あ
っ
て
、
一
定

の
事
項
に
つ
い
て
、
あ
ら
か
じ
め
、
本
人
に
通

知
し
、
又
は
本
人
が
容
易
に
知
り
得
る
状
態
に

置
い
て
い
る
と
き
は
、
１
に
か
か
わ
ら
ず
、
当

該
医
療
等
個
人
デ
ー
タ
を
第
三
者
に
提
供
す
る

こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

３

医
療
等
個
人
情
報
取
扱
事
業
者
が
利
用
目
的

の
達
成
に
必
要
な
範
囲
内
に
お
い
て
医
療
等
個
人

デ
ー
タ
の
取
扱
い
の
全
部
又
は
一
部
を
委
託
す
る

場
合
そ
の
他
一
定
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
医
療

等
個
人
デ
ー
タ
の
提
供
を
受
け
る
者
は
、
第
三
者

に
該
当
し
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

九
　
保
有
医
療
等
個
人
デ
ー
タ

に
関
す
る
事
項
の
公
表
等

１

医
療
等
個
人
情
報
取
扱
事
業
者
は
、
保
有

医
療
等
個
人
デ
ー
タ
に
関
し
、
当
該
医
療
等
個

人
情
報
取
扱
事
業
者
の
氏
名
又
は
名
称
、
す
べ

て
の
保
有
医
療
等
個
人
デ
ー
タ
の
利
用
目
的
そ

の
他
の
事
項
に
つ
い
て
、
本
人
の
知
り
得
る
状

態
（
本
人
の
求
め
に
応
じ
て
遅
滞
な
く
回
答
す

る
場
合
を
含
む
。
）
に
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
も
の
と
す
る
こ
と
。

２

医
療
等
個
人
情
報
取
扱
事
業
者
は
、
本
人

か
ら
、
当
該
本
人
が
識
別
さ
れ
る
保
有
医
療
等

個
人
デ
ー
タ
の
利
用
目
的
の
通
知
を
求
め
ら
れ

た
と
き
は
、
一
定
の
場
合
を
除
き
、
本
人
に
対

し
、
遅
滞
な
く
、
こ
れ
を
通
知
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

３

医
療
等
個
人
情
報
取
扱
事
業
者
は
、
２
に
基

づ
き
求
め
ら
れ
た
保
有
医
療
等
個
人
デ
ー
タ
の
利

用
目
的
を
通
知
し
な
い
旨
の
決
定
を
し
た
と
き

は
、
本
人
に
対
し
、
遅
滞
な
く
、
こ
れ
を
通
知
し
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な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

４

２
及
び
３
の
通
知
は
、
書
面
又
は
電
磁
的

方
法
に
よ
り
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と

す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
本
人
の
同
意
が
あ
る
と

き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

十
　
開
　
示

１

医
療
等
個
人
情
報
取
扱
事
業
者
は
、
本
人

か
ら
、
当
該
本
人
が
識
別
さ
れ
る
保
有
医
療
等

個
人
デ
ー
タ
の
開
示
を
求
め
ら
れ
た
と
き
は
、

一
定
の
場
合
を
除
き
、
本
人
に
対
し
、
政
令
で

定
め
る
方
法
に
よ
り
、
遅
滞
な
く
、
当
該
保
有

医
療
等
個
人
デ
ー
タ
を
開
示
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

２

医
療
等
個
人
情
報
取
扱
事
業
者
は
、
１
に

基
づ
き
求
め
ら
れ
た
保
有
医
療
等
個
人
デ
ー
タ

の
全
部
又
は
一
部
に
つ
い
て
開
示
し
な
い
旨
の

決
定
を
し
た
と
き
は
、
本
人
に
対
し
、
書
面
又

は
電
磁
的
方
法
に
よ
り
、
遅
滞
な
く
、
そ
の
旨

を
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ

と
。
た
だ
し
、
本
人
の
同
意
が
あ
る
と
き
は
、

こ
れ
以
外
の
方
法
に
よ
り
通
知
す
る
こ
と
が
で

き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

十
一
　
訂
正
等

１

医
療
等
個
人
情
報
取
扱
事
業
者
は
、
本
人

か
ら
、
当
該
本
人
が
識
別
さ
れ
る
保
有
医
療
等

個
人
デ
ー
タ
の
内
容
が
事
実
で
な
い
と
い
う
理

由
に
よ
っ
て
当
該
保
有
医
療
等
個
人
デ
ー
タ
の

内
容
の
訂
正
等
を
求
め
ら
れ
た
場
合
に
は
、
遅

滞
な
く
必
要
な
調
査
を
行
い
、
そ
の
結
果
に
基

づ
き
、
当
該
保
有
医
療
等
個
人
デ
ー
タ
の
内
容

の
訂
正
等
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と

す
る
こ
と
。

２

医
療
等
医
療
等
個
人
情
報
取
扱
事
業
者
は
、

１
に
基
づ
き
求
め
ら
れ
た
保
有
医
療
等
個
人
デ
ー

タ
の
内
容
の
全
部
若
し
く
は
一
部
に
つ
い
て
訂
正

等
を
行
っ
た
と
き
、
又
は
訂
正
等
を
行
わ
な
い
旨

の
決
定
を
し
た
と
き
は
、
本
人
に
対
し
、
書
面
又

は
電
磁
的
方
法
に
よ
り
、
遅
滞
な
く
、
そ
の
旨

（
訂
正
等
を
行
っ
た
と
き
は
、
そ
の
内
容
を
含

む
。
）
を
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す

る
こ
と
。
た
だ
し
、
本
人
の
同
意
が
あ
る
と
き

は
、
こ
れ
以
外
の
方
法
に
よ
り
通
知
す
る
こ
と
が

で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

十
二
　
利
用
停
止
等

１

医
療
等
個
人
情
報
取
扱
事
業
者
は
、
本
人

か
ら
、
一
、
三
又
は
四
に
違
反
し
て
い
る
と
い

う
理
由
に
よ
っ
て
、
当
該
本
人
が
識
別
さ
れ
る

保
有
医
療
等
個
人
デ
ー
タ
の
利
用
停
止
等
を
求

め
ら
れ
た
場
合
で
あ
っ
て
、
そ
の
求
め
に
理
由

が
あ
る
こ
と
が
判
明
し
た
と
き
は
、
一
定
の
場

合
を
除
き
、
遅
滞
な
く
、
当
該
保
有
医
療
等
個

人
デ
ー
タ
の
利
用
停
止
等
を
行
わ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

２

医
療
等
医
療
等
個
人
情
報
取
扱
事
業
者
は
、

本
人
か
ら
、
八
１
に
違
反
し
て
い
る
と
い
う
理
由

に
よ
っ
て
、
当
該
本
人
が
識
別
さ
れ
る
保
有
医
療

等
個
人
デ
ー
タ
の
第
三
者
へ
の
提
供
の
停
止
を
求

め
ら
れ
た
場
合
で
あ
っ
て
、
そ
の
求
め
に
理
由
が

あ
る
こ
と
が
判
明
し
た
と
き
は
、
一
定
の
場
合
を

除
き
、
遅
滞
な
く
、
当
該
保
有
医
療
等
個
人
デ
ー

タ
の
第
三
者
へ
の
提
供
を
停
止
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

３

医
療
等
個
人
情
報
取
扱
事
業
者
は
、
１
に

基
づ
き
求
め
ら
れ
た
保
有
医
療
等
個
人
デ
ー
タ

の
全
部
若
し
く
は
一
部
に
つ
い
て
利
用
停
止
等

を
行
っ
た
と
き
若
し
く
は
利
用
停
止
等
を
行
わ

な
い
旨
の
決
定
を
し
た
と
き
、
又
は
２
に
基
づ

き
求
め
ら
れ
た
保
有
医
療
等
個
人
デ
ー
タ
の
全

部
若
し
く
は
一
部
に
つ
い
て
第
三
者
へ
の
提
供

を
停
止
し
た
と
き
若
し
く
は
第
三
者
へ
の
提
供

を
停
止
し
な
い
旨
の
決
定
を
し
た
と
き
は
、
本

人
に
対
し
、
書
面
又
は
電
磁
的
方
法
に
よ
り
、

遅
滞
な
く
、
そ
の
旨
を
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

た
だ
し
、
本
人
の
同
意
が
あ
る
と
き
は
、
こ

れ
以
外
の
方
法
に
よ
り
通
知
す
る
こ
と
が
で
き

る
も
の
と
す
る
こ
と
。

十
三
　
理
由
の
説
明

医
療
等
個
人
情
報
取
扱
事
業
者
は
、
九
３
、

十
２
、
十
一
２
又
は
十
二
３
に
よ
り
、
本
人
か

ら
求
め
ら
れ
た
措
置
の
全
部
又
は
一
部
に
つ
い

て
、
そ
の
措
置
を
と
ら
な
い
旨
を
通
知
す
る
場

合
又
は
そ
の
措
置
と
異
な
る
措
置
を
と
る
旨
を

通
知
す
る
場
合
は
、
理
由
を
示
す
こ
と
が
困
難

な
事
情
が
あ
る
と
き
を
除
き
、
本
人
に
対
し
、

書
面
又
は
電
磁
的
方
法
に
よ
り
、
そ
の
理
由
を

説
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ

と
。
た
だ
し
、
本
人
の
同
意
が
あ
る
と
き
は
、

こ
れ
以
外
の
方
法
に
よ
り
説
明
す
る
こ
と
が
で

き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

十
四
　
手
数
料

医
療
等
個
人
情
報
取
扱
事
業
者
は
、
利
用
目

的
の
通
知
又
は
保
有
医
療
等
個
人
デ
ー
タ
の
開

示
の
実
施
に
関
し
、
手
数
料
を
徴
収
す
る
場
合

は
、
実
費
の
範
囲
内
に
お
い
て
、
そ
の
手
数
料

の
額
を
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る

こ
と
。

十
五
　
医
療
等
個
人
情
報
取
扱

事
業
者
に
よ
る
苦
情
の
処
理

医
療
等
個
人
情
報
取
扱
事
業
者
は
、
医
療
等

個
人
情
報
の
取
扱
い
に
関
す
る
苦
情
の
適
切
か

つ
迅
速
な
処
理
に
努
め
、
そ
の
目
的
を
達
成
す

る
た
め
に
必
要
な
体
制
の
整
備
に
努
め
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

第
三
　
適
用
除
外

医
療
等
個
人
情
報
取
扱
事
業
者
が
医
療
等
個

人
情
報
を
取
り
扱
う
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
目

的
の
全
部
又
は
一
部
が
次
の
各
号
に
掲
げ
る
目

的
で
あ
る
と
き
は
、
第
二
の
規
定
は
、
適
用
し

な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

１

報
道
の
用
に
供
す
る
目
的

２

著
述
の
用
に
供
す
る
目
的

３

１
及
び
２
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
不
特

定
か
つ
多
数
の
者
に
対
し
て
、
情
報
を
発
表

し
、
又
は
伝
達
す
る
活
動
（
医
療
等
個
人
情

報
を
記
録
し
た
名
簿
、
個
人
の
住
宅
の
所
在

を
明
ら
か
に
す
る
地
図
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類

す
る
医
療
等
個
人
情
報
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
等
で

あ
っ
て
政
令
で
定
め
る
も
の
を
発
表
し
、
又

は
伝
達
す
る
活
動
を
除
く
。
）
の
用
に
供
す

る
目
的

４

学
術
研
究
の
用
に
供
す
る
目
的

５

宗
教
活
動
（
こ
れ
に
付
随
す
る
活
動
を
含

む
。
）
の
用
に
供
す
る
目
的

６

政
治
活
動
（
こ
れ
に
付
随
す
る
活
動
を
含

む
。
）
の
用
に
供
す
る
目
的

第
四
　
附
則

一

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て

○
○
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定

め
る
日
か
ら
施
行
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

二

政
府
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
後
三
年
を
目



途
と
し
て
、
こ
の
法
律
の
施
行
の
状
況
に
つ
い

て
検
討
を
加
え
、
そ
の
結
果
に
基
づ
い
て
必
要

な
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

三

そ
の
他
所
要
の
規
定
の
整
備
を
行
う
も
の

と
す
る
こ
と
。

電
子
商
取
引
個
人
情
報
の

保
護
に
関
す
る
法
律
案
要
綱

（
河
村
た
か
し
第
一
次
私
案
）

第
一
　
総
則

一
　
目
　
的

こ
の
法
律
は
、
電
子
商
取
引
個
人
情
報
の
適

正
な
取
扱
い
に
関
し
、
基
本
理
念
を
定
め
る
と

と
も
に
、
電
子
商
取
引
個
人
情
報
取
扱
事
業
者

の
遵
守
す
べ
き
義
務
等
を
定
め
、
電
子
商
取
引

個
人
情
報
の
有
用
性
に
配
慮
し
つ
つ
、
電
子
商

取
引
個
人
情
報
の
取
得
、
利
用
、
第
三
者
に
対

す
る
提
供
等
に
関
し
本
人
が
関
与
す
る
こ
と
そ

の
他
の
個
人
の
権
利
利
益
を
保
護
す
る
こ
と
を

目
的
と
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

二
　
定
　
義

１

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
個
人
情
報
」
と
は
、

生
存
す
る
個
人
に
関
す
る
情
報
で
あ
っ
て
、
当
該

情
報
に
含
ま
れ
る
氏
名
、
生
年
月
日
そ
の
他
の
記

述
等
に
よ
り
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
こ
と
が
で

き
る
も
の
を
い
う
も
の
と
す
る
こ
と
。

２

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
電
子
商
取
引

個
人
情
報
」
と
は
、
電
磁
的
方
法
（
電
子
情

報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
そ
の
他
の
情
報

通
信
の
技
術
を
利
用
す
る
方
法
で
あ
っ
て
政
令

で
定
め
る
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
よ

り
取
引
又
は
取
引
に
つ
い
て
の
広
告
若
し
く
は

宣
伝
そ
の
他
政
令
で
定
め
る
行
為
（
以
下
こ
の

項
に
お
い
て
「
電
子
商
取
引
」
と
い
う
。
）
を

行
う
事
業
者
又
は
電
子
商
取
引
に
係
る
情
報
を

取
り
扱
う
政
令
で
定
め
る
事
業
者
（
以
下
「
電

子
商
取
引
事
業
者
」
と
い
う
。
）
が
、
電
子
商

取
引
に
関
し
て
取
得
し
た
個
人
情
報
を
い
う
も

の
と
す
る
こ
と
。

３

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
電
子
商
取
引
個
人

情
報
取
扱
事
業
者
」
と
は
、
電
子
商
取
引
事
業

者
そ
の
他
政
令
で
定
め
る
事
業
者
で
あ
っ
て
電

子
商
取
引
個
人
情
報
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
等
を
事
業

の
用
に
供
し
て
い
る
も
の
（
国
の
機
関
、
地
方

公
共
団
体
又
は
独
立
行
政
法
人
等
を
除
く
。
）

を
い
う
も
の
と
す
る
こ
と
。

４

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
電
子
商
取
引
個
人

デ
ー
タ
」
と
は
、
電
子
商
取
引
個
人
情
報
デ
ー

タ
ベ
ー
ス
等
（
電
子
商
取
引
個
人
情
報
を
含
む

情
報
の
集
合
物
で
あ
っ
て
、
特
定
の
電
子
商
取

引
個
人
情
報
を
電
子
計
算
機
を
用
い
て
検
索
す

る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
体
系
的
に
構
成
し
た

も
の
及
び
特
定
の
電
子
商
取
引
個
人
情
報
を
容

易
に
検
索
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
体
系
的

に
構
成
し
た
も
の
と
し
て
政
令
で
定
め
る
も
の

を
い
う
。
）
を
構
成
す
る
電
子
商
取
引
個
人
情

報
を
い
う
も
の
と
す
る
こ
と
。

５

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
保
有
電
子
商
取
引

個
人
デ
ー
タ
」
と
は
、
電
子
商
取
引
個
人
情
報

取
扱
事
業
者
が
、
開
示
、
内
容
の
訂
正
、
追
加

又
は
削
除
、
利
用
の
停
止
、
消
去
及
び
第
三
者

へ
の
提
供
の
停
止
を
行
う
こ
と
の
で
き
る
権
限

を
有
す
る
電
子
商
取
引
個
人
デ
ー
タ
を
い
う
も

の
と
す
る
こ
と
。

６

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
本
人
」
と
は
、
電

子
商
取
引
個
人
情
報
に
よ
っ
て
識
別
さ
れ
る
特

定
の
個
人
を
い
う
も
の
と
す
る
こ
と
。

三
　
基
本
理
念

１

電
子
商
取
引
個
人
情
報
は
、
個
人
の
人
格

尊
重
の
理
念
の
下
に
慎
重
に
取
り
扱
わ
れ
る
べ

き
も
の
で
あ
る
こ
と
に
か
ん
が
み
、
そ
の
適
正

な
取
扱
い
が
図
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の

と
す
る
こ
と
。

２

思
想
及
び
信
条
、
心
身
の
状
況
、
経
歴
等

に
関
す
る
電
子
商
取
引
個
人
情
報
で
あ
っ
て
、

一
般
に
公
表
さ
れ
る
こ
と
を
欲
し
な
い
と
さ
れ

る
も
の
及
び
差
別
の
原
因
と
な
る
お
そ
れ
の
あ

る
電
子
商
取
引
個
人
情
報
は
、
特
に
慎
重
な
取

扱
い
が
図
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す

る
こ
と
。

第
二
　
電
子
商
取
引
個
人
情
報

取
扱
事
業
者
の
義
務

一

特
に
慎
重
な
取
扱
い
を

要
す
る
電
子
商
取
引
個
人
情
報

１

電
子
商
取
引
個
人
情
報
取
扱
事
業
者
は
、

本
人
と
の
間
で
契
約
を
締
結
す
る
こ
と
に
伴
っ

て
電
磁
的
方
法
に
よ
り
当
該
本
人
の
次
に
掲
げ

る
事
項
を
含
む
電
子
商
取
引
個
人
情
報
（
公
知

で
あ
る
も
の
を
除
く
。
以
下
一
に
お
い
て
「
特

定
電
子
商
取
引
個
人
情
報
」
と
い
う
。
）
を
取

得
す
る
場
合
そ
の
他
本
人
か
ら
直
接
電
磁
的
方

法
に
よ
り
当
該
本
人
の
特
定
電
子
商
取
引
個
人

情
報
を
取
得
す
る
場
合
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
経

済
産
業
省
令
で
定
め
る
方
法
に
よ
り
、
本
人
に

対
し
そ
の
旨
を
明
示
し
、
及
び
そ
の
同
意
を
得

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

①
思
想
及
び
信
条
に
関
す
る
事
項

②
医
療
に
関
す
る
事
項

③
福
祉
に
係
る
給
付
に
関
す
る
事
項

④
犯
罪
の
経
歴
に
関
す
る
事
項

⑤
人
種
、
民
族
、
社
会
的
身
分
、
門
地
並
び

に
出
生
地
及
び
本
籍
地

２

電
子
商
取
引
個
人
情
報
取
扱
事
業
者

は
、
１
の
場
合
の
ほ
か
、
特
定
電
子
商
取
引
個

人
情
報
を
取
得
す
る
場
合
は
、
あ
ら
か
じ
め
本

人
の
同
意
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す

る
こ
と
。

３

１
及
び
２
は
、
法
令
に
基
づ
く
場
合
等
に

つ
い
て
は
、
適
用
し
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

二
　
利
用
目
的
の
特
定

電
子
商
取
引
個
人
情
報
取
扱
事
業
者
は
、
電

子
商
取
引
個
人
情
報
を
取
り
扱
う
に
当
た
っ
て

は
、
そ
の
利
用
目
的
を
で
き
る
限
り
特
定
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
し
、
利
用
目
的
を
変

更
す
る
場
合
に
は
、
変
更
前
の
利
用
目
的
と
相

当
の
関
連
性
を
有
す
る
と
合
理
的
に
認
め
ら
れ

る
範
囲
を
超
え
て
行
っ
て
は
な
ら
な
い
も
の
と

す
る
こ
と
。

三
　
利
用
目
的
に
よ
る
制
限

電
子
商
取
引
個
人
情
報
取
扱
事
業
者
は
、
法

令
に
基
づ
く
場
合
そ
の
他
一
定
の
場
合
を
除

き
、
あ
ら
か
じ
め
本
人
の
同
意
を
得
な
い
で
、

利
用
目
的
の
達
成
に
必
要
な
範
囲
を
超
え
て
、

電
子
商
取
引
個
人
情
報
を
取
り
扱
っ
て
は
な
ら

な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。
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四
　
適
正
な
取
得

電
子
商
取
引
個
人
情
報
取
扱
事
業
者
は
、
偽
り

そ
の
他
不
正
の
手
段
に
よ
り
電
子
商
取
引
個
人
情

報
を
取
得
し
て
は
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

五
　
取
得
に
際
し
て
の

利
用
目
的
の
明
示
等

１

電
子
商
取
引
個
人
情
報
取
扱
事
業
者
は
、

本
人
と
の
間
で
契
約
を
締
結
す
る
こ
と
に
伴
っ

て
電
磁
的
方
法
に
よ
り
当
該
本
人
の
電
子
商
取

引
個
人
情
報
を
取
得
す
る
場
合
そ
の
他
本
人
か

ら
直
接
電
磁
的
方
法
に
よ
り
当
該
本
人
の
電
子

商
取
引
個
人
情
報
を
取
得
す
る
場
合
は
、
あ
ら

か
じ
め
、
本
人
に
対
し
利
用
目
的
を
明
示
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

２

電
子
商
取
引
個
人
情
報
取
扱
事
業
者
は
、

１
の
場
合
の
ほ
か
、
電
子
商
取
引
個
人
情
報
を

取
得
し
た
場
合
は
、
一
定
の
場
合
を
除
き
、
速

や
か
に
、
そ
の
利
用
目
的
を
、
本
人
に
通
知
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。
た
だ

し
、
本
人
に
通
知
す
る
こ
と
に
よ
り
多
額
の
費

用
を
要
す
る
こ
と
と
な
る
場
合
そ
の
他
本
人
へ

の
通
知
が
困
難
な
場
合
は
、
利
用
目
的
の
公
表

を
も
っ
て
足
り
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

六
　
デ
ー
タ
内
容
の
正
確
性
の
確
保

電
子
商
取
引
個
人
情
報
取
扱
事
業
者
は
、
利

用
目
的
の
達
成
に
必
要
な
範
囲
内
に
お
い
て
、

電
子
商
取
引
個
人
デ
ー
タ
を
正
確
か
つ
最
新
の

内
容
に
保
つ
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も

の
と
す
る
こ
と
。

七
　
安
全
管
理
措
置
等

電
子
商
取
引
個
人
情
報
取
扱
事
業
者
は
、
そ

の
取
り
扱
う
電
子
商
取
引
個
人
デ
ー
タ
の
漏
え

い
、
滅
失
又
は
き
損
の
防
止
そ
の
他
の
電
子
商

取
引
個
人
デ
ー
タ
の
安
全
管
理
の
た
め
に
必
要

か
つ
適
切
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

も
の
と
し
、
そ
の
従
業
者
及
び
委
託
先
に
対
す

る
必
要
か
つ
適
切
な
監
督
を
行
わ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

八
　
第
三
者
提
供
の
制
限

１

電
子
商
取
引
個
人
情
報
取
扱
事
業
者
は
、

法
令
に
基
づ
く
場
合
そ
の
他
一
定
の
場
合
を
除

き
、
あ
ら
か
じ
め
本
人
の
同
意
を
得
な
い
で
、

電
子
商
取
引
個
人
デ
ー
タ
を
第
三
者
に
提
供
し

て
は
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

２

電
子
商
取
引
個
人
情
報
取
扱
事
業
者
は
、
本

人
の
求
め
に
応
じ
て
当
該
本
人
が
識
別
さ
れ
る
電

子
商
取
引
個
人
デ
ー
タ
の
第
三
者
へ
の
提
供
を
停

止
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
場
合
で
あ
っ
て
、
一
定

の
事
項
に
つ
い
て
、
あ
ら
か
じ
め
、
本
人
に
通
知

し
、
又
は
本
人
が
容
易
に
知
り
得
る
状
態
に
置
い

て
い
る
と
き
は
、
１
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
電
子

商
取
引
個
人
デ
ー
タ
を
第
三
者
に
提
供
す
る
こ
と

が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

３

電
子
商
取
引
個
人
情
報
取
扱
事
業
者
が
利

用
目
的
の
達
成
に
必
要
な
範
囲
内
に
お
い
て
電

子
商
取
引
個
人
デ
ー
タ
の
取
扱
い
の
全
部
又
は

一
部
を
委
託
す
る
場
合
そ
の
他
一
定
の
場
合
に

お
い
て
、
当
該
電
子
商
取
引
個
人
デ
ー
タ
の
提

供
を
受
け
る
者
は
、
第
三
者
に
該
当
し
な
い
も

の
と
す
る
こ
と
。

九
　
保
有
電
子
商
取
引
個
人

デ
ー
タ
に
関
す
る
事
項
の
公
表
等

１

電
子
商
取
引
個
人
情
報
取
扱
事
業
者
は
、

保
有
電
子
商
取
引
個
人
デ
ー
タ
に
関
し
、
当
該

電
子
商
取
引
個
人
情
報
取
扱
事
業
者
の
名
称
又

は
氏
名
、
す
べ
て
の
保
有
電
子
商
取
引
個
人
デ

ー
タ
の
利
用
目
的
そ
の
他
の
事
項
に
つ
い
て
、

本
人
の
知
り
得
る
状
態
（
本
人
の
求
め
に
応
じ

て
遅
滞
な
く
回
答
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
置

か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

２

電
子
商
取
引
個
人
情
報
取
扱
事
業
者
は
、

本
人
か
ら
、
当
該
本
人
が
識
別
さ
れ
る
保
有
電

子
商
取
引
個
人
デ
ー
タ
の
利
用
目
的
の
通
知
を

求
め
ら
れ
た
と
き
は
、
一
定
の
場
合
を
除
き
、

本
人
に
対
し
、
遅
滞
な
く
、
こ
れ
を
通
知
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

３

電
子
商
取
引
個
人
情
報
取
扱
事
業
者
は
、

２
に
基
づ
き
求
め
ら
れ
た
保
有
電
子
商
取
引
個

人
デ
ー
タ
の
利
用
目
的
を
通
知
し
な
い
旨
の
決

定
を
し
た
と
き
は
、
本
人
に
対
し
、
遅
滞
な

く
、
こ
れ
を
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の

と
す
る
こ
と
。

４

２
及
び
３
の
通
知
は
、
書
面
又
は
電
磁
的

方
法
に
よ
り
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と

す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
本
人
の
同
意
が
あ
る
と

き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

十
　
開
　
示

１

電
子
商
取
引
個
人
情
報
取
扱
事
業
者

は
、
本
人
か
ら
、
当
該
本
人
が
識
別
さ
れ
る
保

有
電
子
商
取
引
個
人
デ
ー
タ
の
開
示
を
求
め
ら

れ
た
と
き
は
、
一
定
の
場
合
を
除
き
、
本
人
に

対
し
、
政
令
で
定
め
る
方
法
に
よ
り
、
遅
滞
な

く
、
当
該
保
有
電
子
商
取
引
個
人
デ
ー
タ
を
開

示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

２

電
子
商
取
引
個
人
情
報
取
扱
事
業
者
は
、

１
に
基
づ
き
求
め
ら
れ
た
保
有
電
子
商
取
引
個

人
デ
ー
タ
の
全
部
又
は
一
部
に
つ
い
て
開
示
し

な
い
旨
の
決
定
を
し
た
と
き
は
、
本
人
に
対

し
、
書
面
又
は
電
磁
的
方
法
に
よ
り
、
遅
滞
な

く
、
そ
の
旨
を
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も

の
と
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
本
人
の
同
意
が
あ

る
と
き
は
、
こ
れ
以
外
の
方
法
に
よ
り
通
知
す

る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

十
一
　
訂
正
等

１

電
子
商
取
引
個
人
情
報
取
扱
事
業
者
は
、

本
人
か
ら
、
当
該
本
人
が
識
別
さ
れ
る
保
有
電

子
商
取
引
個
人
デ
ー
タ
の
内
容
が
事
実
で
な
い

と
い
う
理
由
に
よ
っ
て
当
該
保
有
電
子
商
取
引

個
人
デ
ー
タ
の
内
容
の
訂
正
等
を
求
め
ら
れ
た

場
合
に
は
、
遅
滞
な
く
必
要
な
調
査
を
行
い
、

そ
の
結
果
に
基
づ
き
、
当
該
保
有
電
子
商
取
引

個
人
デ
ー
タ
の
内
容
の
訂
正
等
を
行
わ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

２

電
子
商
取
引
個
人
情
報
取
扱
事
業
者
は
、
１

に
基
づ
き
求
め
ら
れ
た
保
有
電
子
商
取
引
個
人
デ

ー
タ
の
内
容
の
全
部
若
し
く
は
一
部
に
つ
い
て
訂

正
等
を
行
っ
た
と
き
、
又
は
訂
正
等
を
行
わ
な
い

旨
の
決
定
を
し
た
と
き
は
、
本
人
に
対
し
、
書
面

又
は
電
磁
的
方
法
に
よ
り
、
遅
滞
な
く
、
そ
の
旨

（
訂
正
等
を
行
っ
た
と
き
は
、
そ
の
内
容
を
含

む
。
）
を
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す

る
こ
と
。
た
だ
し
、
本
人
の
同
意
が
あ
る
と
き

は
、
こ
れ
以
外
の
方
法
に
よ
り
通
知
す
る
こ
と
が

で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

十
二
　
利
用
停
止
等

１

電
子
商
取
引
個
人
情
報
取
扱
事
業
者
は
、

本
人
か
ら
、
一
、
三
又
は
四
に
違
反
し
て
い
る

と
い
う
理
由
に
よ
っ
て
、
当
該
本
人
が
識
別
さ

れ
る
保
有
電
子
商
取
引
個
人
デ
ー
タ
の
利
用
停

止
等
を
求
め
ら
れ
た
場
合
で
あ
っ
て
、
そ
の
求

め
に
理
由
が
あ
る
こ
と
が
判
明
し
た
と
き
は
、



一
定
の
場
合
を
除
き
、
遅
滞
な
く
、
当
該
保
有

電
子
商
取
引
個
人
デ
ー
タ
の
利
用
停
止
等
を
行

わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

２

電
子
商
取
引
個
人
情
報
取
扱
事
業
者
は
、
本

人
か
ら
、
八
１
に
違
反
し
て
い
る
と
い
う
理
由
に

よ
っ
て
、
当
該
本
人
が
識
別
さ
れ
る
保
有
電
子
商

取
引
個
人
デ
ー
タ
の
第
三
者
へ
の
提
供
の
停
止
を

求
め
ら
れ
た
場
合
で
あ
っ
て
、
そ
の
求
め
に
理
由

が
あ
る
こ
と
が
判
明
し
た
と
き
は
、
一
定
の
場
合

を
除
き
、
遅
滞
な
く
、
当
該
保
有
電
子
商
取
引
個

人
デ
ー
タ
の
第
三
者
へ
の
提
供
を
停
止
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

３

電
子
商
取
引
個
人
情
報
取
扱
事
業
者
は
、

１
に
基
づ
き
求
め
ら
れ
た
保
有
電
子
商
取
引
個

人
デ
ー
タ
の
全
部
若
し
く
は
一
部
に
つ
い
て
利

用
停
止
等
を
行
っ
た
と
き
若
し
く
は
利
用
停
止

等
を
行
わ
な
い
旨
の
決
定
を
し
た
と
き
、
又
は

２
に
基
づ
き
求
め
ら
れ
た
保
有
電
子
商
取
引
個

人
デ
ー
タ
の
全
部
若
し
く
は
一
部
に
つ
い
て
第

三
者
へ
の
提
供
を
停
止
し
た
と
き
若
し
く
は
第

三
者
へ
の
提
供
を
停
止
し
な
い
旨
の
決
定
を
し

た
と
き
は
、
本
人
に
対
し
、
書
面
又
は
電
磁
的

方
法
に
よ
り
、
遅
滞
な
く
、
そ
の
旨
を
通
知
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。
た
だ

し
、
本
人
の
同
意
が
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
以
外

の
方
法
に
よ
り
通
知
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の

と
す
る
こ
と
。

十
三
　
理
由
の
説
明

電
子
商
取
引
個
人
情
報
取
扱
事
業
者
は
、
九

３
、
十
２
、
十
一
２
又
は
十
二
３
に
よ
り
、
本

人
か
ら
求
め
ら
れ
た
措
置
の
全
部
又
は
一
部
に

つ
い
て
、
そ
の
措
置
を
と
ら
な
い
旨
を
通
知
す

る
場
合
又
は
そ
の
措
置
と
異
な
る
措
置
を
と
る

旨
を
通
知
す
る
場
合
は
、
理
由
を
示
す
こ
と
が

困
難
な
事
情
が
あ
る
と
き
を
除
き
、
本
人
に
対

し
、
書
面
又
は
電
磁
的
方
法
に
よ
り
、
そ
の
理

由
を
説
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る

こ
と
。
た
だ
し
、
本
人
の
同
意
が
あ
る
と
き

は
、
こ
れ
以
外
の
方
法
に
よ
り
説
明
す
る
こ
と

が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

十
四
　
手
数
料

電
子
商
取
引
個
人
情
報
取
扱
事
業
者
は
、
利

用
目
的
の
通
知
又
は
保
有
電
子
商
取
引
個
人
デ

ー
タ
の
開
示
の
実
施
に
関
し
、
手
数
料
を
徴
収

す
る
場
合
は
、
実
費
の
範
囲
内
に
お
い
て
、
そ

の
手
数
料
の
額
を
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も

の
と
す
る
こ
と
。

十
五
　
電
子
商
取
引
個
人
情
報
取
扱

事
業
者
に
よ
る
苦
情
の
処
理

電
子
商
取
引
個
人
情
報
取
扱
事
業
者
は
、
電

子
商
取
引
個
人
情
報
の
取
扱
い
に
関
す
る
苦
情

の
適
切
か
つ
迅
速
な
処
理
に
努
め
、
そ
の
目
的

を
達
成
す
る
た
め
に
必
要
な
体
制
の
整
備
に
努

め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

個
人
教
育
情
報
の
保
護
に

関
す
る
法
律
案
要
綱

（
河
村
た
か
し
第
一
次
私
案
）

第
一
　
総
則

一
　
目
　
的

こ
の
法
律
は
、
高
度
情
報
通
信
社
会
の
進
展

に
伴
い
個
人
教
育
情
報
の
利
用
が
著
し
く
拡
大

し
て
い
る
こ
と
に
か
ん
が
み
、
個
人
教
育
情
報

の
適
正
な
取
扱
い
に
関
し
個
人
教
育
情
報
を
取

り
扱
う
事
業
者
の
遵
守
す
べ
き
義
務
等
を
定
め

る
こ
と
に
よ
り
、
個
人
教
育
情
報
の
有
用
性
に

配
慮
し
つ
つ
、
個
人
教
育
情
報
の
取
得
、
利

用
、
第
三
者
に
対
す
る
提
供
等
に
関
し
本
人
が

関
与
す
る
こ
と
そ
の
他
の
個
人
の
権
利
利
益
を

保
護
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
こ
と
。

二
　
定
　
義

１

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
個
人
教
育
情
報
」

と
は
、
生
存
す
る
個
人
の
教
育
に
関
す
る
情
報

で
あ
っ
て
、
当
該
情
報
に
含
ま
れ
る
氏
名
、
生

年
月
日
そ
の
他
の
記
述
等
に
よ
り
特
定
の
個
人

を
識
別
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
を
い
う
も
の

と
す
る
こ
と
。

２

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
個
人
教
育
情
報
デ

ー
タ
ベ
ー
ス
等
」
と
は
、
個
人
教
育
情
報
を
含

む
情
報
の
集
合
物
で
あ
っ
て
、
特
定
の
個
人
教

育
情
報
を
電
子
計
算
機
を
用
い
て
検
索
す
る
こ

と
が
で
き
る
よ
う
に
体
系
的
に
構
成
し
た
も

の
、
及
び
特
定
の
個
人
教
育
情
報
を
容
易
に
検

索
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
体
系
的
に
構
成

し
た
も
の
と
し
て
政
令
で
定
め
る
も
の
を
い
う

も
の
と
す
る
こ
と
。

３

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
個
人
教
育
情
報
取

扱
事
業
者
」
と
は
、
個
人
教
育
情
報
デ
ー
タ
ベ

ー
ス
等
を
事
業
の
用
に
供
し
て
い
る
者
を
い
う

も
の
と
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
国
の
機
関
、
地

方
公
共
団
体
、
独
立
行
政
法
人
等
並
び
に
そ
の

取
り
扱
う
個
人
教
育
情
報
の
量
及
び
利
用
方
法

か
ら
み
て
個
人
の
権
利
利
益
を
害
す
る
お
そ
れ

が
少
な
い
も
の
と
し
て
政
令
で
定
め
る
者
を
除

く
も
の
と
す
る
こ
と
。

４

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
個
人
教
育
デ
ー

タ
」
と
は
、
個
人
教
育
情
報
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
等

を
構
成
す
る
個
人
教
育
情
報
を
い
う
も
の
と
す

る
こ
と
。

５

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
保
有
個
人
教
育
デ

ー
タ
」
と
は
、
個
人
教
育
情
報
取
扱
事
業
者

が
、
開
示
、
内
容
の
訂
正
、
追
加
又
は
削
除
、

利
用
の
停
止
、
消
去
及
び
第
三
者
へ
の
提
供
の

停
止
を
行
う
こ
と
の
で
き
る
権
限
を
有
す
る
個

人
教
育
デ
ー
タ
で
あ
っ
て
、
そ
の
存
否
が
明
ら

か
に
な
る
こ
と
に
よ
り
公
益
そ
の
他
の
利
益
が

害
さ
れ
る
も
の
と
し
て
政
令
で
定
め
る
も
の
又

は
一
年
以
内
の
政
令
で
定
め
る
期
間
以
内
に
消

去
す
る
こ
と
と
な
る
も
の
以
外
の
も
の
を
い
う

も
の
と
す
る
こ
と
。

６

こ
の
法
律
に
お
い
て
個
人
教
育
情
報
に
つ

い
て
「
本
人
」
と
は
、
個
人
教
育
情
報
に
よ
っ

て
識
別
さ
れ
る
特
定
の
個
人
を
い
う
も
の
と
す

る
こ
と
。

第
二
　
個
人
教
育
情
報
取
扱
事
業
者
の
義
務

一
　
利
用
目
的
の
特
定

個
人
教
育
情
報
取
扱
事
業
者
は
、
個
人
教
育

情
報
を
取
り
扱
う
に
当
た
っ
て
は
、
そ
の
利
用

目
的
を
で
き
る
限
り
特
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
も
の
と
し
、
利
用
目
的
を
変
更
す
る
場
合
に

は
、
変
更
前
の
利
用
目
的
と
相
当
の
関
連
性
を

有
す
る
と
合
理
的
に
認
め
ら
れ
る
範
囲
を
超
え

て
行
っ
て
は
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

二
　
本
人
の
同
意

個
人
教
育
情
報
取
扱
事
業
者
は
、
法
令
に
基

づ
く
場
合
そ
の
他
一
定
の
場
合
を
除
き
、
あ
ら
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か
じ
め
本
人
の
同
意
を
得
な
い
で
、
個
人
教
育

情
報
（
公
知
で
あ
る
も
の
を
除
く
。
）
を
取
り

扱
っ
て
は
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。
個
人

教
育
情
報
の
利
用
目
的
を
変
更
す
る
場
合
も
、

同
様
と
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

三
　
適
正
な
取
得

個
人
教
育
情
報
取
扱
事
業
者
は
、
偽
り
そ
の

他
不
正
の
手
段
に
よ
り
個
人
教
育
情
報
を
取
得

し
て
は
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

四
　
デ
ー
タ
内
容
の
正
確
性
の
確
保

個
人
教
育
情
報
取
扱
事
業
者
は
、
利
用
目
的
の

達
成
に
必
要
な
範
囲
内
に
お
い
て
、
個
人
教
育
デ

ー
タ
を
正
確
か
つ
最
新
の
内
容
に
保
つ
よ
う
努
め

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

五
　
安
全
管
理
措
置
等

個
人
教
育
情
報
取
扱
事
業
者
は
、
そ
の
取
り
扱

う
個
人
教
育
デ
ー
タ
の
漏
え
い
、
滅
失
又
は
き
損

の
防
止
そ
の
他
の
個
人
教
育
デ
ー
タ
の
安
全
管
理

の
た
め
に
必
要
か
つ
適
切
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
も
の
と
し
、
そ
の
従
業
者
及
び
委
託

先
に
対
す
る
必
要
か
つ
適
切
な
監
督
を
行
わ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

六
　
第
三
者
提
供
の
制
限

個
人
教
育
情
報
取
扱
事
業
者
は
、
法
令
に
基

づ
く
場
合
そ
の
他
一
定
の
場
合
を
除
き
、
あ
ら

か
じ
め
本
人
の
同
意
を
得
な
い
で
、
個
人
教
育

デ
ー
タ
を
第
三
者
に
提
供
し
て
は
な
ら
な
い
も

の
と
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
個
人
教
育
情
報
取

扱
事
業
者
が
利
用
目
的
の
達
成
に
必
要
な
範
囲

内
に
お
い
て
個
人
教
育
デ
ー
タ
の
取
扱
い
を
委

託
す
る
場
合
そ
の
他
一
定
の
場
合
に
お
い
て

は
、
こ
の
限
り
で
は
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

七
　
保
有
個
人
教
育
デ
ー
タ

に
関
す
る
事
項
の
公
表
等

個
人
教
育
情
報
取
扱
事
業
者
は
、
保
有
個
人
教

育
デ
ー
タ
に
関
し
、
当
該
個
人
教
育
情
報
取
扱
事

業
者
の
氏
名
又
は
名
称
、
す
べ
て
の
保
有
個
人
教

育
デ
ー
タ
の
利
用
目
的
そ
の
他
の
事
項
に
つ
い

て
、
本
人
の
知
り
得
る
状
態
（
本
人
の
求
め
に
応

じ
て
遅
滞
な
く
回
答
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
置

か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

八
　
開
　
示

１

個
人
教
育
情
報
取
扱
事
業
者
は
、
本
人
か

ら
、
当
該
本
人
が
識
別
さ
れ
る
保
有
個
人
教
育

デ
ー
タ
の
開
示
を
求
め
ら
れ
た
と
き
は
、
一
定

の
場
合
を
除
き
、
本
人
に
対
し
、
遅
滞
な
く
、

当
該
保
有
個
人
教
育
デ
ー
タ
を
開
示
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

２

個
人
教
育
情
報
取
扱
事
業
者
は
、
１
に
基
づ

き
求
め
ら
れ
た
保
有
個
人
教
育
デ
ー
タ
の
全
部
又

は
一
部
に
つ
い
て
開
示
し
な
い
旨
の
決
定
を
し
た

と
き
は
、
本
人
に
対
し
、
遅
滞
な
く
、
そ
の
旨
を

通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

九
　
訂
正
等

１

個
人
教
育
情
報
取
扱
事
業
者
は
、
本
人
か

ら
、
当
該
本
人
が
識
別
さ
れ
る
保
有
個
人
教
育
デ

ー
タ
の
内
容
が
事
実
で
な
い
と
い
う
理
由
に
よ
っ

て
当
該
保
有
個
人
教
育
デ
ー
タ
の
内
容
の
訂
正
等

を
求
め
ら
れ
た
場
合
に
は
、
遅
滞
な
く
必
要
な
調

査
を
行
い
、
そ
の
結
果
に
基
づ
き
、
当
該
保
有
個

人
教
育
デ
ー
タ
の
内
容
の
訂
正
等
を
行
わ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

２

個
人
教
育
情
報
取
扱
事
業
者
は
、
１
に
基
づ

き
求
め
ら
れ
た
保
有
個
人
教
育
デ
ー
タ
の
内
容
に

つ
い
て
訂
正
等
を
行
っ
た
と
き
、
又
は
訂
正
等
を

行
わ
な
い
旨
の
決
定
を
し
た
と
き
は
、
本
人
に
対

し
、
遅
滞
な
く
、
そ
の
旨
（
訂
正
等
を
行
っ
た
と

き
は
、
そ
の
内
容
を
含
む
。
）
を
通
知
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

十
　
利
用
停
止
等

１

個
人
教
育
情
報
取
扱
事
業
者
は
、
本
人
か

ら
、
二
又
は
三
に
違
反
し
て
い
る
と
い
う
理
由

に
よ
っ
て
、
当
該
本
人
が
識
別
さ
れ
る
保
有
個

人
教
育
デ
ー
タ
の
利
用
停
止
等
を
求
め
ら
れ
た

場
合
で
あ
っ
て
、
そ
の
求
め
に
理
由
が
あ
る
こ

と
が
判
明
し
た
と
き
は
、
一
定
の
場
合
を
除

き
、
遅
滞
な
く
、
当
該
保
有
個
人
教
育
デ
ー
タ

の
利
用
停
止
等
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も

の
と
す
る
こ
と
。

２

個
人
教
育
情
報
取
扱
事
業
者
は
、
本
人
か

ら
、
六
に
違
反
し
て
い
る
と
い
う
理
由
に
よ
っ

て
、
当
該
本
人
が
識
別
さ
れ
る
保
有
個
人
教
育

デ
ー
タ
の
第
三
者
へ
の
提
供
の
停
止
を
求
め
ら

れ
た
場
合
で
あ
っ
て
、
そ
の
求
め
に
理
由
が
あ

る
こ
と
が
判
明
し
た
と
き
は
、
一
定
の
場
合
を

除
き
、
遅
滞
な
く
、
当
該
保
有
個
人
教
育
デ
ー

タ
の
第
三
者
へ
の
提
供
を
停
止
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

３

個
人
教
育
情
報
取
扱
事
業
者
は
、
１
に
基

づ
き
求
め
ら
れ
た
保
有
個
人
教
育
デ
ー
タ
に
つ

い
て
利
用
停
止
等
を
行
っ
た
と
き
若
し
く
は
利

用
停
止
等
を
行
わ
な
い
旨
の
決
定
を
し
た
と

き
、
又
は
２
に
基
づ
き
求
め
ら
れ
た
保
有
個
人

教
育
デ
ー
タ
に
つ
い
て
第
三
者
へ
の
提
供
を
停

止
し
た
と
き
若
し
く
は
第
三
者
へ
の
提
供
を
停

止
し
な
い
旨
の
決
定
を
し
た
と
き
は
、
本
人
に

対
し
、
遅
滞
な
く
、
そ
の
旨
を
通
知
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

十
一
　
理
由
の
説
明

個
人
教
育
情
報
取
扱
事
業
者
は
、
八
２
、
九

２
又
は
十
３
に
よ
り
、
本
人
か
ら
求
め
ら
れ
た

措
置
に
つ
い
て
、
そ
の
措
置
を
と
ら
な
い
旨
を

通
知
す
る
場
合
又
は
そ
の
措
置
と
異
な
る
措
置

を
と
る
旨
を
通
知
す
る
場
合
は
、
理
由
を
示
す

こ
と
が
困
難
な
事
情
が
あ
る
と
き
を
除
き
、
本

人
に
対
し
、
そ
の
理
由
を
説
明
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

十
二
　
手
数
料

個
人
教
育
情
報
取
扱
事
業
者
は
、
保
有
個
人

教
育
デ
ー
タ
の
開
示
の
実
施
に
関
し
、
手
数
料

を
徴
収
す
る
場
合
は
、
実
費
の
範
囲
内
に
お
い

て
、
そ
の
手
数
料
の
額
を
定
め
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

十
三
　
個
人
教
育
情
報
取
扱

事
業
者
に
よ
る
苦
情
の
処
理

個
人
教
育
情
報
取
扱
事
業
者
は
、
個
人
教
育

情
報
の
取
扱
い
に
関
す
る
苦
情
の
適
切
か
つ
迅

速
な
処
理
に
努
め
、
そ
の
目
的
を
達
成
す
る
た

め
に
必
要
な
体
制
の
整
備
に
努
め
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

第
三
　
附
　
則

一

こ
の
法
律
は
、
○
○
か
ら
施
行
す
る

も
の
と
す
る
こ
と
。

二

そ
の
他
所
要
の
規
定
の
整
備
を
行
う

も
の
と
す
る
こ
と
。
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■
問
題
の
所
在

―
監
視
カ
メ
ラ
に
鈴
を
つ
け
よ
う

監
視
カ
メ
ラ
は
、
駅
構
内
、
高
速
道
路

な
ど
の
公
共
施
設
、
街
頭
な
ど
に
常
設
さ

れ
て
い
る
。
ま
た
、
金
融
機
関
か
ら
、
コ

ン
ビ
ニ
、
マ
ン
シ
ョ
ン
の
エ
レ
ベ
ー
タ
ー

内
や
玄
関
ホ
ー
ル
な
ど
、
民
間
施
設
に
も

広
が
り
を
見
せ
て
い
る
。
こ
う
し
た
現
象

を
、
「
監
視
カ
メ
ラ
社
会
化
」
と
呼
ぶ
人

も
い
る
。

テ
ロ
に
怯
え
る
ア
メ
リ
カ
や
犯
罪
増
加

に
悩
む
欧
州
な
ど
で
も
、
監
視
カ
メ
ラ
社

会
化
の
動
き
が
加
速
し
て
い
る
（
英
米
な

ど
の
規
制
状
況
に
つ
い
て
は
、
P
I
J
「
監
視

カ
メ
ラ
と
市
民
の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
(1)
、
(2)
」
Ｃ

Ｎ
Ｎ
ニ
ュ
ー
ズ
10
号
、
32
号
、
33
号
参
照

）
。

監
視
カ
メ
ラ
社
会
化
は
、
犯
罪
の
抑

止
、
犯
人
の
割
出
・
検
挙
な
ど
に
役
立

ち
、
止
む
を
得
な
い
現
象
だ
と
い
う
見
方

が
あ
る
。
し
か
し
、
明
確
な
ル
ー
ル
の
な

い
ま
ま
、
監
視
カ
メ
ラ
を
一
人
歩
き
さ
せ

る
こ
と
は
、
カ
メ
ラ
の
被
写
体
と
な
る
個

人
の
自
由
と
尊
厳
に
と
り
大
き
な
脅
威
と

な
る
。

最
高
裁
は
、
「
何
人
も
、
そ
の
承
諾
な

し
に
、
み
だ
り
に
そ
の
容
ぼ
う
・
姿
態
を

撮
影
さ
れ
な
い
自
由
を
有
す
る
」
（
一
九

六
五
〔
昭
和
44
〕
年
12
月
24
日
判
決
・
判

例
時
報
五
七
七
号
18
頁
）
と
い
う
判
断
を

示
し
て
い
る
。

市
民
が
、
自
分
の
承
諾
（
同
意
）
な
し

に
写
真
を
撮
ら
れ
な
い
権
利
、
あ
る
い
は

撮
ら
れ
た
写
真
を
公
表
さ
れ
な
い
権
利
は

「
肖
像
権
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
。
こ
の
権

利
は
、
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
な
ど
〝
個
人
の
尊

厳
〟
を
護
る
憲
法
13
条
で
保
障
さ
れ
て
い

る
。
肖
像
権
は
、
も
と
も
と
プ
ラ
イ
バ
シ

ー
権
と
は
別
に
発
展
し
て
き
た
も
の
で
あ

る
。
し
か
し
、
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
権
を
「
自

己
に
関
す
る
情
報
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る

権
利
」
と
と
ら
え
る
今
日
に
お
い
て
は
、

肖
像
権
は
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
権
の
一
つ
と
考

え
ら
れ
て
い
る
。

市
民
本
人
の
同
意
も
な
く
、
自
分
の
コ

ン
ト
ロ
ー
ル
の
及
ば
な
い
と
こ
ろ
で
監
視

カ
メ
ラ
の
被
写
体
と
さ
れ
、
無
差
別
に
記

録
さ
れ
る
こ
と
は
、
ま
さ
に
個
人
の
肖
像

権
の
侵
害
に
当
た
る
と
い
え
る
。
し
か

し
、
一
方
で
、
犯
罪
が
多
発
し
、
手
口
が

巧
妙
に
な
る
に
つ
れ
て
、
〝
監
視
カ
メ
ラ

は
絶
対
ダ
メ
！
〟
と
叫
び
、
〝
プ
ラ
イ
バ

シ
ー
原
理
主
義
〟
を
主
張
す
る
だ
け
で
は

立
ち
行
か
な
く
な
っ
て
き
て
い
る
の
も
事

実
で
あ
る
。

た
だ
、
監
視
カ
メ
ラ
の
乱
設･

自
由
な

利
用
を
放
置
し
て
お
い
て
い
い
わ
け
は
な

い
。
監
視
カ
メ
ラ
に
〝
鈴
を
つ
け
〟
、
そ

の
設
置
・
利
用
を
私
た
ち
市
民
が
〝
常
時

監
視
〟
で
き
る
ル
ー
ル
・
法
的
シ
ス
テ
ム

づ
く
り
が
急
が
れ
て
い
る
。

■
監
視
カ
メ
ラ
規
制
の

あ
り
方
を
探
る

「
市
民
が
主
役
」
の
視
点
か
ら
、
個
人
の

自
由
と
尊
厳
を
保
護
す
る
た
め
に
監
視
カ

メ
ラ
を
規
制
す
る
法
シ
ス
テ
ム
を
つ
く
る

と
す
る
。
そ
の
場
合
に
は
、
次
の
よ
う
な

立
法
政
策
的
な
課
題
を
煮
詰
め
る
必
要
が

あ
る
。

《
課
題
一

―
規
制
の
範
囲
と
方
式
》

監
視
カ
メ
ラ
規
制
の
範
囲
や
方
式
の
あ

《
監
視
カ
メ
ラ
と
市
民
の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
・
追
補
》

急
が
れ
る
、
監
視
カ
メ
ラ
を

〝
市
民
が
監
視
〟
で
き
る
法
制
づ
く
り

P
I
J
代
表
・
白
鴎
大
学
教
授

石
村
耕
治
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り
方
を
め
ぐ
っ
て
は
、

①
公
共
・
民
間
双
方
を
一
括
し
て
規
制

す
る
（
オ
ム
ニ
バ
ス
）
方
式
か
、

②
公
共
・
民
間
個
別
対
応
方
式
か
、

の
選
択
が
課
題
と
な
る
。

ま
た
、
規
制
主
体
・
規
制
当
局
を
ど
こ

に
す
る
か
に
よ
り
、

①
国
の
法
律
、

②
自
治
体
条
例
、

③
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
（
自
主
規
制
）
、

④
レ
ー
テ
ィ
ン
グ
（
マ
ル
適
マ
ー
ク
な

ど
）

の
個
別
・
多
重
選
択
の
課
題
が
あ
る
。

監
視
カ
メ
ラ
は
、
公
共
施
設
の
み
な
ら

ず
、
民
間
の
施
設
に
も
数
多
く
設
置
・
利

用
さ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
監
視
カ

メ
ラ
規
制
は
、
公
共
・
民
間
双
方
に
及
ぶ

必
要
が
あ
る
。
公
共
の
場
所
に
設
置
す
る

も
の
又
は
設
置
者
が
官
で
あ
る
も
の
に
つ

い
て
は
法
律
・
条
例
で
規
制
し
、
民
間
の

施
設
又
は
設
置
者
が
民
で
あ
る
も
の
は
ガ

イ
ド
ラ
イ
ン
な
ど
で
規
制
す
る
選
択
肢
も

あ
る
。
た
だ
、
実
際
は
、
そ
う
し
た
区
分

け
が
難
し
い
場
合
が
多
い
。
や
は
り
、
オ

ム
ニ
バ
ス
方
式
の
法
律
・
条
例
、
ガ
イ
ド

ラ
イ
ン
な
ど
に
よ
る
多
重
的
な
規
制
が
必

要
と
い
え
る
。
ま
た
、
特
別
な
監
視
カ
メ

ラ
・
シ
ス
テ
ム
に
つ
い
て
は
、
そ
の
態
様

に
応
じ
、
個
別
に
適
切
な
法
規
制
を
す
べ

き
で
あ
る
。

監
視
カ
メ
ラ
の
法
規
制
に
つ
い
て
は
、

①
監
視
カ
メ
ラ
規
正
法
と
、

②
監
視
カ
メ
ラ
規
制
条
例

の
二
本
立
て
が
ベ
タ
ー
で
あ
ろ
う
。

つ
ま
り
、

①
国
の
法
律
で
は
、
規
制
目
的
、
基
本

原
則
、
適
用
除
外
な
ど
を
定
め
る
に
と

ど
め
、

②
具
体
的
な
規
制
の
あ
り
方
は
自
治
体

条
例
（
規
制
当
局
は
条
例
を
制
定
し
た

都
道
府
県
又
は
市
区
町
村
、
規
制
権
者

は
首
長
）
に
委
ね
る
形
で
あ
る
。

《
課
題
二

―
規
制
目
的
や
対
象
》

監
視
カ
メ
ラ
の
規
制
に
あ
た
っ
て
は
、

そ
の
目
的
を
明
確
に
す
る
必
要
が
あ
る
。

「
監
視
カ
メ
ラ
が
み
だ
り
に
国
民
の
容
ぼ

う
の
撮
影
等
を
さ
れ
な
い
自
由
、
み
だ
り

に
私
生
活
に
関
す
る
情
報
を
収
集
又
は
管

理
さ
れ
な
い
自
由
等
を
侵
害
す
る
お
そ
れ

が
あ
る
こ
と
に
か
ん
が
み
、
監
視
カ
メ
ラ

の
利
用
に
関
し
、
基
本
原
則
及
び
施
策
の

基
本
と
な
る
事
項
等
を
定
め
る
こ
と
に
よ

り
、
国
民
の
自
由
と
権
利
を
保
護
す
る
こ

と
を
目
的
と
す
る
も
の
と
す
る
」
と
い
っ

た
内
容
で
い
い
で
あ
ろ
う
。

一
方
、
規
制
対
象
を
決
め
る
に
あ
た
っ

て
は
、
「
監
視
カ
メ
ラ
の
種
類
・
範

囲
」
、
「
個
人
の
住
居
等
の
取
扱
」
、

「
画
像
を
記
録
し
な
い
場
合
」
な
ど
、
検

討
す
べ
き
課
題
も
多
い
。

《
課
題
三

―
基
本
原
則
》

被
写
体
と
さ
れ
る
市
民
の
自
由
を
護
る

た
め
に
は
、
次
の
よ
う
な
「
基
本
原
則
」

を
明
確
に
定
め
る
必
要
が
あ
る
。

①
設
置
者
の
責
務

監
視
カ
メ
ラ
を
設
置
し
よ
う
と
す
る

者
（
以
下
「
設
置
者
」
）
は
、
②
か
ら

⑥
ま
で
の
原
則
に
従
い
適
切
な
措
置
を

講
じ
る
義
務
が
あ
る
も
の
と
す
る
。

②
設
置
目
的

監
視
カ
メ
ラ
の
設
置
に
あ
た
っ
て

は
、
あ
ら
か
じ
め
そ
の
設
置
目
的
が
明

確
に
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
か

つ
、
そ
の
設
置
目
的
が
適
法
か
つ
適
正

な
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

③
場
所
等
の
明
示

監
視
カ
メ
ラ
の
設
置
に
あ
た
っ
て

は
、
当
該
監
視
カ
メ
ラ
に
よ
り
撮
影
さ

れ
る

個
人
に
対
し
、
そ
の
設
置
場
所

及
び
設
置
目
的
が
明
示
さ
れ
て
い
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

④
画
像
等
の
取
扱
の
規
制

監
視
カ
メ
ラ
に
よ
り
記
録
さ
れ
た
画

像
（
特
定
個
人
を
識
別
で
き
る
も
の
に

限
る
。
以
下
「
画
像
」
）
は
、
当
該

監
視
カ
メ
ラ
の
設
置
目
的
の
達
成
に
必

要
な
範
囲
内
で
取
扱
わ
れ
な
け
れ
ば
な

ら
ず
、
か
つ
、
当
該
画
像
に
よ
り
識
別

さ
れ
る
特
定
の
個
人
（
以
下
「
本

人
」
）
の
同
意
が
あ
る
場
合
又
は
法
令

に
規
定
が
あ
る
場
合
を
除
き
、
設
置
目

的
以
外
の
目
的
に
利
用
さ
れ
、
又
は
提

供
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
。

⑤
正
確
性
の
確
保

画
像
は
、
設
置
目
的
の
達
成
に
必
要

な
範
囲
内
で
正
確
か
つ
最
新
の
内
容
に

保
た
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

⑥
安
全
性
の
確
保

設
置
者
は
、
管
理
責
任
者
を
選
任
す

る
と
と
も
に
、
画
像
の
取
扱
に
あ
た
っ

て
は
、
漏
え
い
、
滅
失
又
は
毀
損
の
防

止
、
目
的
達
成
後
の
廃
棄
そ
の
他
の
安

全
管
理
の
た
め
必
要
か
つ
適
切
な
措
置

（
以
下
「
安
全
管
理
措
置
」
）
が
講
じ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

⑦
透
明
性
の
確
保

画
像
の
取
扱
に
あ
た
っ
て
は
、
画
像

の
開
示
や
苦
情
申
立
な
ど
本
人
が
適
切

に
関
与
で
き
る
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

《
課
題
四

―
規
制
の
適
用
除
外
》

監
視
カ
メ
ラ
は
、
「
報
道
等
」
、
「
学

術
・
文
芸
」
、
「
宗
教
活
動
」
、
「
令
状

に
基
づ
く
犯
罪
捜
査
等
」
の
目
的
で
設
置

さ
れ
る
場
合
に
は
、
規
制
は
適
用
し
な
い

こ
と
に
す
る
必
要
が
あ
る
。

《
課
題
五

―
監
視
カ
メ
ラ
評
価

委
員
会
の
設
置
》



被
写
体
と
さ
れ
る
市
民
の
自
由
や
権
利

を
護
る
こ
と
を
ね
ら
い
に
、
規
制
権
者
か

ら
の
諮
問
及
び
市
民
本
人
か
ら
の
苦
情
に

応
じ
、
調
査
し
、
審
議
す
る
た
め
、
十
人

程
度
の
委
員
か
ら
な
る
監
視
カ
メ
ラ
評
価

委
員
会
を
設
け
る
必
要
が
あ
る
。

な
お
、
そ
の
委
員
の
過
半
数
は
、
一
般

か
ら
公
募
・
抽
選
す
る
も
の
と
す
る
。

《
課
題
六

―
届
出
制
》

監
視
カ
メ
ラ
を
規
制
す
る
た
め
に
、
そ

の
設
置
を
当
局
に
届
け
出
る
制
度
を
採
用

す
べ
き
で
あ
る
。
こ
の
場
合
、
設
置
者
に

対
し
て
は
、
あ
ら
か
じ
め
次
の
事
項
（
そ

の
変
更
を
含
む
）
を
届
け
出
る
よ
う
に
求

め
る
も
の
と
す
る
。

①

設
置
者
の
氏
名
（
名
称
・
代
表
者

名
）
、
管
理
責
任
者
名
、
そ
の
所
在
地

等
、

②
画
像
を
記
録
す
る
た
め
の
装
置
の

機
種
、
個
数
及
び
設
置
場
所
等
、

③
設
置
目
的
、
記
録
の
範
囲
及
び
記

録
方
法
、

④
画
像
の
保
有
期
間
及
び
廃
棄
法
、

並
び
に
、

⑤
画
像
の
「
安
全
管
理
措
置
」
の
概
要

監
視
カ
メ
ラ
の
設
置
者
か
ら
届
出
を
受

理
し
た
と
す
る
。
し
か
し
、
規
制
当
局

が
、
市
民
の
自
由
を
保
護
す
る
た
め
に
改

善
が
必
要
と
思
う
と
き
に
は
、
理
由
を
明

示
し
た
上
で
、
設
置
者
に
対
し
必
要
な
勧

告
、
カ
メ
ラ
設
置
の
変
更
・
廃
止
を
求
め

ら
れ
る
も
の
と
す
べ
き
で
あ
る
。

こ
の
場
合
、
規
制
当
局
は
、
監
視
カ
メ

ラ
評
価
委
員
会
の
意
見
を
聞
き
、
ま
た
、

必
要
に
応
じ
、
利
害
関
係
人
、
市
民
か
ら

も
意
見
を
聴
取
す
べ
き
で
あ
る
。
規
制
当

局
は
、
公
報
等
で
、
定
期
的
に
受
理
し
た

届
出
事
項
を
公
表
す
べ
き
で
あ
る
。

た
だ
、
各
種
の
民
間
機
関
、
す
な
わ
ち

事
業
者
団
体
や
商
店
会
な
ど
が
独
自
で
ガ

イ
ド
ラ
イ
ン
を
作
成
で
き
、
確
実
に
監
視

カ
メ
ラ
の
設
置
・
利
用
に
つ
い
て
自
主
規

制
が
で
き
る
力
量
が
あ
る
よ
う
で
あ
れ

ば
、
あ
え
て
自
治
体
条
例
に
お
い
て
は
届

出
制
を
採
用
す
る
必
要
が
な
い
と
も
い
え

る
。

■
動
き
出
し
た

〝
市
民
が
監
視
〟
で
き
る

法
制
づ
く
り

民
間
の
ホ
テ
ル
や
マ
ン
シ
ョ
ン
の
建
設

主
に
、
防
犯
設
備
の
一
部
と
し
て
、
監
視

（
防
犯
）
カ
メ
ラ
の
設
置
を
義
務
づ
け
る

条
例
（
生
活
安
全
条
例
）
を
定
め
る
市
区

町
村
が
相
次
い
で
い
る
。
し
か
し
、
こ
れ

ら
の
条
例
に
は
、
市
民
の
自
由
と
個
人
の

尊
厳
を
護
り
、
監
視
カ
メ
ラ
の
設
置
・
利

用
手
続
を
適
正
化
・
透
明
化
す
る
と
い
っ

た
〝
哲
学
〟
は
な
い
。

監
視
カ
メ
ラ
を
〝
市
民
が
監
視
〟
で
き

る
法
制
づ
く
り
が
急
が
れ
る
。

先
ご
ろ
、
東
京
都
杉
並
区
（
山
田
宏
区

長
）
が
、
監
視
カ
メ
ラ
規
制
条
例
や
ガ
イ

ド
ラ
イ
ン
を
つ
く
る
方
向
で
動
き
だ
し
た

と
報
じ
ら
れ
た
。
早
急
に
専
門
家
会
議
を

発
足
さ
せ
、
八
月
に
も
実
施
し
た
い
と
い

う
。私

た
ち
P
I
J
が
主
張
し
て
き
た
成
熟

し
た
社
会
で
の
ア
メ
ニ
テ
ィ
あ
る
コ
ミ
ュ

ニ
テ
ィ
づ
く
り
の
提
案
が
も
う
一
歩
さ
き

に
進
み
だ
し
た
先
例
と
い
え
る
。

新
宿
歌
舞
伎
町
を
監
視
カ
メ
ラ
で
無
原

則
に
包
囲
す
る
と
い
っ
た
石
原
慎
太
郎
流

の
荒
っ
ぽ
い
手
法
に
は
、
か
ね
て
か
ら
強

い
批
判
が
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
旧
い
時
代

の
政
治
家
と
は
一
味
違
う
、
山
田
区
長
の

プ
ラ
イ
バ
シ
ー
を
大
事
に
す
る
感
性
、
そ

れ
に
裏
付
け
ら
れ
た
政
治
手
法
に
大
い
に

期
待
し
た
い
。
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急
が
れ
る
監
視
カ
メ
ラ
〝
監
視
〟
法
制
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